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不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例 

 

（目的） 

第１条 この特例は、不動産投資信託証券の上場について、有価証券上場規程の特例を規定する。 

２ この特例に定めのないものについては、有価証券上場規程の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この特例において、「不動産投資信託証券」とは、証券取引法（昭和２３年法律第２５号。以下

「法」という。）第２条第１項第７号に掲げる投資信託の受益証券又は同項第７号の２に掲げる投資証

券であって、投資者の資金を主として不動産関連資産に対する投資として運用することを目的とするも

のをいう。 

２ この特例において「不動産関連資産」とは、次に掲げる資産をいう。 

（１） 不動産 

（２） 不動産同等物（次のａからｄまでに掲げる資産をいう。以下同じ。） 

ａ 不動産の賃借権 

ｂ 地上権 

ｃ 不動産、土地の賃借権又は地上権のみを信託する信託の受益権（有価証券に該当するものを除

く。） 

ｄ 当事者の一方が相手方の行う不動産、不動産の賃借権及び地上権のみの運用のために出資を行

い、相手方がその出資された財産を当該資産のみに対する投資として運用し、当該運用から生じ

る利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分 

（３） 不動産関連有価証券等（次のａからｆまでに掲げる資産をいう。以下同じ。） 

ａ 不動産、土地の賃借権、地上権又は金銭のみを信託する信託の受益権（当該信託の信託財産が

不動産若しくは不動産同等物又は現金若しくは現金同等物等であるものに限り、前号ｃに掲げる

もの及び有価証券に該当するものを除く。） 

ｂ 当事者の一方が相手方の行う不動産若しくは不動産同等物又は現金若しくは現金同等物等のみ

の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を当該資産のみに対する投資として運

用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分（前号ｄに掲げ

るものを除く。） 

ｃ 資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号。以下「資産流動化法」という。）に

規定する優先出資証券（当該特定目的会社が資産の流動化に係る業務として取得した資産が不動

産若しくは不動産同等物又は現金若しくは現金同等物等であるものに限る。） 
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ｄ 投資信託及び投資法人に関する法律（昭和２６年法律第１９８号。以下「投資信託法」という。）

に規定する投資信託の受益証券（当該投資信託の投資信託財産が不動産若しくは不動産同等物又

は現金若しくは現金同等物等であるものに限る。） 

ｅ 投資信託法に規定する投資証券（当該投資法人の資産が不動産若しくは不動産同等物又は現金

若しくは現金同等物等であるものに限る。） 

ｆ 資産流動化法に規定する特定目的信託の受益証券（当該特定目的信託の信託財産が不動産若し

くは不動産同等物又は現金若しくは現金同等物等であるものに限る。） 

３ この特例において「現金同等物等」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和

３８年大蔵省令第５９号）第８条第１８項に規定する現金同等物及びこれに類するものとして本所が適

当と認めるものをいう。 

４ この特例において「運用資産等」とは、上場申請銘柄又は上場不動産投資信託証券が投資信託の受益

証券である場合には当該投資信託の投資信託財産をいい、投資証券である場合には当該投資証券の発行

者である投資法人の資産をいう。 

 

（上場申請） 

第３条 不動産投資信託証券の上場は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定める者か

らの申請により行うものとする。 

（１） 委託者指図型投資信託の受益証券 

当該受益証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託業者（当該投資信託委託業者から投

資信託法第１７条第１項の規定により委託者指図型投資信託の投資信託財産の運用指図に係る権

限の全部又は一部の委託を受けた者を含む。以下同じ。）及びその受託者である信託会社等（投

資信託法第４条に定める信託会社等をいう。以下同じ。） 

（２） 委託者非指図型投資信託の受益証券 

当該受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等（当該信託会社等から投資信託法第４

９条の１０第１項の規定により委託者非指図型投資信託の投資信託財産の運用に係る権限の一部

の委託を受けた者を含む。以下同じ。） 

（３） 投資証券 

当該投資証券の発行者である投資法人及びその資産の運用に係る業務の委託を受けた投資信託

委託業者（当該投資信託委託業者から投資信託法第３４条の５第１項の規定により投資法人から

委託された資産の運用に係る権限の一部の再委託を受けた者を含む。以下同じ。） 

２ 不動産投資信託証券の上場を申請しようとする者は、次の各号に掲げる上場申請銘柄の区分に従い、

当該各号に定める書類を提出するものとする。 
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（１） 委託者指図型投資信託の受益証券 

次に掲げる書類 

ａ 本所所定の様式による有価証券上場申請書 

ｂ 不動産投資信託証券の見本。ただし、次条第１項第２号ｌ後段の規定の適用を受けようとする

場合には、当該見本のほか、同ｌ後段に規定する確約の内容を記載した書面を提出するものとす

る。 

ｃ 本所所定の様式による不動産投資信託証券の分布状況表 

ｄ 次条第１項第２号ａ及びｃに適合するために必要な不動産及び不動産同等物を既に取得してい

る旨又はそれを遅滞なく取得できる見込みである旨を、幹事会員が確約した書面 

ｅ 次条第１項第３号の規定により上場申請銘柄の発行者が確約した書面 

ｆ 当該投資信託の投資信託約款 

（２） 委託者非指図型投資信託の受益証券 

前号ａからｆまでに掲げる書類 

（３） 投資証券 

次に掲げる書類。ただし、次条第２項第１号又は第３号の規定の適用を受ける場合には第１号

ｃに掲げる書類の提出を要しないものとし、次条第２項第２号の規定の適用を受ける場合には第

１号ｃ及びｄに掲げる書類の提出を要しないものとする。 

ａ 第１号ａからｅまでに掲げる書類 

ｂ 当該投資法人の規約 

ｃ 当該投資法人が投資信託法第１８７条の登録を受けていることを証する書面の写し 

ｄ 次条第１項第２号ｋに規定する本所が承認する名義書換事務受託者と名義書換に関する事務の

委託に係る契約を締結していることを証する書面 

３ 不動産投資信託証券の上場を申請した者のうち上場申請銘柄の発行者であるものは、上場申請日の直

前計算期間又は直前営業期間の末日の１年前の日以後上場することとなる日までに、次の各号のいずれ

かに該当する場合には、当該各号に定める書類を提出するものとする。 

（１） 内閣総理大臣等に上場申請銘柄の募集に関する届出又は売出しに関する届出若しくは通知書の

提出を行った場合には、次の書類の写し 各２部（ｂに規定する書類については１部） 

ａ 有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）及びその添付書類 

ｂ 有価証券届出効力発生通知書 

ｃ 有価証券通知書（変更通知書を含む。） 

ｄ 届出目論見書（届出仮目論見書を含む。） 

（２） 内閣総理大臣等に次の書類を提出した場合には、その写し各２部 
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ａ 有価証券報告書（訂正有価証券報告書を含む。）及びその添付書類 

ｂ 半期報告書（訂正半期報告書を含む。） 

４ 不動産投資信託証券の上場を申請した者のうち上場申請銘柄の発行者であるものは、上場申請に係る

募集又は売出しを行った場合には、本所所定の様式による募集又は売出実施通知書を上場の時までに提

出するものとする。 

５ 次条第２項の規定の適用を受ける投資証券の上場を申請した者は、上場後最初に終了する営業期間の

末日までの間における投資口の分布状況の見込みを記載した本所所定の「上場申請日以後における投資

口の分布状況に関する予定書」を、第２項第３号ａに基づき提出する有価証券上場申請書に添付するも

のとする。 

６ 第２項から前項までに掲げる書類のほか、不動産投資信託証券の上場を申請した者は、本所が上場審

査のため必要と認めて提出を求める書類を請求する都度遅滞なく提出するものとする。 

７ 上場申請銘柄が、次条第２項第２号又は第３号に該当する場合には、その発行者の設立前においても、

新設合併に係る投資主総会の決議後に限り、その上場を申請することができる。この場合における上場

申請は、当該新設合併を行う上場投資証券の発行者である投資法人及び上場申請に係る投資証券の発行

者となる投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受ける予定の投資信託委託業者が行うものとする。 

８ 前項の規定に基づき設立前に上場申請する場合は、第２項各号（第１号ａを除く。）に定める書類の

うち上場申請時に提出することができない書類（本所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに

限る。）については、提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものとする。 

 

（上場審査基準） 

第４条 不動産投資信託証券の上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとする。 

（１） 次のａからｃまでに掲げる上場申請銘柄の区分に従い、当該ａからｃまでに定める者が投資信

託法第５０条に規定する投資信託協会の会員（投資信託法第６条の認可を受けた者又は信託会社

等に限る。以下同じ。）であること。 

ａ 委託者指図型投資信託の受益証券 投資信託の委託者である投資信託委託業者 

ｂ 委託者非指図型投資信託の受益証券 投資信託の受託者である信託会社等 

ｃ 投資証券 投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた投資信託委託業者 

（２） 上場申請銘柄が、次のａからｒまでに適合していること。 

ａ 運用資産等の総額に占める、不動産等相当部分の額の比率が７５％以上になる見込みのあるこ

と。 

ｂ 運用資産等が、上場の時までに、不動産関連資産、現金又は現金同等物等に限られていること。 

ｃ 運用資産等の総額に占める、安定的賃貸事業収入又はこれに類する収入が現に生じている又は
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生じる見込みがある不動産（１か年以内に売却する見込みのないものに限る。）に係る不動産等

相当部分の額の比率が５０％以上になる見込みのあること。 

ｄ 上場受益権口数又は上場投資口口数が、上場の時までに２，０００口以上になる見込みのある

こと。 

ｅ 一口当たりの純資産総額が、上場の時までに５万円以上になる見込みのあること。 

ｆ 純資産総額が、上場の時までに１０億円以上になる見込みのあること。 

ｇ 資産総額が、上場の時までに５０億円以上になる見込みのあること。 

ｈ 大口受益者（所有する受益権口数の多い順に１０名の受益者をいう。以下同じ。）が所有する

受益権の総口数又は大口投資主（所有する投資口口数の多い順に１０名の投資主をいう。以下同

じ。）が所有する投資口の総口数が、上場の時までに、上場受益権口数又は上場投資口口数の８

０％以下になる見込みのあること。 

ｉ 大口受益者を除く受益者又は大口投資主を除く投資主の数が、上場の時までに３００人以上に

なる見込みのあること。 

ｊ 次の（ａ）及び（ｂ）に適合していること。 

（ａ） 上場申請銘柄に係る最近２年間に終了する各計算期間（信託契約期間の開始日以後の期

間に限る。以下このjにおいて同じ。）又は各営業期間（当該投資証券の発行者の設立後の

期間に限る。以下このjにおいて同じ。）の財務諸表等並びに最近１年間に終了する計算期

間又は営業期間における中間財務諸表等に「虚偽記載」を行っていないこと。 

（ｂ） 上場申請銘柄に係る最近２年間に終了する各計算期間又は各営業期間の財務諸表等に添

付される監査報告書及び最近１年間に終了する計算期間又は営業期間における中間財務諸

表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士又は監査法人（以下「公認会計士

等」という。）の「無限定適正意見」若しくは「除外事項を付した限定付適正意見」又は

「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」若しくは「除外事項を付した限

定付意見」が記載されていること。ただし、本所が適当と認める場合は、この限りでない。 

ｋ 上場申請銘柄が投資証券である場合には、投資信託法第７９条第２項に規定する名義書換事務

受託者が本所の承認する機関であること。 

ｌ 不動産投資信託証券が本所の定めるところに従って作成されているものであること又は上場申

請銘柄の発行者が本所が定めるところに従って不動産投資信託証券を作成する旨を確約している

ものであること。 

ｍ 投資信託の投資信託約款又は投資法人の規約において、受益者の請求による信託契約期間中の

解約又は投資主の請求による投資口の払戻しをしないこととされていること。 

ｎ 投資信託の投資信託約款又は投資法人の規約において、計算期間又は営業期間として定める期
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間が６か月以上であること。 

ｏ 上場申請銘柄が受益証券である場合には、投資信託の投資信託約款において、法の規定に基づ

き有価証券届出書を提出して募集を行う場合を除き、当該投資信託の追加信託を行わないことと

されていること。 

ｐ 上場申請銘柄が委託者指図型投資信託の受益証券である場合には、投資信託の投資信託約款に

おいて、証券投資信託である旨が記載されていないこと。 

ｑ 当該銘柄が指定保管振替機関（本所が指定する保管振替機関（株券等の保管及び振替に関する

法律（昭和５６年法律第３０号。以下「保振法」という。）第２条第２項に規定する保管振替機

関をいう。）をいう。以下同じ。）に対する保振法第６条の２に規定する同意がなされているも

のであること又は上場の時までに当該同意がなされる見込みのあるものであること。 

ｒ 公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと。 

（３） 上場申請銘柄の発行者が、次のａからｃまでに掲げる区分に従い、当該ａからｃまでに定める

事項について、書面により確約すること。 

ａ 上場申請銘柄が委託者指図型投資信託の受益証券である場合 

次に掲げる事項 

（ａ） 上場申請銘柄に係る投資信託の受託者である信託会社等及び運用資産等（運用資産等の

裏付けとなる不動産及び不動産同等物を含む。以下この号において同じ。）に関する情報

を適切に把握することができる状況にあること。 

（ｂ） 上場申請銘柄に係る投資信託の受託者である信託会社等及び運用資産等に関する情報に

ついて第９条の規定に従い開示を行うこと。 

（ｃ） 上場申請銘柄の発行者が第９条の規定に従い上場申請銘柄に係る投資信託の受託者であ

る信託会社等に関する情報の開示を行うことについて当該信託会社等が同意していること。 

ｂ 上場申請銘柄が委託者非指図型投資信託の受益証券である場合 

次に掲げる事項 

（ａ） 上場申請銘柄に係る運用資産等に関する情報を適切に把握することができる状況にある

こと。 

（ｂ） 上場申請銘柄に係る運用資産等に関する情報について第９条の規定に従い開示を行うこ

と。 

ｃ 上場申請銘柄が投資証券である場合 

次に掲げる事項 

（ａ） 上場申請銘柄の発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた投資信託

委託業者及び運用資産等に関する情報を適切に把握することができる状況にあること。 
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（ｂ） 上場申請銘柄の発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた投資信託

委託業者及び運用資産等に関する情報について第９条の規定に従い開示を行うこと。 

（ｃ） 上場申請銘柄の発行者が第９条の規定に従い上場申請銘柄の発行者である投資法人の資

産の運用に係る業務の委託を受けた投資信託委託業者に関する情報の開示を行うことにつ

いて当該投資信託委託業者が同意していること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、当該合併後に存続する投資法人又は当該

合併により設立される投資法人の発行する投資証券の上場が遅滞なく申請されるときにおける上場審査

は、当該各号に定める基準によるものとする。 

（１） 上場投資証券の発行者である投資法人が非上場投資証券の発行者である投資法人に吸収合併さ

れ、当該合併による解散により当該上場投資証券が上場廃止となる場合 

ａ 前項第１号、第２号ａからｄまで、jからｎまで、ｑ及びｒ並びに第３号に適合していること。

この場合における同jの規定の適用については、同j中「上場申請銘柄」とあるのは「当該非上場

投資証券」とする。 

ｂ 当該上場投資証券の発行者である投資法人が、第１２条第２項第５号前段に該当している場合

には、当該上場申請銘柄の発行者である投資法人が、上場の時までに同号前段に該当しない見込

みのあること。 

ｃ 当該上場投資証券の発行者である投資法人が、第１２条第２項第６号前段に該当している場合

には、当該上場申請銘柄の発行者である投資法人が、上場の時までに同号前段に該当しない見込

みのあること。 

（２） 上場投資証券の発行者である投資法人が他の上場投資証券の発行者である投資法人と新設合併

し、当該合併による解散により当該上場投資証券が上場廃止となる場合 

ａ 前項第１号、第２号ｄ、ｋからｎまで及びｑ並びに第３号に適合していること。 

ｂ 当該上場投資証券の発行者である投資法人が、第１２条第２項第１号前段に該当している場合

には、当該上場申請銘柄の発行者である投資法人が、上場の時までに同号前段に該当しない見込

みのあること。 

ｃ 当該上場投資証券の発行者である投資法人が、第１２条第２項第３号前段に該当している場合

には、当該上場申請銘柄の発行者である投資法人が、上場の時までに同号前段に該当しない見込

みのあること。 

ｄ 前号ｂ及びｃに適合していること。 

（３） 上場投資証券の発行者である投資法人が非上場投資証券の発行者である投資法人と新設合併し、

当該合併による解散により当該上場投資証券が上場廃止となる場合 

第１号ａからｃまでに適合していること。 
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（上場前の公募又は売出しに関する取扱い） 

第５条 不動産投資信託証券の上場前に行われる公募又は売出しについては、本所が定める規則によるも

のとする。 

 

（上場契約） 

第６条 本所が不動産投資信託証券を上場する場合には、第３条第１項各号に定める者は、本所所定の不

動産投資信託証券上場契約書を提出するものとする。ただし、当該者が既に本所の上場不動産投資信託

証券について不動産投資信託証券上場契約書を提出している場合には、提出を要しない。 

 

（上場申請のための提出書類の公衆縦覧） 

第７条 不動産投資信託証券の上場を申請した者は、第３条の規定により提出した書類のうち、本所が定

める書類を本所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。 

 

（新不動産投資信託証券の上場申請手続等） 

第８条 上場不動産投資信託証券に係る投資信託又は投資法人の新たに発行される受益権又は投資口に係

る不動産投資信託証券で本所に上場していないものの上場を申請する場合には、上場不動産投資信託証

券に係る投資信託委託業者等（第３条第１項各号に定める者をいう。第３項において同じ。）が本所所

定の有価証券上場申請書を提出するものとする。 

２ 前項の規定により上場申請があった場合には、原則として上場を承認するものとする。 

３ 上場不動産投資信託証券に係る投資信託委託業者等が、当該上場不動産投資信託証券の銘柄、数量等

を変更しようとするときは本所所定の有価証券変更上場申請書を提出するものとする。 

 

（不動産投資信託証券に係る適時開示） 

第９条 上場不動産投資信託証券又は上場不動産投資信託証券に係る投資信託委託業者等（第３条第１項

各号に定める者をいう。）に関する情報の適時開示については、次の各号に掲げる上場不動産投資信託

証券の区分に従い、当該各号に定めるところによる。 

（１） 委託者指図型投資信託の受益証券 

上場受益証券の発行者は、次のいずれかに該当する場合は、直ちにその内容を開示しなければ

ならない。 

ａ 上場受益証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託業者が、次に掲げる事項を行うこと

についての決定をした場合（当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。） 
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（ａ） 受益証券の併合又は分割 

（ｂ） 追加信託又は売出し 

（ｃ） 投資信託に必要な資金の借入れ 

（ｄ） 投資信託約款の変更又は投資信託契約の解約 

（ｅ） 国内の証券取引所に対する受益証券の上場の廃止に係る申請 

（ｆ） 当該投資信託委託業者の合併 

（ｇ） 当該投資信託委託業者の破産の申立て 

（ｈ） 当該投資信託委託業者の解散（合併による解散を除く。） 

（ｉ） 当該投資信託委託業者の投資信託委託業又は投資法人資産運用業の廃止 

（ｊ） 当該投資信託委託業者の会社の分割（営業の全部を承継させる場合に限る。） 

（ｋ） 当該投資信託委託業者の営業の全部の譲渡 

（ｌ） 当該投資信託委託業者が投資信託法に基づき内閣総理大臣等に対して行う認可若しくは

承認の申請又は届出 

（ｍ） 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明

（法第１９３条の２第１項の監査証明をいう。以下同じ。）を行う公認会計士等の異動 

（ｎ） 当該銘柄についての指定保管振替機関に対する保振法第６条の２に規定する同意の撤回 

（ｏ） （ａ）から前（ｎ）までに掲げる事項のほか、上場受益証券又は当該投資信託委託業者

の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を

及ぼすもの 

ｂ 上場受益証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託業者に、次に掲げる事実が発生した

場合 

（ａ） 投資信託法第４０条の規定による業務改善命令 

（ｂ） 上場廃止の原因となる事実（第１２条第１項第１号ａに掲げる事由に係るものに限る。） 

（ｃ） （ａ）及び前（ｂ）に掲げる事実のほか、投資信託法に基づく内閣総理大臣等の認可、

承認又は処分 

（ｄ） 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明

を行う公認会計士等の異動（業務執行を決定する機関が当該公認会計士等の異動を行うこ

とについての決定をした場合（当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含

む。）において、前ａの規定に基づきその内容を開示した場合を除く。） 

（ｅ） 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令（昭和３２年大蔵省令第１２号。以下「監査証

明府令」という。）第３条第１項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報

告書又は半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、法第２４条第１項又は第２４条の５第
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１項に定める期間内に提出できる見込みのないこと、当該期間内に提出しなかったこと及

び当該期間の最終日から起算して８日目（休業日を除外する。）の日までに提出できる見

込みのないこと並びにこれらの開示を行った後提出したこと。 

（ｆ） （ａ）から前（ｅ）までに掲げる事実のほか、上場受益証券又は当該投資信託委託業者

の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を

及ぼすもの 

ｃ 上場受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が、次に掲げる事項を行うことについ

ての決定をした場合（当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。） 

（ａ） 国内の証券取引所に対する受益証券の上場の廃止に係る申請 

（ｂ） 前（ａ）に掲げる事項のほか、上場受益証券又は当該信託会社等の運営、業務若しくは

財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの 

ｄ 上場受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等に、次に掲げる事実が発生した場合 

（ａ） 上場廃止の原因となる事実（第１２条第１項第１号ｂに掲げる事由に係るものに限る。） 

（ｂ） 前（ａ）に掲げる事実のほか、上場受益証券又は当該信託会社等の運営、業務若しくは

財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの 

（２） 委託者非指図型投資信託の受益証券 

上場受益証券の発行者は、次のいずれかに該当する場合は、直ちにその内容を開示しなければ

ならない。 

ａ 上場受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が次に掲げる事項を行うことについて

の決定をした場合（当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。） 

（ａ） 前号ａの（ａ）から（ｅ）まで、（ｍ）又は（ｎ）に掲げる事項 

（ｂ） 前（ａ）に掲げる事項のほか、上場受益証券又は当該信託会社等の運営、業務若しくは

財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの 

ｂ 上場受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等に、次に掲げる事実が発生した場合 

（ａ） 上場廃止の原因となる事実（第１２条第１項第２号に掲げる事由に係るものに限る。） 

（ｂ） 前号ｂの（ｄ）又は（ｅ）に掲げる事項 

（ｃ） （ａ）又は前（ｂ）に掲げる事実のほか、上場受益証券又は当該信託会社等の運営、業

務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの 

（３） 投資証券 

上場投資証券の発行者は、次のいずれかに該当する場合は、直ちにその内容を開示しなければ

ならない。 

ａ 上場投資証券の発行者である投資法人が次に掲げる事項を行うことについての決定をした場合
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（当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。） 

（ａ） 投資口の併合又は分割 

（ｂ） 投資口の追加発行又は売出し 

（ｃ） 投資法人債の募集又は資金の借入れ 

（ｄ） 合併 

（ｅ） 規約の変更又は解散 

（ｆ） 国内の証券取引所に対する投資証券の上場の廃止に係る申請 

（ｇ） 破産又は再生手続開始の申立て 

（ｈ） 第１号ａの（ｍ）に掲げる事項 

（ｉ） 当該銘柄についての指定保管振替機関に対する保振法第６条の２に規定する同意の撤回 

（ｊ） （ａ）から前（ｉ）までに掲げる事項のほか、上場投資証券又は当該投資法人の運営、

業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすも

の 

ｂ 上場投資証券の発行者である投資法人に、次に掲げる事実が発生した場合 

（ａ） 投資信託法第２１４条の規定による業務改善命令 

（ｂ） 上場廃止の原因となる事実（第１２条第１項第３号ａに掲げる事由に係るものに限る。） 

（ｃ） 純資産の額が投資信託法第１２４条第１項に定める基準純資産額を下回るおそれが生じ

たこと。 

（ｄ） 投資信託法第２１５条第２項の規定による登録取消しの通告 

（ｅ） 第１号ｂの（ｄ）又は（ｅ）に掲げる事項 

（ｆ） （ａ）から前（ｅ）に掲げる事実のほか、上場投資証券又は当該投資法人の運営、業務

若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの 

ｃ 上場投資証券の発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた投資信託委託業

者が次に掲げる事項を行うことについての決定をした場合（当該決定に係る事項を行わないこと

を決定した場合を含む。） 

（ａ） 国内の証券取引所に対する投資証券の上場の廃止に係る申請 

（ｂ） 当該投資信託委託業者の合併 

（ｃ） 当該投資信託委託業者の破産の申立て 

（ｄ） 当該投資信託委託業者の解散（合併による解散を除く。） 

（ｅ） 当該投資信託委託業者の投資信託委託業又は投資法人資産運用業の廃止 

（ｆ） 当該投資信託委託業者の会社の分割（営業の全部を承継させる場合に限る。） 

（ｇ） 当該投資信託委託業者の営業の全部の譲渡 
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（ｈ） 当該投資信託委託業者が投資信託法に基づき内閣総理大臣等に対して行う認可若しくは

承認の申請又は届出 

（ｉ） （ａ）から前（ｈ）までに掲げる事項のほか、上場投資証券又は当該投資信託委託業者

の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を

及ぼすもの 

ｄ 上場投資証券の発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた投資信託委託業

者に、次に掲げる事実が発生した場合 

（ａ） 投資信託法第４０条の規定による業務改善命令 

（ｂ） 上場廃止の原因となる事実（第１２条第１項第３号ｂに掲げる事由に係るものに限る。） 

（ｃ） （ａ）及び前（ｂ）に掲げる事実のほか、投資信託法に基づく内閣総理大臣等の承認、

認可又は処分 

（ｄ） （ａ）から前（ｃ）までに掲げる事実のほか、上場投資証券又は当該投資信託委託業者

の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を

及ぼすもの 

２ 上場不動産投資信託証券の運用資産等に関する情報の適時開示については、上場不動産投資信託証券

の発行者は、次の各号のいずれかに該当する場合（第１号に掲げる事項及び第２号に掲げる事実にあっ

ては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして本所が定める基準に該当するものを除く。）

は、直ちにその内容を開示しなければならない。 

（１） 投資信託委託業者等（上場不動産投資信託証券が、委託者指図型投資信託の受益証券である場

合には当該受益証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託業者を、委託者非指図型投資信

託の受益証券である場合には当該受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等を、投資証

券である場合には当該投資証券の発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた

投資信託委託業者をいう。第３号において同じ。）が次に掲げる事項を行うことについての決定

をした場合（当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。） 

ａ 運用資産等に係る資産の譲渡又は取得 

ｂ 前ａに掲げるもののほか、運用資産等に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい

影響を及ぼすもの 

（２） 次に掲げる事実が発生した場合 

ａ 運用資産等（賃借権若しくは地上権の目的となる不動産、不動産同等物（不動産の賃借権及び

地上権を除く。）に係る信託財産等の資産に含まれる不動産及び不動産関連有価証券等の裏付け

となる不動産を含む。）に生じた偶発的事象に起因する損害の発生 

ｂ 前ａに掲げるもののほか、運用資産等に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい
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影響を及ぼすもの 

（３） 投資信託委託業者等が、投資信託法第２８条第１項各号に掲げる取引（同法第４９条の１１に

おいて準用する場合を含む。）又は同法第３４条の６第２項に定める取引を行った場合（投資信

託の受益者に対してこれらの規定に基づく書面の交付を要する場合に限る。） 

（４） 上場不動産投資信託証券に係る計算期間若しくは営業期間又は中間計算期間若しくは中間営業

期間に係るファンドの決算の内容が定まった場合 

（５） 上場不動産投資信託証券に係るファンドの当期利益又は収益の分配若しくは金銭の分配につい

て、公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前計算期間又は前営業

期間の実績値）に比較して当該上場不動産投資信託証券の発行者が新たに算出した予想値又は当

計算期間若しくは当営業期間の決算において差異（投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なもの

として本所が定める基準に該当するものに限る。）が生じた場合 

３ 前２項のほか、上場不動産投資信託証券等に関する情報の適時開示及び本所への書類の提出等につい

ては、上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則に定めるところに準じるものとする。 

４ 前３項の規定は、上場不動産投資信託証券等に関する情報の適時開示について上場不動産投資信託証

券の発行者が遵守すべき最低限の要件、方法等を定めたものであり、上場不動産投資信託証券の発行者

は、同各項の規定を理由としてより適時、適切な情報の開示を怠ってはならない。 

 
（本所への協力義務） 

第１０条 上場不動産投資信託証券に係る投資信託委託業者等（第３条第１項各号に定める者をいう。以

下この条において同じ。）は、本所が上場不動産投資信託証券の上場廃止に係る該当性の判断に必要と

認めて、財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等（当該公認会計士等であった者

を含む。次項において同じ。）に対して事情説明等を求める場合には、これに協力するものとする。 

２ 上場不動産投資信託証券に係る投資信託委託業者等は、前項の規定により本所が当該公認会計士等に

対して事情説明等を求めるため、本所が請求した場合には、当該公認会計士等が事情説明等に応じるこ

とについて同意する旨の書面を速やかに提出しなければならない。 

 

（決定事項等に係る通知及び書類の提出等） 

第１１条 上場不動産投資信託証券の発行者は、次の各号に掲げる上場不動産投資信託証券の区分に従い

当該各号に定める場合に該当した場合（投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして本所が定め

る基準に該当する場合を除く。）には、直ちに本所に通知するとともに、本所が別に定めるところに従

い、書類の提出を行うものとする。 

（１） 委託者指図型投資信託の受益証券 
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次に掲げる場合 

ａ 上場受益証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託業者が、次のいずれかに掲げる事項

について決議又は決定を行った場合 

（ａ） 第９条第１項第１号ａの（ａ）から（１）まで、（ｎ）若しくは（ｏ）又は同条第２項

第１号ａ若しくはｂに掲げる事項 

（ｂ） 前（ａ）のほか、上場受益証券に関する権利等に係る重要な事項 

ｂ 上場受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が、次のいずれかに掲げる事項につい

て決議又は決定を行った場合 

（ａ） 第９条第１項第１号ｃの（ａ）又は（ｂ）のいずれかに掲げる事項 

（ｂ） 前（ａ）のほか、上場受益証券に関する権利等に係る重要な事項 

（２） 委託者非指図型投資信託の受益証券 

上場受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が次のいずれかに掲げる事項について

決議又は決定を行った場合 

ａ 第９条第１項第２号ａの（ａ）若しくは（ｃ）又は同条第２項第１号ａ若しくはｂに掲げる事

項 

ｂ 前ａのほか、上場受益証券に関する権利等に係る重要な事項 

（３） 投資証券 

次に掲げる場合 

ａ 上場投資証券の発行者である投資法人が次のいずれかに掲げる事項について決議又は決定を行

った場合 

（ａ） 第９条第１項第３号ａの（ａ）から（ｇ）まで、（ｉ）又は（ｊ）に掲げる事項 

（ｂ） 名義書換の臨時停止 

（ｃ） 投資主総会の招集 

（ｄ） 名義書換事務受託者の変更 

（ｅ） （ａ）から前（ｄ）までのほか、上場投資証券に関する権利等に係る重要な事項 

ｂ 上場投資証券の発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた投資信託委託業

者が第９条第１項第３号ｃの（ａ）から（ｉ）まで又は同条第２項第１号ａ若しくはｂに掲げる

事項について決議又は決定を行った場合 

２ 上場不動産投資信託証券の発行者は、次の各号に定める事項について決議又は決定を行った場合には、

直ちに本所に通知するとともに、本所が別に定めるところに従い、書類の提出を行うものとする。 

（１） 証券取引法施行令（昭和４０年政令第３２１号）第２０条第３項第５号に規定する安定操作取

引の委託等をすることがある者の選定 
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（２） 公募又は売出しに係る元引受契約を締結する証券会社又は外国証券会社及び募集又は売出しに

係る発行価格又は売出価格 

３ 上場不動産投資信託証券の発行者は、次の各号に掲げる上場不動産投資信託証券の区分に従い当該各

号に定める場合に該当したときには、直ちに本所に通知するとともに、本所が別に定めるところに従い、

書類の提出を行うものとする。 

（１） 委託者指図型投資信託の受益証券 

前条第１項第１号（ａ及びｃを除く。）又は第２項（第１号を除く。）に該当した場合 

（２） 委託者非指図型投資信託の受益証券 

前条第１項第２号（ａを除く。）又は第２項（第１号を除く。）に該当した場合 

（３） 投資証券 

前条第１項第３号（ａ及びｃを除く）又は第２項（第１号を除く。）に該当した場合 

４ 上場不動産投資信託証券の発行者は、次の各号に掲げる書類を当該各号に定めるところにより、本所

に提出するものとする。 

（１） 本所所定の様式による資産の運用状況表 計算期間又は営業期間経過後３か月以内で資産の運

用状況の判明後遅滞なく 

（２） 受益者又は投資主への発送書類 受益者又は投資主に対する発送日前 

５ 上場不動産投資信託証券の発行者は、前項第２号に掲げる書類のうち運用報告書を本所が公衆の縦覧

に供することに同意するものとする。 

６ 前各項のほか、上場不動産投資信託証券に係る投資信託委託業者等（第３条第１項各号に定める者を

いう。）は本所が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出するものとする。 

 
（不動産投資信託証券の上場廃止基準） 

第１２条 上場不動産投資信託証券に係る投資信託委託業者等（第３条第１項各号に定める者をいう。）

に係る上場廃止の基準については、次の各号に掲げる上場不動産投資信託証券の区分に従い、当該各号

に定めるところによる。 

（１） 委託者指図型投資信託の受益証券 

ａ 上場受益証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託業者が次のいずれかに該当する場合

は、 当該上場受益証券の上場を廃止する。ただし、当該上場受益証券に係る投資信託の委託者で

ある投資信託委託業者が行っていた業務が他の投資信託委託業者に引き継がれ、かつ、当該他の

投資信託委託業者が不動産投資信託証券上場契約書（当該他の投資信託委託業者が発行者となる

場合にあっては、不動産投資信託証券上場契約書及び第４条第１項第３号ａに規定する事項につ

いて確約した書面）を提出する場合は、この限りでない。 
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（ａ） 投資信託法第３８条第４項の規定により、投資信託委託業の認可が失効した場合 

（ｂ） 投資信託法第４１条第１項、第４２条第１項第１号ホ又は第４３条の規定により、投資

信託委託業の認可を取り消された場合 

（ｃ） 投資信託法第５０条に規定する投資信託協会の会員でなくなった場合 

ｂ 上場受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が営業の免許又は信託業務を営むこと

についての認可を取り消された場合は、当該上場受益証券の上場を廃止する。ただし、当該上場

受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が行っていた業務が他の信託会社等に引き継

がれ、かつ、当該他の信託会社等が不動産投資信託証券上場契約書を提出する場合は、この限り

でない。 

（２） 委託者非指図型投資信託の受益証券 

上場受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が次のいずれかに該当する場合は、当

該上場受益証券の上場を廃止する。ただし、当該上場受益証券に係る投資信託の受託者である信

託会社等が行っていた業務が他の信託会社等に引き継がれ、かつ、当該他の信託会社等が不動産

投資信託証券上場契約書（当該他の信託会社等が発行者となる場合にあっては、不動産投資信託

証券上場契約書及び第４条第１項第３号ｂに規定する事項について確約した書面）を提出する場

合は、この限りでない。 

ａ 営業の免許又は信託業務を営むことについての認可を取り消された場合 

ｂ 投資信託法第５０条に規定する投資信託協会の会員でなくなった場合 

（３） 投資証券 

ａ 上場投資証券の発行者である投資法人が次のいずれかに該当する場合は、当該上場投資証券の

上場を廃止する。 

（ａ） 投資信託法第１４３条に掲げる解散事由のいずれかに該当する場合 

（ｂ） 法律の規定に基づく破産若しくは再生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる

状態になった場合 

ｂ 上場投資証券の発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた投資信託委託業

者が次のいずれかに該当する場合は、当該上場受益証券の上場を廃止する。ただし、当該資産の

運用に係る業務の委託を受けた投資信託委託業者が行っていた業務が他の投資信託委託業者に引

き継がれ、かつ、当該他の投資信託委託業者が不動産投資信託証券上場契約書を提出する場合は

この限りでない。 

（ａ） 投資信託法第３８条第４項の規定により、投資法人資産運用業の認可が失効した場合 

（ｂ） 投資信託法第４１条第１項、第４２条第１項第１号ホ又は第４３条の規定により、投資

法人資産運用業の認可を取り消された場合 
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（ｃ） 投資信託法第５０条に規定する投資信託協会の会員でなくなった場合 

２ 上場不動産投資信託証券の銘柄が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止する。 

（１） 運用資産等の総額に占める、不動産等相当部分の額の比率が７５％未満となった場合において、

１か年以内に７５％以上とならないとき。 

（２） 運用資産等が、不動産関連資産、現金又は現金同等物等に限られなくなった場合 

（３） 運用資産等の総額に占める、安定的賃貸事業収入又はこれに類する収入が現に生じている不動

産（１か年以内に売却する見込みのないものに限る。）に係る不動産等相当部分の額の比率が５

０％未満となった場合において、１か年以内に５０％以上とならないとき。 

（４） 上場受益権口数又は上場投資口口数が、２，０００口未満である場合 

（５） 純資産総額が、５億円未満となった場合において、１か年以内に５億円以上とならないとき。 

（６） 資産総額が、２５億円未満となった場合において、１か年以内に２５億円以上とならないとき。 

（７） 最近１年間の売買高が２０口未満である場合。ただし、本所及び国内の他の証券取引所に上場

されている場合は、本所及び当該証券取引所における最近１年間の売買高の合計が２０口未満と

する。 

（８） 有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延 

監査証明府令第３条第１項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半

期報告書を、法第２４条第１項又は第２４条の５第１項に定める期間の経過後１か月以内に、内

閣総理大臣等に提出しなかった場合 

（９） 次のａ又はｂのいずれかに該当する場合 

ａ 上場不動産投資信託証券に係る財務諸表等又は中間財務諸表等に「虚偽記載」を行い、かつ、

その影響が重大であると本所が認めた場合 

ｂ 上場不動産投資信託証券に係る財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付

される中間監査報告書において、公認会計士若しくは監査法人又はこれらに相当する者によって、

監査報告書については「不適正意見」又は「意見を表明しない」旨（本所が別に定める場合を除

く。以下このｂにおいて同じ。）が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報

を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載され、かつ、その影響が重大であ

ると本所が認めた場合 

（１０） 上場不動産投資信託証券に係る上場契約を締結した者が上場契約について重大な違反を行っ

た場合又は上場契約を締結すべき者が上場契約の当事者でなくなることとなった場合 

（１１） 上場不動産投資信託証券について、投資信託の投資信託約款又は投資法人の規約の変更によ

り、受益者の請求による信託契約期間中の解約又は投資主の請求による投資口の払戻しが行える

こととなる場合 
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（１２） 投資信託の投資信託約款又は投資法人の規約の変更により、計算期間又は営業期間が６か月

未満となる場合 

（１３） 上場不動産投資信託証券が受益証券である場合には、投資信託の投資信託約款の変更により、

法の規定に基づき有価証券届出書を提出して募集を行う場合以外においても、当該投資信託の追

加信託を行えることとなる場合 

（１４） 上場不動産投資信託証券が委託者指図型投資信託の受益証券である場合には、証券投資信託

である旨が記載されることとなる投資信託の投資信託約款の変更が行われる場合 

（１５） 上場不動産投資信託証券が受益証券である場合には、当該受益証券に係る投資信託契約が終

了となる場合 

（１６） 当該銘柄の発行者が当該銘柄について指定保管振替機関に対する保振法第６条の２に規定す

る同意を撤回した場合 

（１７） 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、本所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合 

３ 前項第１号から第３号まで、第５号及び第６号の審査は、上場不動産投資信託証券に係る毎計算期間

又は毎営業期間の末日現在の資料に基づいて審査を行う。 

４ 前項の規定にかかわらず、第２項第１号から第３号まで、第５号及び第６号の審査は、本所が定める

ところにより、上場不動産投資信託証券に係る毎計算期間又は毎営業期間の末日以外の時現在の資料に

基づいて審査を行うことができる。 

 

（上場廃止前の取扱い） 

第１３条 上場不動産投資信託証券が前条に定める上場廃止の基準に該当する場合においても、本所が必

要であると認めた時は、上場廃止前一定期間、市場において当該銘柄の売買を行わせることができる。 

 
（上場手数料及び年賦課金） 

第１４条 上場申請不動産投資信託証券の発行者及び上場不動産投資信託証券の発行者は、本所が定める

新規上場時の上場手数料、追加発行時又は追加信託時の上場手数料及び年賦課金を支払うものとする。 

 
（有価証券上場規程の読替え） 

第１５条 不動産投資信託証券に係る有価証券上場規程第６条及び第１３条の規定の適用については、同

第６条中「新規上場申請者」とあるのは「上場申請銘柄の発行者」と、同第１３条中「上場有価証券の

発行者」とあるのは「上場不動産投資信託証券に係る投資信託委託業者等（不動産投資信託証券に関す

る有価証券上場規程の特例第３条第１項各号に定める者をいう。）」とする。 
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（委任規定） 

第１６条 この特例に定めのある事項並びにこの特例の解釈及び運用に関し必要な事項は、本所が定める。 

 
付  則 

この特例は、平成１６年 ８月２７日から施行する。 

 



 

- 20 - 

不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例の取扱い 

 

１．定義の取扱い（不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例（以下「不動産投信特例」と

いう。）第２条）関係 

（１） 投資信託の投資信託財産又は投資法人の資産のうち、不動産の賃貸に伴い預託を受けた敷金、

保証金その他の担保金に相当する現金又は現金同等物等（当該預託金額を限度とする。）は、

不動産投信特例の適用については、不動産とみなす。 

（２） 第３項に定める「これに類するものとして本所が適当と認めるもの」とは、不動産、不動産

同等物及び現金同等物以外の資産のうち、次に掲げる資産であって投資信託及び投資法人に関

する法律施行令（平成１２年政令第４８０号）第３条各号に掲げる資産に該当するものを含む

ものとする。 

ａ 株券その他大きな値動きが見込まれる資産以外の資産 

ｂ 不動産投資信託証券に係る投資信託又は投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクそ

の他のリスクをヘッジすることを目的として有する取引に係る権利その他の資産 

 

２．上場申請の取扱い（不動産投信特例第３条）関係 

（１） 第２項第１号ｂに規定する「不動産投資信託証券の見本」には、本所所定の証券見本目録を

添付するものとする。 

（２） 第２項第１号ｂただし書に規定する書面を提出する場合は、同ｂに規定する「不動産投資信

託証券の見本」の提出時期を上場日直後とすることができるものとする。 

（３） 第２号第１号ｄに規定する「遅滞なく取得できる見込みである」とは、上場の時までに取得

できる見込みであることをいう。ただし、第４条第１項第２号ａについては、上場申請者が３．

（３）ａ及びｂに掲げる書類を提出する場合、第４条第１項第２号ｃについては、上場申請銘

柄の発行者が３．（６）に掲げる書類を提出する場合は、上場後３か月以内に取得できる見込

みであることをいう。 

３．不動産投資信託証券の上場審査基準の取扱い（不動産投信特例第４条）関係 

（１） 第１項第２号に規定する「運用資産等の総額」、「不動産等相当部分の額」、「純資産総額」

及び「資産総額」の算定において使用する各資産の額は、上場申請銘柄が受益証券である場合

には、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令（平成５年大蔵省令第２２号。以下「特

定有価証券開示府令」という。）第４号様式 記載上の注意(２７)ｂに定める価格、上場申請

銘柄が投資証券である場合には、特定有価証券開示府令第４号の３様式 記載上の注意(３４)

ｂに定める価格によるものとする。 

（２） 第１項第２号ａに規定する「不動産等相当部分の額」は、不動産及び不動産同等物の額と不

動産関連有価証券等のうち不動産又は不動産同等物に相当する部分の額の合計額とする。この



 

- 21 - 

場合における不動産関連有価証券等のうち不動産又は不動産同等物に相当する部分の額は、各

不動産関連有価証券等について、次の算式によって算出された額とする。 

不動産関連有価証券等の額×（当該不動産関連有価証券等の対象である信託財産等の資産に

含まれる不動産及び不動産同等物の額／当該不動産関連有価証券の対象である信託財産等の

資産総額） 

（注） 当該不動産及び不動産同等物の額並びに資産総額は、原則として、当該不動産関連有

価証券等の発行者等が前（１）に準じて付した価格を用いるものとする。 

（３） 第１項第２号ａに規定する「７５％以上になる見込みのあること」とは、上場申請時におい

て７５％以上であることをいう。ただし、上場申請者が次のａ及びｂに定める書類を上場申請

時に提出した場合は、上場後３か月以内に７５％以上になる見込みがあることをいう。 

ａ 取得する不動産関連資産の情報についての記載がなされた有価証券届出書 

ｂ 取得する不動産関連資産に係る売買契約書等の写し 

（４） 第１項第２号ｃに規定する「安定的賃貸事業収入」とは、不動産の賃貸事業から生じる収入

のうち、将来当該不動産について造成又は建築によって整備又は実用化等が図られることによ

り現行の賃貸事業収入が著しく変動することが見込まれない安定した収入をいう。 

（５） 第１項第２号ｃに規定する「生じる見込みがある」とは、安定的賃貸事業収入又はこれに類

する収入が上場後３か月以内に生じる見込みがある旨を幹事会員が確約した書面を提出して

いる場合をいう。 

（６） 第１項第２号ｃに規定する「５０％以上になる見込みのあること」とは、上場申請時におい

て５０％以上であることをいう。ただし、上場後３か月以内に５０％以上になる旨及びその理

由について記載した書面を上場申請銘柄の発行者が上場申請時に提出した場合は、上場後３か

月以内に５０％以上になる見込みがあることをいう。 

（７） 第１項第２号ｃに規定する「安定的賃貸事業収入又はこれに類する収入が現に生じている又

は生じる見込みがある不動産（１か年以内に売却する見込みのないものに限る。）に係る不動

産等相当部分の額」は、次のａからｄまでに掲げる不動産関連資産の区分に従い、当該ａから

ｄまでに定める額の合計額とする。 

ａ 不動産 

安定的賃貸事業収入又はこれに類する収入が現に生じている又は生じる見込みがある不動

産（１か年以内に売却する見込みのないものに限る。）の額 

ｂ 不動産同等物（不動産の賃借権又は地上権に限る。） 

安定的賃貸事業収入又はこれに類する収入が現に生じている又は生じる見込みがある不動

産（１か年以内に売却する見込みのないものに限る。）の賃借権又は当該不動産に係る地上権

の額 

ｃ 不動産同等物（前ｂに該当するものを除く。） 
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各不動産同等物について、次の算式により算出した額 

不動産同等物の額×（当該不動産同等物の対象である信託財産等の資産に含まれる安定的賃

貸事業収入又はこれに類する収入が現に生じている又は生じる見込みのある不動産（１か年以

内に売却する見込みのないものに限る。）の額／当該不動産同等物の対象である信託財産等の

資産総額） 

ｄ 不動産関連有価証券等 

各不動産関連有価証券等について、次の算式により算出した額 

不動産関連有価証券等の額×（当該不動産関連有価証券等の裏付けとなっている不動産のう

ち、安定的賃貸事業収入又はこれに類する収入が現に生じている又は生じる見込みがあるもの

（１か年以内に売却する見込みのないものに限る。）の額／当該不動産関連有価証券等の対象

である信託財産等の資産総額） 

（注） ｃ及びｄにおける当該不動産の額、不動産同等物の額及び資産総額は、原則として、

当該不動産関連有価証券等の発行者等が(1)に準じて付した価格を用いるものとする。 

（８） 第１項第２号ｅ及びｆに規定する「純資産総額」とは、資産総額から負債総額を控除した額

とする。 

（９） 株券上場審査基準の取扱い２．（７）ａの規定は、第１項第２号ｊの（ａ）に規定する「虚

偽記載」について、同取扱い２．（７）ｃ（（ｂ）を除く。）の規定は、第１項第２号ｊの（ｂ）

に規定する「本所が適当と認める場合」について、それぞれ準用する。この場合において、同

取扱い２．（７）ａ中「有価証券届出書、発行登録書又は発行登録追補書類若しくはこれらの

書類の添付書類若しくはこれらの書類に係る参照書類、有価証券報告書若しくはその添付書類

又は半期報告書」とあるのは「有価証券届出書若しくはその添付書類、有価証券報告書若しく

はその添付書類又は半期報告書」と、「訂正届出書、訂正発行登録書又は訂正報告書」とある

のは「訂正届出書又は訂正報告書」と、同取扱い２．（７）ｃの（ａ）中「監査報告書」とあ

るのは「監査報告書（最近１年間に終了する計算期間又は営業期間の財務諸表等に添付される

ものを除く。）」と読み替えるものとする。 

（１０） 第１項第２号ｋに規定する「本所の承認する機関」は、株券上場審査基準の取扱い２．（８）

ｂの（ａ）又は（ｂ）に規定するものをいうものとする。 

（１１） 不動産投資信託証券の作成については、次のとおり取り扱うこととする。 

ａ 第１項第２号ｌの規定により作成する受益証券には、当該受益証券に係る投資信託の名称を

記載するものとする。 

ｂ 第１項第２号ｌの規定により作成する不動産投資信託証券の様式は、株券上場審査基準の取

扱い２．（９）（株券の様式）によるものとする。 

（１２） 第１項第２号ｑに規定する指定保管振替機関として本所が指定するものは、株式会社証券

保管振替機構とする。 
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４．上場申請のための提出書類の公衆縦覧の取扱い（不動産投信特例第７条）関係 

第７条に規定する本所が定める書類は、次に掲げる書類とする。 

（１） 投資信託の投資信託約款又は投資法人の規約 

（２） 第３条第３項各号に規定する書類 

 

５．新不動産投資信託証券の上場等の取扱い（不動産投信特例第８条）関係 

（１） 発行日取引による上場の取扱い基準 

ａ 分割により追加して発行される新不動産投資信託証券が次に掲げる条件に適合している場

合は、発行日取引により上場する。 

（ａ） 受益権口数又は投資口口数が２，０００口以上であること。 

（ｂ） 上場後の分布状況等が著しく悪いと認められないこと。 

ｂ 公募により発行される新不動産投資信託証券が次に掲げる条件に適合している場合は、当該

公募の申込期間満了の日の翌日以降の日で本所が定める日から、発行日取引により上場する。 

（ａ） 法第４条第１項の規定による届出を要する場合には、その効力が生じていること。 

（ｂ） 受益権口数又は投資口口数が２，０００口以上であること。 

（ｃ） 上場後の分布状況等が著しく悪いと認められないこと。 

ｃ 受益者割当により発行される新受益証券が次に掲げる条件に適合している場合は、発行日取

引により上場する。 

（ａ） 法第４条第１項の規定による届出を要する場合にはその効力が生じていること。 

（ｂ） 受益権口数が２，０００口以上であること。 

（ｃ） 上場後の分布状況が著しく悪いと認められないこと。 

（２） 新不動産投資信託証券の発行後における上場の取扱い基準 

ａ 上場不動産投資信託証券と権利関係を異にする新上場不動産投資信託証券が次に掲げる条

件に適合している場合は、その発行された時に上場する。 

（ａ） 受益権口数又は投資口口数が２，０００口以上であること。 

（ｂ） 上場後の分布状況等が著しく悪いと認められないこと。 

ｂ 前ａにより上場する新不動産投資信託証券でない新不動産投資信託証券は、上場不動産投資

信託証券と権利関係が同一となったときに、上場不動産投資信託証券に追加して上場する。 

（３） 次のａ又はｂに掲げる投資証券の上場日は、当該ａ又はｂに定める日とする。ただし、上場

申請の時期等により当該日に上場することが不可能又は困難であるときは、この限りでない。

（ａに定める投資証券については、前（２）の規定は適用しない。） 

ａ 上場投資法人（上場投資証券の発行者である投資法人をいう。以下同じ。）が他の上場投資

法人を吸収合併することにより発行する投資証券 
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合併期日。ただし、合併期日から起算して４日目（休業日を除外する。）の日以後に合併の

登記を行う場合は、合併登記の２日前（休業日を除外する。以下日数計算について同じ。）の

日 

ｂ 第４条第２項の規定により上場される投資証券 

前ａに定める日 

 

６．上場不動産投資信託証券に係る適時開示等の取扱い（不動産投信特例第９条）関係 

（１） 第２項に規定する「投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして本所が定める基準」

は、次のａ又はｂに掲げる区分に応じ、当該ａ又はｂに定めるものとする。この場合において、

３．（１）の規定はこの（１）に規定する「譲渡対象資産の価格」及び「純資産総額」の算定

において使用する各資産の額について、３．（８）の規定は、「純資産総額」について、それ

ぞれ準用する。 

ａ 第１号ａに掲げる事項 

次に掲げるもののいずれにも該当すること。 

（ａ） 譲渡する場合にあっては、最近計算期間又は最近営業期間の末日における譲渡対象

資産の価格が同日における純資産総額の１００分の１０に相当する額未満であるこ

と。 

（ｂ） 取得する場合にあっては、取得対象資産の取得価格が、最近計算期間又は最近営業

期間の末日における純資産総額の１００分の１０に相当する額未満であると見込ま

れること。 

（ｃ） 譲渡対象資産の譲渡予定日の属する計算期間又は営業期間において、譲渡対象資産

の譲渡による当期利益の増加額又は減少額が最近計算期間又は最近営業期間の当期

利益の額の１００分の３０に相当する額未満であると見込まれること。 

ｂ 第２号ａに掲げる事項 

運用資産等に生じた偶発的事象に起因する損害の額が、最近計算期間又は最近営業期間の末

日における純資産総額の１００分の３に相当する額未満であると見込まれること。 

（２） 第２項第４号に規定する「決算の内容」には、運用資産等の価格に関する情報を含むものと

する。この場合において、当該情報は、上場受益証券にあっては、特定有価証券開示府令第７

号様式の「第１ ファンドの状況」における「投資状況」並びに「第２ ファンドの経理状況」

における「投資不動産物件」及び「その他投資資産の主要なもの」と同等の内容、上場投資証

券にあっては、特定有価証券開示府令第７号の３様式の「第１ 投資法人の状況」における「投

資状況」並びに「第３ 投資法人の経理状況」における「投資不動産物件」及び「その他投資

資産の主要なもの」と同等の内容を参考情報として記載するものとする。 

（３） 第２項第５号に規定する「投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして本所が定める
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基準」は、次のａ又はｂに掲げる区分に応じ、当該ａ又はｂに定めるものとする。 

ａ 当期利益 

新たに算出した予想値又は当計算期間又は当営業期間の決算における数値を公表がされた

直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前計算期間又は前営業期間の実績値）

で除して得た数値が１．３以上又は０．７以下（公表がされた直近の予想値又は当該予想値が

ない場合における公表がされた前計算期間又は前営業期間の実績値がゼロの場合はすべてこ

の基準に該当することとする。）であること。 

ｂ 収益の分配又は金銭の分配 

新たに算出した予想値又は当計算期間又は当営業期間の決算における数値を公表がされた

直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前計算期間又は前営業期間の実績値）

で除して得た数値が１．２以上又は０．８以下であること。 

（４） 第３項に規定する「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則に定めると

ころに準じる」とは、原則として、同規則第２条の２から第３条まで、第４条から第４条の３

まで、第６条、第８条、第１０条の２、第１１条の２、第１２条、第１３条、第１４条及び第

１５条に定めるところに準じることをいうものとする。 

 

７．決定事項等に係る通知及び書類の提出等の取扱い（不動産投信特例第１１条）関係 

（１） 第１項に規定する「投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして本所が定める基準」

は、前６．（１）ａに規定する基準をいうものとする。 

（２） 第１項又は第２項に規定する通知は、第１項第１号ａの（ａ）若しくは（ｂ）、同号ｂの（ａ）

若しくは（ｂ）、同項第２号ａ若しくはｂ、同項第３号ａの（ａ）から（ｅ）まで、同号ｂ又

は第２項各号に掲げる事項について決議又は決定（取締役会（投資法人にあっては、役員会）

で決議したこと（代表取締役（投資法人にあっては、執行役員。以下この（２）において同じ。）

の専決事項である場合にあっては、代表取締役が所要の手続に従い決定したことをいい、株式

会社の監査等に関する商法の特例に関する法律（昭和４９年法律第２２号）第１条の２第３項

に規定する委員会等設置会社にあっては、執行役が決定したことを含む。）をいう。以下同じ。）

を行った後、直ちに取締役会決議通知書（投資法人にあっては、役員会決議通知書。代表取締

役又は執行役が決定した場合は、決定通知書）を提出することにより行うものとする。 

（３） 第１項に規定する「書類の提出」（同項第１号及び第２号に係るものに限る。）は、次のａ

からｃまでに掲げる事項について決議又は決定を行った場合に、当該ａからｃまでに定めると

ころにより行うものとする。この場合において、上場受益証券の発行者は、ｃに掲げる書類を

本所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。 

ａ 第９条第１項第１号ａの（ａ）に掲げる事項 

受益証券の併合又は分割日程表 確定後直ちに 
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ｂ 第９条第１項第１号ａの（ｂ）に掲げる事項 

（ａ） 追加信託又は売出しの日程表 確定後直ちに 

（ｂ） 有価証券届出効力発生通知書の写し 交付後直ちに 

（ｃ） 目論見書（届出仮目論見書を含む。） 作成後直ちに 

この場合において、上場受益証券の発行者は、当該目論見書（法第１３条第１項前

段及び第３項の規定により作成されたものを除く。）を本所が公衆の縦覧に供するこ

とに同意するものとする。 

（ｄ） 有価証券通知書（変更通知書を含む。）の写し 内閣総理大臣等に提出後直ちに 

ｃ 第９条第１項第１号ａの（ｄ）に掲げる事項 

変更後の投資信託約款 変更確定後直ちに 

（４） 第１項に規定する「書類の提出」（同項第３号に係るものに限る。）は、次のａからｅまで

に掲げる事項について決議又は決定を行った場合に、当該ａからｅまでに定めるところにより

行うものとする。この場合において、上場不動産投資信託証券の発行者は、ｃの（ａ）、（ｂ）

及び（ｄ）並びにｄに掲げる書類を本所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。 

ａ 第９条第１項第３号ａの（ａ）に掲げる事項 

投資口の併合又は分割日程表 確定後直ちに 

ｂ 第９条第１項第３号ａの（ｂ）に掲げる事項 

（ａ） 追加発行又は売出しの日程表 確定後直ちに 

（ｂ） 有価証券届出効力発生通知書の写し 交付後直ちに 

（ｃ） 目論見書（ 届出仮目論見書を含む。） 作成後直ちに 

この場合において、上場投資証券の発行者は、当該目論見書（法第１３条第１項前

段及び第３項の規定により作成されたものを除く。）を本所が公衆の縦覧に供するこ

とに同意するものとする。 

（ｄ） 有価証券通知書（変更通知書を含む。）の写し 内閣総理大臣等に提出後直ちに 

ｃ 第９条第１項第３号ａの（ｄ）に掲げる事項 

（ａ） 合併契約書の写し 契約締結後直ちに 

（ｂ） 投資信託法第１５０条において準用する商法第４０８条の２第１項第２号から第６

号までに規定する書類の写し 同項の規定により当該書類を本店に備え置くことと

なる日の前日までに 

（ｃ） 合併日程表 確定後直ちに 

（ｄ） 投資信託法第１５０条において準用する商法第４１４条の２第１項に規定する書類

の写し 同項の規定により当該書類を本店に備え置くこととなる日の前日までに 

（ｅ） 登記簿抄本 登記完了後直ちに 

ｄ 第９条第１項第３号ａの（ｅ）に掲げる事項 
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変更後の規約 変更後直ちに 

ｅ 第１項第３号ａの（ｂ）に掲げる事項 

臨時名簿閉鎖期間又は基準日に関する日程表 当該期間の初日又は期日の２週間前 

（５） 第２項に規定する「書類の提出」は、次のａ又はｂに掲げる事項について決議又は決定を行

った場合に、当該ａ又はｂに定めるところにより行うものとする。 

ａ 第２項第１号に掲げる事項 

次に掲げるところによる「安定操作取引委託者通知書」 

（ａ） 記載事項 

イ 氏名 

ロ 住所 

ハ 発行者との関係 

（ｂ） 提出期限 

証券取引法施行令（昭和４０年政令第３２１号。以下「施行令」という。）第２２

条第２項から第４項までの規定により安定操作取引をすることができる期間の初日

の前日まで 

ｂ 第２項第２号に掲げる事項 

（ａ） 法第５条第１項の届出書の提出を要しない公募又は売出しの場合 

次に掲げるところによる「元引受契約を締結する証券会社通知書」 

イ 記載事項 

発行者又は売出しに係る有価証券の所有者と法第２１条第４項に規定する元引

受契約を締結する証券会社又は外国証券会社の商号 

ロ 提出期限 

施行令第２２条第２項から第４項までの規定により安定操作取引をすることが

できる期間の初日の前日まで 

（ｂ） 発行価格又は売出価格が決定された場合 

次に掲げるところによる「発行価格（売出価格）通知書」 

イ 記載事項 

（イ） 発行価格又は売出価格 

（ロ） 発行価額又は売出価額の総額 

ロ 提出時期 

発行価格又は売出価格の決定後直ちに 

（ｃ） 前（ｂ）の規定にかかわらず、発行価格又は売出価格が一の取引所有価証券市場の

一の日における最終価格に一定率を乗ずる等確定値によらずに決定されている場合 

次に掲げるところによる「算式表示による発行価格（売出価格）通知書」及び「発
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行価格（売出価格）の確定値通知書」 

イ 「算式表示による発行価格（売出価格）通知書」 

（イ） 記載事項 

ⅰ 算式表示（「企業内容等の開示に関する内閣府令」（昭和４８年大

蔵省令第５号）第１条第３０号に規定する算式表示をいう。以下同

じ。）による発行価格又は売出価格 

ⅱ 発行価額又は売出価額の総額の見込み 

（ロ） 提出時期 

算式表示による発行価格又は売出価格の決定後直ちに 

ロ 「発行価格（売出価格）の確定値通知書」 

（イ） 記載事項 

ⅰ 発行価格又は売出価格の確定値 

ⅱ 発行価額又は売出価額の総額 

（ロ） 提出時期 

発行価格又は売出価格の確定値が得られた後直ちに 

（６） 第６項の規定に基づき請求する書類には、各計算期間又は営業期間の末日現在における本所

の定める様式による上場不動産投資信託証券の分布状況表（各計算期間又は営業期間経過後３

か月以内で分布状況の判明後遅滞なく提出するものとする。）を含むものとする。 

この場合において、当該書類の提出は、当該上場不動産投資信託証券の発行者が行うものと

する。 

 

８．不動産投資信託証券の上場廃止基準の取扱い（不動産投信特例第１２条）関係 

（１） 上場受益証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託業者が第１項第１号ａの（ａ）か

ら（ｃ）までのいずれかに該当する場合において、上場受益証券の発行者から同ａただし書に

規定する業務の引継ぎ及び書面の提出を行うことができない旨の報告を書面で受けたときは、

同ａに該当するものとして取り扱う。 

（２） 上場受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が第１項第１号ｂ本文に該当する場

合において、上場受益証券の発行者から同ｂただし書に規定する業務の引継ぎ及び書面の提出

を行うことができない旨の報告を書面で受けたときは、同ｂに該当するものとして取り扱う。 

（３） 上場受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が第１項第２号ａ又はｂに該当する

場合において、上場受益証券の発行者から同号ただし書に規定する業務の引継ぎ及び書面の提

出を行うことができない旨の報告を書面で受けたときは、同号に該当するものとして取り扱う。 

（４） 第１項第３号ａの（ａ）については、次のａからｃまでに掲げる日に同号ａに該当するもの

として取り扱う。 
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ａ 上場投資法人が、合併により解散する場合のうち、次のいずれかに該当する場合は、原則と

して合併期日（被合併投資法人が発行者である投資証券１口に対して１口を超える数の新投資

証券が割り当てられる場合（旧投資証券と新投資証券の双方が上場されることとなる場合を除

く。）又は被合併投資法人が発行者である投資証券１口に対して１口に満たない数の新投資証

券が割り当てられる場合には、新投資証券の割当てに係る基準日の３日前（休業日を除外する。

以下日数計算において同じ。）の日（当該基準日が休業日に当たる場合には、当該基準日の４

日前の日）） 

（ａ） 他の上場投資法人に吸収合併される場合 

（ｂ） 第４条第２項の規定の適用を受け、存続投資法人又は新設投資法人が発行者である

投資証券が速やかに上場される見込みのある場合 

ｂ 上場投資法人が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、当該上場投資法人

から当該合併に関する投資主総会決議についての書面による報告を受けた日 

ｃ 上場投資法人が、ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合は、当該上場投

資法人から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日 

（５） 第１項第３号ａの（ｂ）に規定する「法律の規定に基づく破産若しくは再生手続を必要とす

るに至った場合」とは、上場投資法人が、法律に規定する破産又は再生手続の原因があること

により、破産又は再生手続を必要と判断した場合をいう。 

（６） 上場投資証券の発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた投資信託委託

業者が第１項第３号ｂの（ａ）から（ｃ）までのいずれかに該当する場合において、上場投資

証券の発行者から同ｂただし書に規定する業務の引継ぎ又は書面の提出を行うことができな

い旨の報告を書面で受けたときは、同ｂに該当するものとして取り扱う。 

（７） 第２項第１号から第３号まで、第５号及び第６号に規定する基準の審査については、以下の

とおり取り扱うこととする。 

ａ 第２項第１号に規定する「１か年以内に７５％以上とならないとき」とは、各計算期間又は

各営業期間の最終日の翌日から起算して１か年目の日までの期間（以下「猶予期間」という。）

内において運用資産等の総額の７５％以上とならないときを、第３号に規定する「１か年以内

に５０％以上とならないとき」とは、猶予期間内において運用資産等の総額の５０％以上とな

らないときを、第５号に規定する「１か年以内に５億円以上とならないとき」とは、猶予期間

内において５億円以上とならないときを、第６号に規定する「１か年以内に２５億円以上とな

らないとき」とは、猶予期間内において２５億円以上とならないときをそれぞれいうものとす

る。 

ｂ 計算期間又は営業期間の変更により猶予期間の最終日が計算期間又は営業期間の最終日に

当たらない上場不動産投資信託証券の発行者は、当該猶予期間経過後３か月以内で資産の運用

状況の判明後遅滞なく、本所所定の様式による資産の運用状況表を本所に提出するものとする。 
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ｃ 第２項第１号から第３号まで、第５号及び第６号に規定する基準の審査は、第１１条第４項

第１号又は前ｂの規定により提出される資産の運用状況表に記載された資産の運用状況によ

るものとする。 

（８） 第２項第４号の基準に該当する場合において、上場受益証券の発行者から上場受益権口数の

減少が確定した旨の書面による報告を受けたとき又は上場投資法人から上場投資口口数の減

少に関する投資主総会決議についての書面による報告を受けたときは、第４号に該当するもの

として取り扱う。 

（９） 第２項第７号に規定する基準については、次のとおり取り扱うこととする。 

ａ 第２項第７号の規定は、上場後１年未満の銘柄については適用しない。 

ｂ 第２項第７号の審査については、当分の間、１２月末日に行うものとする。 

ｃ 第２項第７号に規定する「最近１年間の売買高」とは、前ｂによる審査の時からさかのぼっ

て１年間における当該銘柄の市場内売買の売買高合計をいうものとする。 

（１０） 第２項第９号に規定する基準については、次のとおり取り扱うこととする。 

ａ 株券上場審査基準の取扱い２．（７）ａの規定は、第２項第９号ａに規定する「虚偽記載」

について準用する。この場合において、同取扱い２．（７）ａ中「有価証券届出書、発行登録

書又は発行登録追補書類若しくはこれらの書類の添付書類若しくはこれらの書類に係る参照

書類、有価証券報告書若しくはその添付書類又は半期報告書について」とあるのは「有価証券

届出書若しくはその添付書類、有価証券報告書若しくはその添付書類又は半期報告書につい

て」と読み替える。 

ｂ 第９号ｂに規定する「本所が別に定める場合」とは、天災地変等、上場不動産投資信託証券

の発行者の責めに帰すべからざる事由によるものである場合をいうものとする。 

（１１） 第２項第11号に規定する投資信託の投資信託約款又は投資法人の規約の変更を行う場合

において、上場受益証券の発行者から当該投資信託約款の変更が確定した旨の書面による報告

を受けたとき又は上場投資法人から当該規約の変更に関する投資主総会決議についての書面

による報告を受けたときは、第１１号に該当するものとして取り扱う。 

（１２） 第２項第１２号に規定する投資信託の投資信託約款又は投資法人の規約の変更を行う場合

において、上場受益証券の発行者から当該投資信託約款の変更が確定した旨の書面による報告

を受けたとき又は上場投資法人から当該規約の変更に関する投資主総会決議についての書面

による報告を受けたときは、第１２号に該当するものとして取り扱う。 

（１３） 第２項第１３号又は第１４号に規定する投資信託の投資信託約款の変更を行う場合におい

て、上場受益証券の発行者から当該投資信託約款の変更が確定した旨の書面による報告を受け

たときは、第１３号又は第１４号に該当するものとして取り扱う。 

（１４） 第２項第１５号に規定する受益証券に係る投資信託契約の終了のうち、当該投資信託契約

の解約を行う場合において、上場受益証券の発行者から当該投資信託契約の解約が確定した旨
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の書面による報告を受けたときは、第１５号に該当するものとして取り扱う。 

（１５） ３．（１）の規定は第２項に規定する「運用資産等の総額」、「不動産等相当部分の額」、

「純資産総額」及び「資産総額」の算定において使用する各資産の額について、３．（２）の

規定は同項に規定する「不動産等相当部分の額」について、３．（４）の規定は同項に規定す

る「安定的賃貸事業収入」について、３．（７）の規定は同項に規定する「安定的賃貸事業収

入又はこれに類する収入が現に生じている不動産（１か年以内に売却する見込みのないものに

限る。）に係る不動産等相当部分の額」について、３．（８）の規定は同項に規定する「純資

産総額」について、それぞれ準用する。 

 

９．上場廃止前の取扱い（不動産投信特例第１３条）関係 

（１） 「本所が必要であると認めた時」の取扱い 

第１２条に該当することとなった上場不動産投資信託証券は、原則として「本所が必要であ

ると認めた」ものとして取り扱う。ただし、次のａからｅまでに該当する上場不動産投資信託

証券については、当該ａからｅまでに定めるところに従って上場廃止する。 

ａ 第１２条第１項第３号ａの（ａ）うち、他の投資法人と合併し解散する場合（合併後に存続

する投資法人又は合併により設立される投資法人の発行する投資証券が、第４条第２項の規定

の適用を受け、速やかに上場される見込みのある場合に限る。）に該当する上場投資証券 

原則として、合併期日（被合併投資法人が発行者である投資証券１口に対して１口を超える

数の新投資証券が割り当てられる場合（旧投資証券と新投資証券の双方が上場されることとな

る場合を除く。）又は被合併投資法人が発行者である投資証券１口に対して１口に満たない数

の新投資証券が割り当てられる場合には、新投資証券の割当てに係る基準日の３日前の日（当

該基準日が休業日に当たる場合には、当該基準日の４日前の日））に上場廃止する。 

ｂ 第１２条第１項第３号ａの（ａ）のうち、規約で定めた存立時期の満了による解散の場合に

該当する上場投資証券 

規約で定めた存立時期の満了となる日の４日前の日（当該満了となる日が休業日に当たると

きは、当該満了となる日の５日前の日）に上場廃止する。 

ｃ 第１２条第２項第１４号に該当する上場受益証券 

原則として、投資信託約款が変更となる日の４日前の日（当該変更となる日が休業日に当たる

ときは、当該変更となる日の５日前の日）に上場廃止する。 

ｄ 第１２条第２項第１５号に該当する上場受益証券 

投資信託契約が終了となる日の４日前の日（当該終了となる日が休業日に当たるときは、当該

終了となる日の５日前の日）に上場廃止する。 

ｅ 第１２条第２項第１７号のうち、上場不動産投資信託証券の発行者が不動産投資信託証券の

不正発行を行った場合に該当する上場不動産投資信託証券については、遅滞なく上場廃止する。 
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（２） 「上場廃止前一定期間」の取扱い 

前（１）の規定により本所が必要であると認めた上場不動産投資信託証券の売買の期間は、

次のａからｃまでに定めるほか、本所が当該上場不動産投資信託証券の上場廃止を決定した日

の翌日から起算して、原則として、１か月間とする。ただし、本所が速やかに上場廃止すべき

であると認めた場合は、この限りでない。 

ａ 第１２条第１項第３号ａに該当することとなった上場投資証券（上場投資証券の発行者が合

併以外の事由により解散する場合で、解散の効力の発生の日が、本所が当該上場投資証券の上

場廃止を決定した日の翌日から起算して１か月以内であるとき又は上場投資証券の発行者が

破産宣告を受けている場合に限る。）については、本所が当該上場投資証券の上場廃止を決定

した日の翌日から起算して原則として１０日間（休業日を除外する。解散の効力の発生の日が、

当該期間経過後である場合は、当該日まで）とする。 

ｂ 第１２条第２項第７号に該当することとなった銘柄については、本所が当該銘柄の上場廃止

を決定した日の翌日から起算して、１０日間（休業日を除外する。）とする。 

ｃ 第１２条第２項第１７号に該当することとなった銘柄については、本所が当該銘柄の上場廃

止を決定した日の翌日から起算して１か月間の範囲内の日で、その都度決定するものとする。 

 

１０．上場手数料及び年賦課金の取扱い（不動産投信特例第１４条）関係 

上場手数料及び年賦課金は、次の各号に定めるところによるものとする。この場合において、３．

（１）の規定はこの１０．に規定する「純資産総額」の算定において使用する各資産の額について、

３．（８）の規定はこの１０．に規定する「純資産総額」について、それぞれ準用する。 

（１） 新規上場時の上場手数料 

ａ 純資産総額の万分の２ 

ただし、本所と国内の他の証券取引所に同時に上場申請を行った場合には、本文の規定によ

り算出した額の半額とする。 

ｂ 新規上場時の上場手数料の計算は、不動産投資信託証券ごとにその上場日現在における純資

産総額を基準とする。 

ｃ 新規上場時の上場手数料は、当該不動産投資信託証券の上場日の属する月の翌月末日までに

（不動産投信特例第３条第７項の規定に基づき上場申請した場合には、同日以後の日で設立後

直ちに）支払うものとする。 

（２） 追加発行時又は追加信託時の上場手数料 

ａ 追加発行総額又は追加信託総額の万分の２ 

ｂ 投資法人の合併に際して発行する新投資証券に係る上場手数料は、当該合併後存続する投資

法人の純資産総額の当該合併に伴う増加額を追加発行総額とみなして計算する。ただし、当該

合併によって消滅する投資法人が上場投資法人である場合には、当該合併に際して発行する新
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投資証券に係る上場手数料は要しない。 

ｃ 追加発行時又は追加信託時の上場手数料は、新たに発行する不動産投資信託証券の上場日の

属する月の翌月末日までに支払うものとする。 

（３） 年賦課金 

ａ 純資産総額に応じて 

（ａ） ５０億円以下１５万円 

（ｂ） ５０億円を超え１００億円以下２０万円 

（ｃ） １００億円を超え３００億円以下２５万円 

（ｄ） ３００億円を超え５００億円以下３０万円 

（ｅ） ５００億円超３５万円 

ｂ 年賦課金の計算は、不動産投資信託証券ごとに、前年の１２月末日現在において内閣総理大

臣等に提出されている直近の有価証券報告書又は半期報告書に基づく純資産総額（いずれも提

出されていない場合には、上場日現在における純資産総額とする。）を基準とする。 

ｃ 年賦課金は、年２回に分けて、２月末日及び８月末日に、半額ずつを支払うものとする。 

ｄ 新規上場の際の年賦課金については、前ｃの規定にかかわらず、当該新規上場申請者が発行

者である不動産投資信託証券が１月１日から６月末日までの間に上場された場合にはその半

額、７月１日から１２月末日までの間に上場された場合にはその全額を免除する。 

ｅ ａの規定にかかわらず、投資証券の上場廃止日の属する年の年賦課金については、本所がそ

の都度定める。 

（４） この１０．において計算上生じた１００円未満の金額は切り捨てるものとする。 

 

１１．有価証券上場規程の読替えの取扱い（不動産投信特例第１５条）関係 

第１５条の規定により不動産投資信託証券について読み替えて適用する有価証券上場規程第６

条に規定する「本所が定める金額」は、有価証券上場規程に関する取扱要領１１．（１）にかかわ

らず、１００万円とする。 

 

付  則 

この取扱いは、平成１６年 ８月２７日から施行する。 
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不動産投資信託証券の上場前の公募又は売出しに関する規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例第５条の規定に基づき、上場

申請日から上場日の前日までの期間に行われる不動産投資信託証券（不動産投資信託証券に関する有価

証券上場規程の特例に規定する不動産投資信託証券をいう。以下同じ。）の公募（一般募集による新不

動産投資信託証券の発行をいう。以下同じ。）又は売出し（上場審査について同特例第４条第２項の規

定の適用を受ける銘柄の公募又は売出しを除く。）及び投資法人の設立（設立後速やかにその発行する

不動産投資信託証券の上場申請を行う場合に限る。）の際に行われる公募（以下「上場前の公募等」と

いう。）について、必要な事項を定める。 

 

（上場前の公募又は売出し） 

第２条 上場前の公募等は、上場前の公募又は売出し等に関する規則第２章第１節（競争入札に係る部分

並びに第３条の５、第３条の８及び第３条の９を除く。）及び第２節第１款の規定に定めるところに準

じて行うものとする。この場合において、同第３条第１項中「新規上場申請者（第１条に規定する新規

上場申請者をいう。以下同じ。）が、上場申請日から上場日の前日までの期間における株券の公募又は

売出し（以下「上場前の公募等」という。）を行う場合には、新規上場申請者」とあるのは「上場前の

公募等（不動産投資信託証券の上場前の公募又は売出し等に関する規則第１条に規定する上場前の公募

等をいう。以下同じ。）については、上場申請銘柄の発行者（投資法人の設立の際に行われる公募にあ

っては、設立企画人をいう。以下同じ。）」と、「上場申請後」とあるのは「上場申請後（投資法人の

設立の際に行われる公募にあっては、不動産投資信託証券の上場前の公募又は売出し等に関する規則第

３条の規定による通知後）」と、同第３条中「公募又は売出予定書」とあるのは「公募又は売出しの予

定を記載した書面」と、「当該予定書」とあるのは「当該書面」と、同第３条第２項、第３条の３（第

１項第２号を除く。）、第３条の６、第３条の７、第３条の１０及び第３条の１２中「新規上場申請者」

とあるのは「上場申請銘柄の発行者」と、同第３条の２（第２号を除く。）中「新規上場申請者が、上

場前の公募等を行う場合には、新規上場申請者」とあるのは「上場前の公募等については、上場申請銘

柄の発行者」と、同第３条の１０中「上場申請の受理の取消しその他必要な措置」とあるのは「上場申

請の不受理又は受理の取消しその他必要な措置」と読替えるものとする。 

 

（投資法人の設立の際に行う公募に関する通知） 

第３条 投資法人の設立（設立後速やかにその発行する不動産投資信託証券の上場申請を行う場合に限

る。）の際に公募を行おうとする場合は、当該投資法人の設立企画人及び元引受会員は、あらかじめ、
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本所にその旨を通知するものとする。 

 

付  則 

この規則は、平成１６年 ８月２７日から施行する。 
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不動産投資信託証券上場契約書 

 

 

平成   年   月   日  

 

証券会員制法人 福 岡 証 券 取 引 所 

 理  事 長         殿  

 

 

 本店所在地                  

 会社名（又は投資法人名）          印  

 代 表 者 の 

役 職 氏 名                印 

 

 

                （以下「当社」（又は「当投資法人」）という。）は、不動

産投資信託証券を上場するについて、証券会員制法人福岡証券取引所(以下「取引所」とい

う。)が定めた次の事項を承諾します。 

 

１．取引所が現に制定している及び将来制定又は改正することのある業務規程、有価証券上

場規程、その他の規則及びこれらの取扱いに関する規定（以下「諸規則等」という。）のう

ち、当社（又は当投資法人）が上場申請し、上場される不動産投資信託証券（以下「上場

不動産投資信託証券」という。）に適用のあるすべての規定を遵守すること。 

 

２．諸規則等に基づいて、取引所が行う上場不動産投資信託証券に対する上場廃止、売買停

止その他の措置に従うこと。 

 

３．今後、取引所に不動産投資信託証券を上場するについても、この度上場する不動産投資

信託証券と同様に、前２項に定めるところに従うこと。 

 

 

以  上 
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業務規程の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 
（売買立会の区分及び売買立会時） 

第２条  本所の売買立会は、午前立会及び午後立会に分

かち、各売買立会時は、次の各号に掲げる有価証券の

区分に従い、当該各号に定めるところによる。 

（１）株券（新株引受権証書、優先出資証券（協同組

織金融機関の発行する優先出資証券（優先出資引

受権証書を含む。以下同じ。）をいう。以下同じ。）、

投資信託受益証券（投資信託の受益証券をいう。

以下同じ。）及び投資証券を含む。第５３条及び

第５４条を除き、以下同じ。） 

午前立会は、午前９時から１１時までとし、午

後立会は、午後０時３０分から３時３０分までとす

る。 

（２）～（４）（略） 

２  （略） 

 

（売買の種類） 

第８条  （略）           

２ （略） 

３  普通取引は、売買契約締結の日から起算して４日目

（休業日を除外する。以下日数計算について同じ。）

の日に決済を行うものとする。ただし、次の各号に掲

げる日の売買については、当該売買契約締結の日から

起算して５日目の日に決済を行うものとする。 

（１）第２５条第１項の規定により株券について、配

当落（配当には、商法（明治３２年法律第４８号）

第２９３条の５第１項の規定による金銭の分配、

投資信託受益証券の収益分配及び投資証券の金銭

の分配を含む。以下同じ。）又は権利落として定

める期日                                      

（２）～（３）（略） 

（４）株券について、株券等の保管及び振替に関する

法律（昭和５９年法律第３０号）に基づく実質株

（売買立会の区分及び売買立会時） 

第２条  本所の売買立会は、午前立会及び午後立会に分

かち、各売買立会時は、次の各号に掲げる有価証券の

区分に従い、当該各号に定めるところによる。 

（１）株券（新株引受権証書、優先出資証券（協同組

織金融機関の発行する優先出資証券（優先出資引

受権証書を含む。以下同じ。）をいう。以下同じ。）

を含む。第５３条及び第５４条を除き、以下同じ。） 

午前立会は、午前９時から１１時までとし、午

後立会は、午後０時３０分から３時３０分までとす

る。 

 

 

（２）～（４）（略） 

２  （略） 

 

（売買の種類） 

第８条  （略）           

２  （略） 

３  普通取引は、売買契約締結の日から起算して４日目

（休業日を除外する。以下日数計算について同じ。）

の日に決済を行うものとする。ただし、次の各号に掲

げる日の売買については、当該売買契約締結の日から

起算して５日目の日に決済を行うものとする。 

（１）第２５条第１項の規定により株券について、配

当落（配当には、商法（明治３２年法律第４８号）

第２９３条の５第１項の規定による金銭の分配を

含む。以下同じ。）又は権利落として定める期日  

 

 

（２）～（３）（略） 

（４）株式会社証券保管振替機構（以下「保管振替機

構」という。）が保管振替業において取り扱う内
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主（実質優先出資者及び実質投資主を含む。）の

通知を行うため本所が必要と認める日 

 

 

 

（５）（略） 

４～５ （略） 

６  発行日決済取引は、株券の発行者が新たに発行する

株券のうち、株主割当（優先出資者割当及び受益者割

当を含む。以下この項において同じ。）又は株式（優

先出資、受益権及び投資口を含む。第５３条及び第５

４条を除き、以下同じ。）の分割により発行されるも

のについては第２５条第１項の規定により権利落と

して定める期日から、一般募集により発行されるもの

については当該新株券の募集に係る申込期間満了の

日の翌日以後の日から、それぞれ当該新株券発行の日

の前日以後の日で本所が定める日まで行うものとし、

当該売買最終日から起算して４日目の日に決済を行

うものとする。ただし、株主割当又は株式の分割によ

り発行される新株券に係る売買開始日について、本所

が必要と認める場合には、第２５条第１項の規定によ

り権利落として定める期日後の日とすることができ

る。 

 

（呼値） 

第１４条  （略） 

（１）～（６）（略） 

２～６ （略） 

７  呼値の単位は、次の各号に定めるところによる。 

（１）株券（優先出資証券、投資信託受益証券及び投資

証券を除く。） 

株券は、１株（新株引受権証書については、新

株引受権の目的である株式１株を引き受けられる

権利を、１株とする。以下同じ。）につき、当該

１株の値段が、2,000 円以下の場合は１円、2,000

円を超え3,000円以下の場合は５円、3,000円を超

国株券（以下「機構取扱株券」という。）につい

て、株券等の保管及び振替に関する法律（昭和５

９年法律第３０号）に基づく実質株主（実質優先

出資者を含む。）の通知を行うため本所が必要と

認める日 

（５）（略） 

４～５ （略） 

６  発行日決済取引は、株券の発行者が新たに発行する

株券のうち、株主割当（優先出資者割当を含む。以下

この項において同じ。）又は株式（優先出資を含む。

第５３条及び第５４条を除き、以下同じ。）の分割に

より発行されるものについては第２５条第１項の規

定により権利落として定める期日から、一般募集によ

り発行されるものについては当該新株券の募集に係

る申込期間満了の日の翌日以後の日から、それぞれ当

該新株券発行の日の前日以後の日で本所が定める日

まで行うものとし、当該売買最終日から起算して４日

目の日に決済を行うものとする。ただし、株主割当又

は株式の分割により発行される新株券に係る売買開

始日について、本所が必要と認める場合には、第２５

条第１項の規定により権利落として定める期日後の

日とすることができる。 

 

 

（呼値） 

第１４条  （略） 

（１）～（６）（略） 

２～６ （略） 

７  呼値の単位は、次の各号に定めるところによる。 

（１） 株券（優先出資証券を除く。） 

 

株券は、１株（新株引受権証書については、新

株引受権の目的である株式１株を引き受けられる

権利を、１株とする。以下同じ。）につき、当該

１株の値段が、2,000 円以下の場合は１円、2,000

円を超え3,000円以下の場合は５円、3,000円を超
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え３万円以下の場合は１０円、３万円を超え５万

円以下の場合は５０円、５万円を超え１０万円以

下の場合は１００円、１０万円を超え１００万円

以下の場合は 1,000 円、１００万円を超え 2,000

万円以下の場合は１万円、2,000万円を超え3,000

万円以下の場合は５万円、3,000万円を超える場合

は１０万円とする。ただし、本所が呼値の単位を

引き下げる必要があると認めて特に指定したもの

は、当該呼値の単位を下回る呼値の単位とする。 

（２）優先出資証券、投資信託受益証券及び投資証券 

  前号の規定は、優先出資証券、投資信託受益証券

及び投資証券について準用する。 この場合におい

て、「１株」とあるのは「１口」と、「新株引受権

証書」とあるのは、「優先出資引受権証書」と、「新

株引受権の」とあるのは「優先出資引受権の」と、

「株式１株」とあるのは「優先出資１口」と読み替

えるものとする。 

（３）～（６）（略） 

８～１１ （略）                  

 

（売買単位） 

第１５条  売買単位は、次の各号に掲げる有価証券の区

分に従い、当該各号に定めるところによる。 

（１） 株券（優先出資証券、投資信託受益証券及び投

資証券を除く。） 

ａ 株券（優先株を除く。）は、商法第２２１条第

１項の規定に基づき上場会社（本所の上場株券

（投資信託受益証券を除く。）の発行者をいう。

以下同じ。）が１単元の株式の数を定めていると

きは、当該１単元の株式の数とし、定めていない

ときは１株とする。ただし、本所が特に指定した

銘柄については、本所が定めるところによる。 

ｂ（略） 

（２） 優先出資証券、投資信託受益証券及び投資証券

は、１口とする。ただし、本所が特に指定した銘柄

については、本所がその都度定める口数とする。 

え３万円以下の場合は１０円、３万円を超え５万

円以下の場合は５０円、５万円を超え１０万円以

下の場合は１００円、１０万円を超え１００万円

以下の場合は 1,000 円、１００万円を超え 2,000

万円以下の場合は１万円、2,000万円を超え3,000

万円以下の場合は５万円、3,000万円を超える場合

は１０万円とする。ただし、本所が呼値の単位を

引き下げる必要があると認めて特に指定したもの

は、当該呼値の単位を下回る呼値の単位とする。 

（２）優先出資証券 

  前号の規定は、優先出資証券について準用する。 

この場合において、「１株」とあるのは「１口」 と、

「新株引受権証書」とあるのは、「優先出資引 受

権証書」と、「新株引受権の」とあるのは「優先 出

資引受権の」と、「株式１株」とあるのは「優先出

資１口」と読み替えるものとする。 

 

（３）～（６）（略） 

８～１１ （略）                  

 

（売買単位） 

第１５条  売買単位は、次の各号に掲げる有価証券の区

分に従い、当該各号に定めるところによる。 

（１） 株券（優先出資証券を除く。） 

  

 ａ 株券（優先株を除く。）は、商法第２２１条第１

項の規定に基づき上場会社（本所の上場株券の発

行者をいう。以下同じ。）が１単元の株式の数を

定めているときは、当該１単元の株式の数とし、

定めていないときは１株とする。ただし、本所が

特に指定した銘柄については、本所が定めるとこ

ろによる。 

ｂ （略）  

（２） 優先出資証券は、１口とする。 
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（３）～（６）（略） 

 

（売買の停止） 

第２８条  本所は、次の各号に掲げる場合には、本所が

定めるところにより、有価証券の売買を停止すること

ができる。 

（１） 上場会社又は上場投資信託受益証券の発行者が

株式の併合又は分割等のため、株券の提出を求める

場合で、本所が必要があると認める場合。 

（１）の２ （略） 

（２） 有価証券又はその発行者等に関し、投資者の投

資判断に重要な影響を与えるおそれがあると認め

られる情報が生じている場合で、当該情報の内容が

不明確である場合又は本所が当該情報の内容を周

知させる必要があると認める場合。 

（３）・（４）（略） 

 

（立会外分売） 

第３０条  （略） 

２・３  （略） 

４  第２項の規定により届出を行った正会員は、本所が

当該届出を受理した時から第３２条の買付申込時間

終了時までにおいて、当該分売に係る銘柄が、上場廃

止の基準に該当し又は該当するおそれがあると本所

が認めたときは、当該届出を取り消すことができる。 

 

 

 

（公開買付期間中における自己買付け） 

第５３条  （略） 

（削る） 

 

 

 

（３）～（６）（略） 

 

（売買の停止） 

第２８条  本所は、次の各号に掲げる場合には、本所が

定めるところにより、有価証券の売買を停止すること

ができる。 

（１） 上場会社が株式の併合又は分割等のため、株券

の提出を求める場合で、本所が必要があると認める

場合。 

（１）の２ （略） 

（２） 有価証券又はその発行者に関し、投資者の投資

判断に重要な影響を与えるおそれがあると認めら

れる情報が生じている場合で、当該情報の内容が不

明確である場合又は本所が当該情報の内容を周知

させる必要があると認める場合。 

（３）・（４）（略） 

 

（立会外分売） 

第３０条  （略） 

２・３  （略） 

４  第２項の規定により届出を行った正会員は、本所が

当該届出を受理した時から第３２条の買付申込時間

終了時までにおいて、当該分売に係る銘柄が、有価証

券上場規程株券上場廃止基準第２条若しくは優先株

に関する有価証券上場規程の特例第４条に該当し又

は該当するおそれがあると本所が認めたときは、当該

届出を取り消すことができる。 

 

（公開買付期間中における自己買付け） 

第５３条  （略） 

２  正会員は、前項第２号又は第４号に定める買付けを

行った場合は、本所が定めるところにより、その内容

を本所に報告するものとする。 

 

付  則 
 この改正規定は、平成１６年 ８月２７日から施行す

る。 
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清算･決済規程の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（用語の意義） 

第２条 この規程において使用する有価証券の売

買に係る用語（株券を除く。）の意義は、この

規程に別に定める場合を除き、業務規程、日経

３００株価指数連動型上場投資信託の受益証券

に関する有価証券上場規程、業務規程及び信用

取引・貸借取引規程の特例並びに立会外取引に

関する業務規程、信用取引・貸借取引規程及び

受託契約準則の特例（以下「立会外取引特例」

という。）において定めるところによるものと

する。 

 

（決済物件の制限） 

第７条 （略） 

２ 前項の規定は、投資信託受益証券及び投資証

券について準用する。 

 

（旧株券と新株券の銘柄併合時の取扱い） 

第９条 株券（優先出資証券、投資信託受益証券

及び投資証券を含む。以下この条において同

じ。）について、旧株券と新株券との双方が既

に上場されているか又はその一方が既に上場さ

れ他の一方が新たに上場されることとなった場

合で、その権利義務が同一となり、両者を併合

して売買を行うこととなった場合には、当該売

買開始の日以降に到来する決済については、こ

れらを同一に取り扱うものとする。 

２ （略） 

 

（吸収合併等の場合の決済物件） 

第１０条 （略） 
２ 前項の規定は、優先出資証券及び投資証券に

ついて準用する。 

（用語の意義） 

第２条 この規程において使用する有価証券の売

買に係る用語（株券を除く。）の意義は、この

規程に別に定める場合を除き、業務規程、日経

３００株価指数連動型上場投資信託の受益証券

に関する有価証券上場規程、業務規程、信用取

引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例並び

に立会外取引に関する業務規程、信用取引・貸

借取引規程及び受託契約準則の特例（以下「立

会外取引特例」という。）において定めるとこ

ろによるものとする。 
  
（決済物件の制限） 

第７条 （略） 

２ 前項の規定は、受益証券について準用する。 

 

 

（旧株券と新株券の銘柄併合時の取扱い） 

第９条 株券（優先出資証券及び受益証券を含む。

以下この条において同じ。）について、旧株券

と新株券との双方が既に上場されているか又は

その一方が既に上場され他の一方が新たに上場

されることとなった場合で、その権利義務が同

一となり、両者を併合して売買を行うこととな

った場合には、当該売買開始の日以降に到来す

る決済については、これらを同一に取り扱うも

のとする。 

２ （略） 

 

（吸収合併等の場合の決済物件） 

第１０条 （略） 
２ 前項の規定は、優先出資証券について準用す

る。 
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（商号変更の場合の決済物件） 

第１１条 （略） 

２ 前項の規定は、優先出資証券又は投資証券の

発行者が名称変更を行った場合の当該優先出資

証券又は投資証券、及び投資信託の名称変更が

行われた場合の受益証券について、それぞれ準

用する。 

 

（発行日決済取引の売買契約の解消等） 

第１８条 （略） 

２ 前項の規定は、新株引受権証書、優先出資証

券、優先出資引受権証書、投資信託受益証券及

び投資証券について準用する。 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１６年 ８月２７日から

施行する。 

（商号変更の場合の決済物件） 

第１１条 （略） 

２ 前項の規定は、優先出資証券の発行者が名称

変更を行った場合の当該優先出資証券、及び投

資信託の名称変更が行われた場合の受益証券に

ついて、それぞれ準用する。 

 

 

（発行日決済取引の売買契約の解消等） 

第１８条 （略） 

２ 前項の規定は、新株引受権証書、優先出資証

券及び優先出資引受権証書について準用する。 
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信用取引・貸借取引規程の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 

（制度信用銘柄以外の銘柄の制度信用取引の禁

止） 

第７条 正会員は、株券（優先出資証券（協同組

織金融機関の発行する優先出資証券をいう。）を

含む。）及び不動産投資信託証券（投資者の資金

を主として不動産関連資産に対する投資として

運用することを目的とする投資信託の受益証券

又は投資証券をいう。）のうち制度信用取引を行

うことができる銘柄（以下｢制度信用銘柄｣とい

う。）以外の銘柄について、制度信用取引を行っ

てはならない。 

２ （略） 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１６年 ８月２７日から

施行する。 

 

（制度信用銘柄以外の銘柄の制度信用取引の禁

止） 

第７条 正会員は、株券（優先出資証券（協同組

織金融機関の発行する優先出資証券をいう。）

を含む。）のうち制度信用取引を行うことがで

きる銘柄（以下｢制度信用銘柄｣という。）以外

の銘柄について、制度信用取引を行ってはなら

ない。 

 

 

 

２ （略） 
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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（上場市場の変更） 

第１２条の２ （略） 

２ Ｑ－Ｂｏａｒｄからの上場市場の変更又はＱ

－Ｂｏａｒｄへの上場市場の変更を申請する者

（以下「上場市場変更申請者」という｡）は、当

該上場市場変更申請者が発行者であるすべての

上場有価証券（受益証券を除く。）について上

場市場の変更申請を行うものとする。 

３～６ （略） 

 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１６年 ８月２７日から

施行する。 

 

（上場市場の変更） 

第１２条の２ （略） 

２ Ｑ－Ｂｏａｒｄからの上場市場の変更又はＱ

－Ｂｏａｒｄへの上場市場の変更を申請する者

（以下「上場市場変更申請者」という｡）は、当

該上場市場変更申請者が発行者であるすべての

上場有価証券について上場市場の変更申請を行

うものとする。 

３～６ （略） 
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受託契約準則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（普通取引における顧客の受渡時限） 

第８条  （略） 

２  前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

日に成立した普通取引については、顧客は、当

該売買成立の日から起算して５日目の日の午前

９時までに、売付有価証券又は買付代金を正会

員に交付するものとする。 

（１） 株券（優先出資証券（協同組織金融機

関の発行する優先出資証券をいう。以下同

じ。）、投資信託受益証券（投資信託の受益

証券をいう。以下同じ。）及び投資証券を含

む。以下同じ。）について、取引所の定める

配当落又は権利落の期日 

（２）～（３） （略） 

（４） 株券について、株券等の保管及び振替

に関する法律（昭和５９年法律第３０号。以

下「保振法」という。）に基づく実質株主（実

質優先出資者及び実質投資主を含む。）の通

知を行うため取引所が必要と認める日 

 

 

 

（５） （略） 

３～５ （略） 

 

（引渡有価証券の券種及び組合せ） 

第１３条  正会員に売付けの委託をした顧客が、

その決済のために引き渡す有価証券は、次の各

号に定めるところによるものとし、投資信託受

益証券、債券及び新株予約権付社債券等につい

ては、無記名式のものでなければならない。た

だし、株券（投資信託受益証券を除く。以下こ

の条において同じ。）の当日決済取引による売

（普通取引における顧客の受渡時限） 

第８条  （略） 

２  前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

日に成立した普通取引については、顧客は、当

該売買成立の日から起算して５日目の日の午前

９時までに、売付有価証券又は買付代金を正会

員に交付するものとする。 

（１） 株券（優先出資証券（協同組織金融機

関の発行する優先出資証券をいう。以下同

じ。）を含む。以下同じ。）について、取引

所の定める配当落又は権利落の期日 

 

 

（２）～（３） （略） 

（４） 株式会社証券保管振替機構（以下「保

管振替機構」という。）が保管振替業におい

て取り扱う内国株券（以下「機構取扱株券」

という。）について、株券等の保管及び振替

に関する法律（昭和５９年法律第３０号。以

下「保振法」という。）に基づく実質株主（実

質優先出資者を含む。）の通知を行うため取

引所が必要と認める日 

（５） （略） 

３～５ （略） 

 

（引渡有価証券の券種及び組合せ） 

第１３条  正会員に売付けの委託をした顧客が、

その決済のために引き渡す有価証券は、次の各

号に定めるところによるものとし、債券及び新

株予約権付社債券等については、無記名式のも

のでなければならない。ただし、株券の当日決

済取引による売付けの委託及び債券の売付けの

委託（第４号に定める売付けの委託を除く。）
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付けの委託及び債券の売付けの委託おいて、受

託正会員が同意した場合においては、他の券種

の有価証券によることができる。 

（１） 株券又は新株引受権証書（共同組織金

融機関の発行する優先出資引受権証書を含

む。以下同じ。）の売付けについては、売買

単位の券種の株券若しくは新株引受権証書又

は他の券種の株券若しくは新株引受権証書で

各株券若しくは新株引受権証書の表示する株

式数（優先出資、受益権及び投資口の口数を

含む。以下同じ。）の合計が売買単位となる

ように組み合せたもの 

（２） 投資信託受益証券の売付けについては、

売買単位の券種の投資信託受益証券 

（３） （略） 

（４） （略） 

（５） （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、株券の売付けの委

託において、受託正会員が同意した場合には、

顧客は、他の券種の株券を引き渡すことができ

る。 

 

（株式数が読み替えられる株券の取扱い） 

第１４条  顧客は、株式（受益権及び投資口を含

む。以下同じ。）の併合に伴い株式数が読み替

えられる株券を、当該併合の効力発生の日以後、

決済のために引き渡すことができない。 

 

 

 

（吸収合併等の場合の決済物件） 

第１６条  上場会社（取引所に上場されている株

券（投資信託受益証券を除く。以下この条にお

いて同じ。）の発行者をいう。以下同じ。）が

国内の他の証券取引所に株券が上場されている

非上場会社若しくは日本証券業協会に株券が登

において、受託正会員が同意した場合において

は、他の券種の有価証券によることができる。 

 

（１） 株券又は新株引受権証書（共同組織金

融機関の発行する優先出資引受権証書を含

む。以下同じ。）の売付けについては、売買

単位の券種の株券若しくは新株引受権証書又

は他の券種の株券若しくは新株引受権証書で

各株券若しくは新株引受権証書の表示する株

式数（優先出資の口数を含む。以下同じ。）

の合計が売買単位となるように組み合せたも

の 

（新設） 

 

（２） （略） 

（３） （略） 

（４） （略） 

２ 前項第 1 号の規定にかかわらず、機構取扱株

券の売付けの委託において、受託正会員が同意

した場合には、顧客は、他の券種の株券を引き

渡すことができる。 

 

（株式数が読み替えられる株券の取扱い） 

第１４条  顧客は、上場会社（取引所に上場され

ている株券の発行者をいう。以下同じ。）の株

式の併合に伴い株式数が読み替えられる株券

を、当該併合の効力発生の日以後、当該上場会

社の株券の売付けの決済のために引き渡すこと

ができない。 

 

（吸収合併等の場合の決済物件） 

第１６条  上場会社が国内の他の証券取引所に株

券が上場されている非上場会社若しくは日本証

券業協会に株券が登録されている非上場会社を

吸収合併する、又は合併により解散する場合（被

合併会社（会社以外の法人を含む。以下この条
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録されている非上場会社を吸収合併する、又は

合併により解散する場合（被合併会社（会社以

外の法人を含む。以下この条において同じ。）

株券を提出すべきものとする場合を除く。）に

おいて、被合併会社株式１株（優先出資及び投

資口にあっては１口。以下同じ。）に対して１

株の数の新株式が割り当てられる、又は被合併

会社株式１株に対して１株を超える数の新株式

が割り当てられるとき（割り当てられる新株式

に係る株券の上場日が合併期日（合併期日から

起算して４日目の日以後に合併の登記を行う場

合は、合併登記日の２日前（取引所の休業日を

除く。）の日）である場合に限る。）は、合併

登記日の翌日以降の存続会社又は新設会社の株

券の売買の決済（旧株券と新株券の双方が上場

されている場合は、新株券の売買の決済）につ

いては、合併登記日の翌日から当該存続会社又

は新設会社の最初に到来する事業年度の末日ま

での期間に限り、被合併会社株券（株式数が読

み替えられる株券を除く。）を決済物件として

取り扱うことができる。 

 

（商号変更の場合の決済物件） 

第１７条  上場会社が商号変更（名称変更を含む。

以下同じ。）を行う場合の商号変更日以後の株

券の売買の決済（投資信託の名称変更が行われ

た場合の受益証券の売買の決済を含む。）につ

いては、商号変更日から当該上場会社の最初に

到来する事業年度（当該投資信託の最初に到来

する計算期間を含む。）の末日までの期間に限

り、商号変更前の株券を決済物件として取り扱

うことができる。 

 

（証券保管振替機構業務規程等の適用） 

第１８条  株券又は転換社債型新株予約権付社債

券の売買の受託に関し顧客が保振法に基づく口

において同じ。）株券を提出すべきものとする

場合を除く。）において、被合併会社株式１株

に対して１株の数の新株式が割り当てられる、

又は被合併会社株式１株に対して１株を超える

数の新株式が割り当てられるとき（割り当てら

れる新株式に係る株券の上場日が合併期日（合

併期日から起算して４日目の日以後に合併の登

記を行う場合は、合併登記日の２日前（取引所

の休業日を除く。）の日）である場合に限る。）

は、合併登記日の翌日以降の存続会社又は新設

会社の株券の売買の決済（旧株券と新株券の双

方が上場されている場合は、新株券の売買の決

済）については、合併登記日の翌日から当該存

続会社又は新設会社の最初に到来する事業年度

の末日までの期間に限り、被合併会社株券（株

式数が読み替えられる株券を除く。）を決済物

件として取り扱うことができる。 

 

 

 

 

 

（商号変更の場合の決済物件） 

第１７条  上場会社が商号変更（名称変更を含む。

以下同じ。）を行う場合の商号変更日以後の当

該上場会社の株券の売買に係る決済について

は、商号変更日から当該上場会社の最初に到来

する事業年度の末日までの期間に限り、商号変

更前の株券を決済物件として取り扱うことがで

きる。 

 

 

 

（証券保管振替機構業務規程等の適用） 

第１８条  機構取扱株券又は転換社債型新株予約

権付社債券の売買の受託に関し顧客が保振法に
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座の振替により株券又は転換社債型新株予約権

付社債券の授受を行う場合の当該受託に関する

契約については、この準則に定めるもののほか、

株式会社証券保管振替機構が定める業務規程に

基づき正会員と顧客との間で締結される契約に

よるものとする。 

 

（口座振替による受渡し） 

第１９条 正会員は、顧客から株券又は転換社債

型新株予約権付社債券の売買の委託を受けた場

合において、正会員が当該顧客のために保振法

に基づく口座を設定しているときは、売付け又

は買付けに係る株券又は転換社債型新株予約権

付社債券の受渡しを、その口座の振替により行

うものとする。ただし、顧客がその口座の振替

により、売付株券若しくは売付転換社債型新株

予約権付社債券を交付しない旨又は買付株券若

しくは買付転換社債型新株予約権付社債券の引

渡しを受けない旨の申し出を行った場合には、

この限りでない。 

 

（信用取引に係る委託保証金の有価証券による代

用） 

第２９条  （略） 

２  前項の有価証券の種類は次の各号に掲げるも

のとし、その差入れの際における代用価格はそ

の前日における時価（次項各号に掲げる有価証

券については、当該各号に定める時価をいう。

第３４条第２項において同じ。）に当該各号に

定める率を乗じて得た額を超えない額とする。 

 （１） 国内の証券取引所に上場されている株券

（外国投資証券を含み、投資信託受益証券及び

投資証券を除く。）   １００分の７０ 

 

（２）～（１３） （略） 

（１４） 投資信託受益証券及び投資証券（国

基づく口座の振替により株券又は転換社債型新

株予約権付社債券の授受を行う場合の当該受託

に関する契約については、この準則に定めるも

ののほか、保管振替機構が定める業務規程に基

づき正会員と顧客との間で締結される契約によ

るものとする。 

 

（口座振替による受渡し） 

第１９条 正会員は、顧客から機構取扱株券又は

転換社債型新株予約権付社債券の売買の委託を

受けた場合において、正会員が当該顧客のため

に保振法に基づく口座を設定しているときは、

売付け又は買付けに係る株券又は転換社債型新

株予約権付社債券の受渡しを、その口座の振替

により行うものとする。ただし、顧客がその口

座の振替により、売付株券若しくは売付転換社

債型新株予約権付社債券を交付しない旨又は買

付株券若しくは買付転換社債型新株予約権付社

債券の引渡しを受けない旨の申し出を行った場

合には、この限りでない。 

 

（信用取引に係る委託保証金の有価証券による代

用） 

第２９条  （略） 

２  前項の有価証券の種類は次の各号に掲げるも

のとし、その差入れの際における代用価格はそ

の前日における時価（次項各号に掲げる有価証

券については、当該各号に定める時価をいう。

第３４条第２項において同じ。）に当該各号に

定める率を乗じて得た額を超えない額とする。 

 （１） 国内の証券取引所に上場されている株券

（外国投資証券及び優先出資証券（協同組織

金融機関の発行する優先出資証券をいう。）

を含む。）        １００分の７０ 

（２）～（１３） （略） 

（１４） 投資信託受益証券（投資信託の受益
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内の証券取引所に上場されているもの及び投

資信託協会が前日の時価を発表するものに限

る。） 

 

公社債投資信託の受益証券１００分の８５ 

その他のもの      １００分の７０ 

３ （略） 

 

（新株引受権等が付与された場合の有価証券の弁

済） 

第３８条  新株引受権（優先出資引受権及び新受

益権を引き受ける権利を含む。）、新株券を追

加して発行する株式分割（優先出資分割、受益

権の分割及び投資口の分割を含む。）若しくは

会社の分割による株式を受ける権利、上場会社

（投資信託受益証券の発行者を除く。以下この

条において同じ。）が他の上場会社に吸収合併

されるとき（吸収合併される上場会社の株式１

株に対して１株を超える数の新株式が割り当て

られ、旧株券と新株券の双方が上場されること

となるときに限る。）において、吸収合併され

る上場会社の株式に対して新株式の割り当てを

受ける権利又は株主割当の方法で発行される新

株予約権の引受権（以下「新株引受権等」とい

う。）が付与された有価証券についての信用取

引による有価証券の貸付けの弁済期日が、当該

新株引受権等の割当日の翌日となるものの弁済

は、権利落の株券をもってこれを行うものとす

る。 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１６年 ８月２７日から

施行する。 

証券をいう。以下同じ。）及び投資証券（国

内の証券取引所に上場されているもの及び投

資信託協会が前日の時価を発表するものに限

る。） 

公社債投資信託の受益証券１００分の８５ 

その他のもの      １００分の７０ 

３ （略） 

 

（新株引受権等が付与された場合の有価証券の弁

済） 

第３８条  新株引受権（優先出資引受権を含む。）、

新株券を追加して発行する株式分割（優先出資

分割を含む。）若しくは会社の分割による株式

を受ける権利、上場会社（投資信託受益証券の

発行者を除く。以下この条において同じ。）が

他の上場会社に吸収合併されるとき（吸収合併

される上場会社の株式１株に対して１株を超え

る数の新株式が割り当てられ、旧株券と新株券

の双方が上場されることとなるときに限る。）

において、吸収合併される上場会社の株式に対

して新株式の割り当てを受ける権利又は株主割

当の方法で発行される新株予約権の引受権（以

下「新株引受権等」という。）が付与された有

価証券についての信用取引による有価証券の貸

付けの弁済期日が、当該新株引受権等の割当日

の翌日となるものの弁済は、権利落の株券をも

ってこれを行うものとする。 
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信用取引の委託保証金代用有価証券の代用価格に関する受託契約準則の特例の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

第１条  受託契約準則第２９条第２項及び同第３

４条第２項の規定による同第２９条第２項第１

号、第２号及び第１４号に掲げる有価証券（公社

債投資信託の受益証券を除く。）の代用価格の計

算については、当該各号に規定する時価に乗ずべ

き率は、当該各号の規定にかかわらず、当分の間、

次の各号に掲げる率とする。 

 

（１）国内の証券取引所に上場されている株券

（外国投資証券を含み、投資信託受益証券及

び投資信託を除く。）   １００分の８０ 

 

（２）～（３） （略） 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１６年 ８月２７日から

施行する。 
 

 

第１条  受託契約準則第２９条第２項及び同第３

４条第２項の規定による同第２９条第２項第１

号、第２号及び第１４号に掲げる有価証券（公社

債投資信託の受益証券を除く。）の代用価格の計

算については、当該各号に規定する時価に乗ずべ

き率は、当該各号の規定にかかわらず、当分の間、

次の各号に掲げる率とする。 

 

（１）国内の証券取引所に上場されている株券

（外国投資証券及び優先出資証券を含む。） 

              １００分の８０ 

 

（２）～（３） （略） 
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日経３００株価指数連動型上場投資信託の受益証券に関する有価証券上場規程、 
業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

日経３００株価指数連動型上場投資信託の受益証券に

関する有価証券上場規程、業務規程及び信用取引・貸

借取引規程の特例 

 

（目的） 

第１条  この特例は、日経３００株価指数連動型上場投

資信託（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第３条の２に規定する特定株式投資信託となる証券

投資信託に限る。以下「投資信託」という。）の受益

証券（以下「受益証券」という。）の上場及び売買等

について、有価証券上場規程、業務規程及び信用取

引・貸借取引規程の特例を規定する。 

 

２  この特例に定めのないものについては、有価証券上

場規程、業務規程及び信用取引・貸借取引規程の定め

るところによる。 

 

 

第１４条・第１５条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１８条から第２０条まで 削除 

 

 

 

日経３００株価指数連動型上場投資信託の受益証券に

関する有価証券上場規程、業務規程、信用取引・貸借取

引規程及び受託契約準則の特例 

 

（目的） 

第１条  この特例は、日経３００株価指数連動型上場投

資信託（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第３条の２に規定する特定株式投資信託となる証券

投資信託に限る。以下「投資信託」という。）の受益

証券（以下「受益証券」という。）の上場、売買及び

その決済並びに受益証券の売買の受託等について、有

価証券上場規程、業務規程、信用取引・貸借取引規程

及び受託契約準則の特例を規定する。 

２  この特例に定めのないものについては、有価証券上

場規程、業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託

契約準則の定めるところによる。 

 

（売買立会の区分及び売買立会時） 

第１４条  受益証券の売買立会は、午前立会及び午後立

会に分かち、午前立会は午前９時から１１時までと

し、午後立会は午後０時３０分から３時３０分までと

する。 

 

（売買立会による売買） 

第１５条  受益証券の売買立会による売買は、売買シス

テムによる売買以外の売買により行う。 

 

（呼値の順位） 

第１８条  受益証券の競争売買における呼値の順位は、

次の各号に定めるところによる。 

（１）低い値段の売呼値は、高い値段の売呼値に優先し、

高い値段の買呼値は、低い値段の買呼値に優先す
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る。 

（２）同一値段の呼値については、次に定めるところに

よる。 

ａ  呼値が行われた時間の先後により、先に行われ

た呼値は、後に行われた呼値に優先する。 

ｂ  同時に行われた呼値及び行われた時間の先後

が明らかでない呼値の順位は、本所が定める。 

（３）成行呼値は、それ以外の呼値に値段的に優先し、

成行呼値相互間の順位は、同順位とする。 

２  受益証券について、売買立会の始めの約定値段が決

定されるまでに行われたすべての呼値及び本所が定

めるところにより売買が中断された場合の中断後最

初の約定値段が決定されるまでに行われたすべての

呼値は、それぞれ同時に行われたものとみなす。 

３  午後立会（半休日においては午前立会）終了時にお

いて第２０条第３項の規定により定める値幅の限度

の値段により対当されることとなる場合の成行呼値

は、当該値段による呼値とする。この場合において、

当該値段による呼値は、すべて同時に行われたものと

みなす。 

 

（個別競争売買） 

第１９条  受益証券の個別競争売買においては、次の各

号に掲げる約定値段を定める場合を除き、売呼値の競

合、買呼値の競合及び売呼値と買呼値との争合によ

り、最も低い値段の売呼値と最も高い値段の買呼値と

が合致するとき、その値段を約定値段とし、前条第１

項に定める呼値の順位に従って、対当する呼値の間に

売買を成立させる。 

（１）売買立会の始めの約定値段 

（２）本所が定めるところにより、売買が中断された場

合の中断後最初の約定値段 

（３）売買立会終了時における約定値段 

（４）前各号に定めるもののほか、本所が定めるところ

により気配表示が行われている場合の約定値段及
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び本所が呼値の状況から必要があると認める場合

の約定値段 

２  前項各号の約定値段を定める場合においては、売呼

値の競合、買呼値の競合及び売呼値と買呼値の争合に

より、次の各号に掲げる売呼値の合計数量と買呼値の

合計数量とが一定の値段で合致するとき、その値段を

約定値段とし、前条第１項に定める呼値の順位に従っ

て、対当する呼値の間に売買を成立させる。 

（１）成行呼値の全部の数量 

（２）当該値段に満たない値段による売呼値及び当該

値段を超える値段による買呼値の全部の数量 

（３）当該値段による呼値について、次に掲げる数量 

ａ  売呼値又は買呼値のいずれか一方の全部の数

量 

ｂ  他方の呼値の数量については、本所が定める数

量 

３  前項の場合において、売呼値の合計数量と買呼値の

合計数量とが合致する一定の値段が二つ以上あると

きの約定値段は、これらの値段のうちに直前の約定値

段と同一の値段があるときは、当該値段とし、直前の

約定値段と同一の値段がないときは、直前の約定値段

に最も近接する値段とする。ただし、本所が直前の約

定値段を基準とすることが適当でないと認めるとき

は、本所がその都度定める値段とする。 

４  第２項の規定にかかわらず、第１項第３号の約定値

段を定める売買の値段が、直前の約定値段（本所が定

めるところにより気配表示が行われているときは、当

該気配値段）を基準として、本所が定める値幅を超え

るときは、売買を不成立とする。 

 

（呼値） 

第２０条  受益証券の呼値の単位は、受益権１口につ

き、当該１口の値段が、２，０００円以下の場合は１

円、２，０００円を超え３，０００円以下の場合は５

円、３，０００円を超え３万円以下の場合は１０円、
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第２２条から第３０条まで 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３万円を超え５万円以下の場合は５０円、５万円を超

え１０万円以下の場合は１００円、１０万円を超え１

００万円以下の場合は１，０００円、１００万円を超

える場合は１万円とする。ただし、本所が呼値の単位

を引き下げる必要があると認めて特に指定した場合

は、当該呼値の単位を下回る呼値の単位とする。 

２  受益証券の呼値は、収益分配金含みとする。 

３  受益証券の呼値は、本所が定める値幅の限度を超え

る値段により行うことができない。 

４  当日決済取引の呼値は、同一の会員が売呼値とそれ

に対当させるための買呼値を同時に行うことによっ

て行うものとする。 

５  この特例に定めるもののほか、受益証券の呼値に関

し必要な事項については、本所が定める。 

 

 

（収益分配落の期日） 

第２２条  受益証券の売買につき、収益分配落とする期

日（以下「収益分配落の期日」という。）は、本所が

定める。 

２  前項の期日以後に締結した売買契約は、収益分配落

として決済するものとする。 

 

（売買の停止） 

第２３条  本所は、次の各号に掲げる場合には、本所が

定めるところにより、受益証券の売買を停止すること

ができる。 

（１）受益証券又は証券投資信託委託業者に関し、投資 

者の投資判断に重大な影響を与えるおそれがある

と認められる情報が生じている場合で、当該情報の

内容が不明確である場合又は本所が当該情報の内

容を周知させる必要があると認める場合 

（２）売買の状況に異常があると認める場合又はそのお

それがあると認める場合その他売買管理上売買を

継続して行わせることが適当でないと認める場合。 
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第２４条  削 除                  

 

（過誤訂正等のための売買） 

第２５条  正会員は、受益証券について顧客の注文を真

にやむを得ない事由による過誤等により、委託の本旨

に従って本所の市場において執行することができな

かったときは、本所が定めるところにより、あらかじ

め本所の承認を受け、当該承認に係る受益証券の売付

け又は買付けを、本所が適正と認める値段により、自

己がその相手方となって売買立会によらずに執行す

ることができる。 

２  前項の売買の決済は、当該顧客の売付け又は買付け

を、委託の本旨に従って執行することができた場合に

おける決済日に行うものとする。 

 

第２６条から第２９条   削  除 

 

（業務規程の読替え） 

第３０条 受益証券に係る業務規程第２条第２項、第８

条第３項、第３０条及び第３１条の規定の適用につい

ては、同第２条第２項中「前項」とあるのは「日経３

００株価指数連動型上場投資信託の受益証券に関す

る有価証券上場規程、業務規程、信用取引・貸借取引

規程及び受託契約準則の特例第１４条」と、同第８条

第３項中「次の各号に掲げる日の売買」とあるのは「日

経３００株価指数連動型上場投資信託の受益証券に

関する有価証券上場規程、業務規程、信用取引・貸借

取引規程及び受託契約準則の特例第２２条第１項の

規定により受益証券について収益分配落として定め

る期日の売買」と、同第３０条中「第８条第３項各号

（第３号を除く。）に掲げる日」とあるのは「受益証

券の収益分配落の期日」と、「銘柄が、有価証券上場

規程株券上場廃止基準第２条若しくは優先株に関す

る有価証券上場規程の特例第４条」とあるのは「受益
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（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証券が、日経３００株価指数連動型上場投資信託の受

益証券に関する有価証券上場規程、業務規程、信用取

引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例第１０条」

と、同第３１条中「当該銘柄の配当落等の期日、転換

条件の変更期日又は行使条件の変更日の前日」とある

のは「受益証券の収益分配落の期日」とする。 

 

第３１条  削  除 

 

第５章  受託契約準則の特例 

 

（当日決済取引における顧客の受渡時限） 

第３７条  当日決済取引における受益証券の売買の委

託については、顧客は、売買成立の日（会員と顧客が

合意するときは、その翌日）における会員と顧客との

合意により定める時限までに、売付受益証券又は買付

代金を正会員に交付するものとする。 

 

（普通取引における顧客の受渡時限） 

第３８条  普通取引における受益証券の売買の委託に

ついては、顧客は、売買成立の日から起算して４日目

の日の午前９時までに、売付受益証券又は買付代金を

正会員に交付するものとする。 

２  前項の規定にかかわらず、受益証券について本所の

定める収益分配落の期日に成立した普通取引につい

ては、顧客は、当該売買成立の日から起算して５日目

の日の午前９時までに、売付受益証券又は買付代金を

正会員に交付するものとする。 

３  前２項の規定にかかわらず、正会員が受託に際して

別に取引所が指定する証券取引清算機関が定める決

済時限までの間の日時を指定した場合には、顧客は、

その日時までに、売付受益証券又は買付代金を正会員

に交付するものとする。 
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（削る） 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

（引渡受益証券の券種） 

第３９条  正会員に売付けの委託をした顧客が、その決

済のために引き渡す受益証券は、売買単位の券種の受

益証券であって、かつ、無記名式のものとする。 

 

（保管振替機構業務規程の適用） 

第４０条  受益証券の売買の受託に関し顧客が株券等

の保管及び振替に関する法律（昭和５９年法律第３０

号。以下「保振法」という。）に基づく口座の振替に

より受益証券の授受を行う場合の当該受託に関する

契約については、この特例に定めるもののほか、保管

振替機構が定める業務規程第６６条の１０において

準用する同第２１条の規定に基づき正会員と顧客と

の間で締結される契約によるものとする。 

 

（口座振替による受渡し） 

第４１条  正会員は、顧客から受益証券の売買の委託を

受けた場合において、正会員が当該顧客のために保振

法に基づく口座を設定しているときは、売付け又は買

付に係る受益証券の受渡しを、その口座の振替により

行うものとする。ただし、顧客がその口座の振替によ

り、売付受益証券を交付しない旨又は買付受益証券の

引渡しを受けない旨の申し出を行った場合には、この

限りでない。 

 

 

付  則 
この改正規定は、平成１６年 ８月２７日から施行す

る。 
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立 会 外 取 引 に 関 す る 業 務 規 程 、 信 用 取 引 ・ 貸 借 取 引 規 程 
及 び 受 託 契 約 準 則 の 特 例 の 一 部 改 正 新 旧 対 照 表 

 
新 旧 

（対象有価証券） 

第３条 立会外取引は、次の各号に定める有価証券につ

いて行うものとする。 

（１） 株券（新株引受権証書及び日経３００株価指数

連動型上場投資信託（租税特別措置法（昭和３２年法

第２６号）第３条の２に規定する特定株式投資信託と

なる証券投資信託に限る。）の受益証券を除く。以下

同じ。） 

（２） （略） 

 

（決済日） 

第５条 立会外取引は、次の各号のいずれかの日（終値

取引については、第２号に定める日）に決済を行うも

のとする。 

（１）（略） 

（２） 売買契約締結の日から起算して４日目（休業日

を除外する。以下日数計算について同じ。）の日（業

務規程（以下「規程」という。）第８条第３項各号

に掲げる日の売買については、当該売買契約締結の

日から起算して５日目の日）。ただし、利付転換社

債型新株予約権付社債券の売買において、同条第４

項又は第５項に定める場合には、同条第３項第２号

又は第３号に定める期日の売買については６日目

の日とし、同条第４項に定める場合における当該期

日の翌日（休業日に当たるときは、順次繰り下げる。

以下同じ。）の売買については５日目の日とする。 

 

 

 

 

 

 

 

（対象有価証券） 

第３条 立会外取引は、次の各号に定める有価証券につ

いて行うものとする。 

（１） 株券（新株引受権証書を除く。以下同じ。） 

 

 

 

 

（２） （略） 

 

（決済日） 

第５条 立会外取引は、次の各号のいずれかの日（終値

取引については、第２号に定める日）に決済を行うも

のとする。 

（１）（略） 

（２） 売買契約締結の日から起算して４日目（休業日

を除外する。以下日数計算について同じ。）の日（業

務規程（以下「規程」という。）第８条第３項各号

に掲げる日の売買については、当該売買契約締結の

日から起算して５日目の日）。ただし、利付転換社

債型新株予約権付社債券（機構非取扱転換社債型新

株予約権付社債券（株式会社証券保管振替機構（以

下「保管振替機構」という。）が保管振替業におい

て取り扱わない転換社債型新株予約権付社債券を

いう。以下同じ。）を除く。）の売買において、同

条第４項又は第５項に定める場合には、同条第３項

第２号又は第３号に定める期日の売買については

６日目の日とし、同条第４項に定める場合における

当該期日の翌日（休業日に当たるときは、順次繰り

下げる。以下同じ。）の売買については５日目の日

とする。 
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（顧客の受渡時限） 

第１９条 （略） 

２ 前項第２号の規定にかかわらず、受託契約準則第８

条第２項各号に掲げる日に成立した立会外取引につ

いては、顧客は、当該売買成立の日から起算して５日

目の日（利付転換社債型新株予約権付社債券の売買に

おいて、同条第３項又は第４項に定める場合には、同

条第２項第２号又は第３号に定める期日の売買につ

いては６日目の日とし、同条第３項に定める場合にお

ける当該期日の翌日の売買については５日目の日と

する。）の午前９時までに、売付有価証券又は買付代

金を正会員に交付するものとする。 

 

３ （略） 

 

（引渡有価証券の券種及び組合せ） 

第２０条 正会員に売付けを委託した顧客が、立会外取

引の決済のために引き渡す有価証券は、次の各号に定

めるところによるものとし、投資信託受益証券及び転

換社債型新株予約権付社債券については、無記名式の

ものでなければならない。ただし、株券（投資信託受

益証券を除く。この条において同じ。）の第５条第１

号に規定する日に決済を行う単一銘柄取引による売

付けの委託において、受託正会員が同意した場合にお

いては、他の券種の有価証券によることができる。 

（１） （略） 

（２） 投資信託受益証券の売付けについては、売買単

位の券面の投資信託受益証券 

（３） （略） 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、株券の売付けの委

託において、受託正会員が同意した場合には、顧客は、

他の券種の株券を引き渡すことができる。        

（顧客の受渡時限） 

第１９条 （略） 

２ 前項第２号の規定にかかわらず、受託契約準則第８

条第２項各号に掲げる日に成立した立会外取引につ

いては、顧客は、当該売買成立の日から起算して５日

目の日（利付転換社債型新株予約権付社債券（機構非

取扱転換社債型新株予約権付社債券を除く。）の売買

において、同条第３項又は第４項に定める場合には、

同条第２項第２号又は第３号に定める期日の売買に

ついては６日目の日とし、同条第３項に定める場合に

おける当該期日の翌日の売買については５日目の日

とする。）の午前９時までに、売付有価証券又は買付

代金を正会員に交付するものとする。 

３ （略） 

 

（引渡有価証券の券種及び組合せ） 

第２０条 正会員に売付けを委託した顧客が、立会外取

引の決済のために引き渡す有価証券は、次の各号に定

めるところによるものとし、転換社債型新株予約権付

社債券については、無記名式のものでなければならな

い。ただし、株券の第５条第１号に規定する日に決済

を行う単一銘柄取引による売付けの委託において、受

託正会員が同意した場合においては、他の券種の有価

証券によることができる。 

 

（１）（略） 

（新設） 

 

（２） （略） 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、株券（機構非取扱

株券（保管振替機構が保管振替業において取り扱わな

い株券をいう。以下同じ。）を除く。）の売付けの委

託において、受託正会員が同意した場合には、顧客は、

他の券種の株券を引き渡すことができる。        

付  則 
この改正規定は、平成１６年 ８月２７日から施行す

る。 
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定率会費の算出の基準及び徴収標準率の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

定款第１４条第３項の規定に基づく定率会費の算

出の基準及び徴収標準率は、次のとおりとする。 

 

１（１） 普通株、優先株、優先出資証券、投資

信託の受益証券（日経 300 株価指数連動型上

場投資信託(租税特別措置法(昭和32年法第26

号)第 3 条の 2 に規定する特定株式投資信託と

なる証券投資信託に限る。以下同じ。)の受益

証券を除く。次号において同じ。）、投資証

券及び新株引受権証書（優先出資引受権証書

を含む。以下同じ。）の売買立会における売

買代金の万分の 1.19 

ただし、重複上場銘柄の対当取引（対当取

引の報告に関する規則、第１条にいう「対当

取引」）は売買代金の万分の 0.1 

（２） 普通株、優先株、優先出資証券、投資

信託の受益証券及び投資証券の立会外取引に

おける売買代金の万分の 1.19 

ただし、重複上場銘柄は売買代金の万分の

0.027 

（３）上場銘柄の普通株、優先株、優先出資証

券、投資証券及び新株引受権証書の市場外に

おける売買代金の万分の 1.35 

ただし、特別会員は市場内における売買代

金の万分の 0.30 

２～４ （略） 

５（１） 日経 300 株価指数連動型上場投資信託

の受益証券の市場内における売買代金の万分

の 1.19 

 

 

 

（２） 日経 300 株価指数連動型上場投資信託

定款第１４条第３項の規定に基づく定率会費の算

出の基準及び徴収標準率は、次のとおりとする。 

 

１（１） 普通株、優先株、優先出資証券及び新

株引受権証書（優先出資引受権証書を含む。

以下同じ。）の売買立会における売買代金の

万分の 1.19 

ただし、重複上場銘柄の対当取引（対当取

引の報告に関する規則、第１条にいう「対当

取引」）は売買代金の万分の 0.1 

 

 

 

 

 

（２）  普通株、優先株及び優先出資証券の立

会外取引における売買代金の万分の 1.19 

ただし、重複上場銘柄は売買代金の万分の

0.027 

  

（３） 上場銘柄の普通株、優先株、優先出資

証券及び新株引受権証書の市場外における売

買代金の万分の 1.35 

ただし、特別会員は市場内における売買代

金の万分の 0.30 

２～４ （略） 

５ 証券投資信託の受益証券の市場内における売

買代金の万分の 0.12 

  上場銘柄の証券投資信託の受益証券の市場外

における売買代金の万分の 0.13 

  ただし、特別会員は市場内における売買代金

の万分の 0.04 

（新設） 
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の受益証券の市場外における売買代金の万分

の 1.35 

  ただし、特別会員は市場内における売買代

金の万分の 0.30 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１６年 ８月２７日から

施行する。ただし、第５項の規定は、平成１６年

９月 １日約定分から適用する。 
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対当取引の報告に関する規則の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 
（対当取引に係る報告） 

第２条 正会員は、本所の市場において次の各号に定め

る対当取引を行った場合には、所定の様式により、本

所に取引内容の報告を行うものとする。 

（１）・（２）（略） 

（３）  投資信託受益証券（投資信託の受益証券をい

う。）及び投資証券については、その売買単位の１

００倍の数量以上の対当取引 

（４）  （略） 

（５）  （略）                      

（６）  （略） 

２  前項第１号から第３号に規定する対当取引に係る

報告は、原則として当該対当取引を行った日の午後

４時（半休日においては、午後１時）までに行うも

のとする。                                

３ 第１項第４号から第６号までに規定する対当取引

に係る報告は、原則として当該対当取引を行った日の

翌日（休業日に当たるときは、順次繰り下げる。）の

正午までに行うものとする。 

 
 

（対当取引に係る報告） 

第２条 正会員は、本所の市場において次の各号に定め

る対当取引を行った場合には、所定の様式により、本

所に取引内容の報告を行うものとする。 

（１）・（２）（略） 

（新設） 

 

 

（３） （略） 

（４）  （略）                                    

（５） （略）             

２  前項第１号及び第２号に規定する対当取引に係る

報告は、原則として当該対当取引を行った日の午後

４時（半休日においては、午後１時）までに行うも

のとする。                                

３ 第１項第３号から第５号までに規定する対当取引

に係る報告は、原則として当該対当取引を行った日の

翌日（休業日に当たるときは、順次繰り下げる。）の

正午までに行うものとする。 

付  則 
 この改正規定は、平成１６年 ８月２７日から施行す

る。 
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安定操作取引についての定款第５９条に関する理事会決定の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 

１ 正会員は、募集（５０名以上の者を相手方として

行うものに限る。以下同じ。）又は売出し（役員又

は従業員に対する新株予約権の発行その他のストッ

ク・オプシヨンと認められるものの付与に係る募集

又は売出しを除く。）に係る有価証券（時価又は時

価に近い一定の価格により株券が発行され若しくは

移転される新株予約権を表示する新株予約権証券

（以下「時価新株予約権証券」という。）又は当該

新株予約権を付与されている新株予約権付社債券等

(以下「時価新株予約権付社債券等」という。)以外

の新株予約権証券又は社債券及び時価又は時価に近

い一定の価格により発行する優先出資証券（協同組

織金融機関の発行する優先出資証券をいう。以下同

じ。）以外の優先出資証券を除く。）の発行者が発

行する上場株券（時価新株予約権証券の募集又は売

出しの場合には上場株券又は上場時価新株予約権証

券、時価新株予約権付社債券等の募集又は売出しの

場合には上場株券又は上場時価新株予約権付社債券

等）、上場優先出資証券若しくは上場投資証券（以

下「上場株券等」という。）又は上場投資信託受益

証券（投資信託の受益証券をいう。）について、安

定操作取引（証券取引法施行令（以下「施行令」と

いう。）第２０条第１項に規定する安定操作取引。

以下同じ。）をすることができる期間（施行令第２

２条第２項から第４項までに規定する安定操作期間

（以下「安定操作期間」という。））内において執

行する条件の買付けに関し、次に掲げる行為を行っ

てはならない。 

（１） 安定操作取引に係る有価証券の発行者であるこ

とを知りながら、当該発行者から買付け（安定操作

取引に係る有価証券が上場株券等の場合は、上場株

券等に限り、安定操作取引に係る有価証券が上場投

資信託受益証券の場合は、当該上場投資信託受益証

１ 正会員は、募集（５０名以上の者を相手方として

行うものに限る。以下同じ。）又は売出し（役員又

は従業員に対する新株予約権の発行その他のストッ

ク・オプシヨンと認められるものの付与に係る募集

又は売出しを除く。）に係る有価証券（時価又は時

価に近い一定の価格により株券が発行され若しくは

移転される新株予約権を表示する新株予約権証券

（以下「時価新株予約権証券」という。）又は当該

新株予約権を付与されている新株予約権付社債券等

(以下「時価新株予約権付社債券等」という。)以外

の新株予約権証券又は社債券及び時価又は時価に近

い一定の価格により発行する優先出資証券（協同組

織金融機関の発行する優先出資証券をいう。以下同

じ。）以外の優先出資証券を除く。）の発行者が発

行する上場株券（時価新株予約権証券の募集又は売

出しの場合には上場株券又は上場時価新株予約権証

券、時価新株予約権付社債券等の募集又は売出しの

場合には上場株券又は上場時価新株予約権付社債券

等）、又は上場優先出資証券について、安定操作取

引（証券取引法施行令（以下「施行令」という。）

第２０条第１項に規定する安定操作取引。以下同

じ。）をすることができる期間（施行令第２２条第

２項から第４項までに規定する安定操作期間（以下

「安定操作期間」という。））内において執行する

条件の買付けに関し、次に掲げる行為を行ってはな

らない。 

 

 

（１） 安定操作取引に係る有価証券の発行者であるこ

とを知りながら、当該発行者から買付け（上場株券

又は上場優先出資証券の買付けに限る。）の受託（有

価証券等清算取次ぎの受託を除く。）をする行為 
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券の買付けに限る。）の受託（有価証券等清算取次

ぎの受託を除く。）をする行為 

（２）～（４）（略） 

２ 正会員は、安定操作取引が最初に行われた時から安

定操作期間の末日までの間において、当該安定操作

取引に係る有価証券につき安定操作取引が行われた

ことを知りながら、その旨を表示しないで、当該有

価証券の発行者が発行する株券、優先出資証券、時

価新株予約権証券、投資証券又は時価新株予約権付

社債券等（安定操作取引に係る有価証券が投資信託

受益証券である場合にあっては、当該投資信託受益

証券）について買付けの受託又は売付け（証券会社

若しくは外国証券会社からの買付けの受託、証券会

社若しくは外国証券会社への売付け及び有価証券等

清算取次ぎによる売付けを除く。）若しくはその売

付けに係る有価証券等清算取次ぎの委託をしてはな

らない。 

 

 上記１及び２の行為は、その状況により、

取引の信義則違反として処理する。 

 

 

 

（２）～（４）（略） 

２ 正会員は、安定操作取引が最初に行われた時から安

定操作期間の末日までの間において、当該安定操作

取引に係る有価証券につき安定操作取引が行われた

ことを知りながら、その旨を表示しないで、当該有

価証券の発行者が発行する株券、優先出資証券、時

価新株予約権証券又は時価新株予約権付社債券等に

ついて買付けの受託又は売付け（証券会社若しくは

外国証券会社からの買付けの受託、証券会社若しく

は外国証券会社への売付け及び有価証券等清算取次

ぎによる売付けを除く。）若しくはその売付けに係

る有価証券等清算取次ぎの委託をしてはならない。 

 

 

 

 

 上記１及び２の行為は、その状況により、

取引の信義則違反として処理する。 

 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１６年 ８月２７日から施行す

る。 
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業務規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（保管振替機構が実質株主の通知を行うた

めに本所が必要と認める日） 

第３条 規程第８条第３項第４号に規定する本所が

必要と認める日は、当該株券（投資信託受益証券及

び投資証券を除く。）の発行者が営業年度を１年と

する法人である場合（商法第２９３条の５第１項の

規定により定款をもって営業年度中の一定の日を定

めている場合を除く。）において、各営業年度の開

始の日から起算して６か月を経過した日の３日前

（休業日を除外する。以下日数計算において同じ。）

の日（６か月を経過した日が休業日に当たるときは、

当該日の４日前の日）とする。 

 

（発行日決済取引の期間） 

第５条 規程第８条第６項に規定する本所が定める日

は、本所が特に必要があると認めてその都度定める場

合を除き、次の各号に定める日とする。 

（１） 新株券（新株引受権証書、優先出資引受権証書

及び新投資信託受益証券を除く。）の発行日決済取

引                      

ａ・ｂ （略）  

（２） （略） 

（３） 新投資信託受益証券の発行日決済取引 

  ａ 受益者割当又は受益権の分割により発行され

る場合 

    受益者が請求により即日新投資信託受益証券

を取得し得る状態の日又は全受益者に対する当

該新投資信託受益証券発送の日から起算して 10

日を経過した日の３日前の日 

  ｂ 一般募集により発行される場合 

    全引受人に対する当該新投資信託受益証券交

付の日の前日（休業日に当たるときは、順次繰り

上げる。） 

（保管振替機構が実質株主の通知を行うた

めに本所が必要と認める日） 

第３条 規程第８条第３項第４号に規定する本所が

必要と認める日は、当該株券の発行者が営業年度を

１年とする法人である場合（商法第２９３条の５第

１項の規定により定款をもって営業年度中の一定の

日を定めている場合を除く。）において、各営業年

度の開始の日から起算して６か月を経過した日の３

日前（休業日を除外する。以下日数計算において同

じ。）の日（６か月を経過した日が休業日に当たる

ときは、当該日の４日前の日）とする。 

 

 

（発行日決済取引の期間） 

第５条 規程第８条第６項に規定する本所が定める日

は、本所が特に必要があると認めてその都度定める場

合を除き、次の各号に定める日とする。 

（１） 新株券（新株引受権証書及び優先出資引受権証

書を除く。）の発行日決済取引  

   

ａ・ｂ （略）  

（２） （略） 

（新設） 
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（配当落等の期日） 

第１８条 規程第２５条第１項に規定する配当落又は

権利落とする期日は、次の各号に定める日とする。 

（１）当日決済取引 

   配当若しくは新株引受権その他の権利を受ける

者又は株主総会（優先出資者総会及び投資主総会を

含む。）において株主（優先出資者及び投資主を含

む。）として議決権を行使する者を確定するための

基準日又は株主名簿（優先出資者名簿及び投資主名

簿を含む。）閉鎖開始日の前日（以下｢権利確定日｣

という。）の翌日 

（２） （略） 

 

（売買の停止） 

第２１条 規程第２８条の規定により行う売買の停止

は、次の各号に定めるところによる。 

（１）・（２） （略） 

（３）規程第２８条第２号に掲げる場合の売買の停止

は、有価証券又はその発行者等に関し、上場有価証

券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則

（その特例を含む。）により開示が必要とされる事

実に関する情報が生じている場合において、本所が

必要と認めた時から、当該情報の真偽及び内容に関

する発表等が行われたことを本所が確認した後３

０分を経過した時（監理ポスト若しくは整理ポスト

への割当て事由に該当する場合又はそのおそれが

あると認める場合は、本所が整理ポスト割当ての決

定に関する発表を行った後３０分を経過した時）ま

でとする。ただし、当該銘柄を整理ポストに割り当

てることとした場合その他本所が停止の継続を適

当と認めた場合は、停止期間を延長することができ

る。 

（４）（略） 

 

（立会外分売の数量） 

第２５条 （略） 

（配当落等の期日） 

第１８条 規程第２５条第１項に規定する配当落又は

権利落とする期日は、次の各号に定める日とする。 

（１）当日決済取引 

   配当金（商法第２９３条の５第１項の規定による

金銭の分配を含む。以下同じ。）若しくは新株引受

権その他の権利を受ける者又は株主総会（優先出資

者総会を含む。）において株主（優先出資者を含む。）

として議決権を行使する者を確定するための基準

日又は株主名簿（優先出資者名簿を含む。）閉鎖開

始日の前日（以下｢権利確定日｣という。）の翌日 

（２） （略） 

 

（売買の停止） 

第２１条 規程第２８条の規定により行う売買の停止

は、次の各号に定めるところによる。 

（１）・（２） （略） 

（３）規程第２８条第２号に掲げる場合の売買の停止

は、有価証券又はその発行者等に関し、上場有価証

券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則

により開示が必要とされる事実に関する情報が生

じている場合において、本所が必要と認めた時か

ら、当該情報の真偽及び内容に関する発表等が行わ

れたことを本所が確認した後３０分を経過した時

（監理ポスト若しくは整理ポストへの割当て事由

に該当する場合又はそのおそれがあると認める場

合は、本所が整理ポスト割当ての決定に関する発表

を行った後３０分を経過した時）までとする。ただ

し、当該銘柄を整理ポストに割り当てることとした

場合その他本所が停止の継続を適当と認めた場合

は、停止期間を延長することができる。 

 

（４）（略） 

 

（立会外分売の数量） 

第２５条 （略） 
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２ 前項の規定は、優先出資証券、投資信託受益証券及

び投資証券について準用する。 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

２ 前項の規定は、優先出資証券について準用する。 

 

 

第３０条から第３６条 削 除 

 

（公開買付けに係る正会員の自己買付けの報告） 

第３７条 規程第５３条第１項第２号又は第５号に定

める買付けを行った場合の同条第２項に規定する売

買内容の報告は、本所が定める様式により、売買を行

った日の翌日の午前１１時までに行うものとする。 

 

 

付  則 

この改正規定は、平成１６年 ８月２７日から施行す

る。 
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監理ポスト及び整理ポストに関する規則の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 
（監理ポスト、整理ポストへの割当て） 

第３条 監理ポスト又は整理ポストへの割当ては、次の

各号に定めるところによる。 

（１）・（２）（略） 

（２）の２ 不動産投資信託証券については、次のとお

りとする。 

 ａ 監理ポストへの割当て 

   上場不動産投資信託証券が次のいずれかに該当

する場合には、当該不動産投資信託証券を監理ポス

トに割り当てる。 

 （ａ） 不動産投資信託証券に関する有価証券上場規

程の特例（以下「不動産投信特例」という。）第

１２条第１項第１号ａ本文若しくはｂ本文、第２

号本文又は第３号ｂ本文に定める場合に該当し

た場合 

 （ｂ） 上場投資証券の発行者が不動産投資信託証券

に関する有価証券上場規程の特例の取扱い（以下

「不動産投信特例取扱い」という。）８．(４)

ｂに規定する合併に関する役員会の決議を行っ

た場合、又は上場投資証券の発行者が合併以外の

事由により解散する場合のうち投資主総会の決

議により解散する場合において当該解散に関す

る役員会決議を行ったとき。 

（ｃ） 上場投資証券の発行者が行った決議又は決定

の内容が不動産投信特例第１２条第１項第３号

ａの(ｂ)に該当するおそれがあると本所が認め

る場合 

（ｄ） 不動産投信特例取扱い８．(７)ａに規定する

猶予期間の最終日までに、不動産投信特例第１２

条第２項第１号、第３号、第５号又は第６号に該

当しなくなったことが確認できない場合 

（ｅ）  上場投資証券の発行者が不動産投信特例第１

２条第２項第４号に該当することとなる投資口

（監理ポスト、整理ポストへの割当て） 

第３条 監理ポスト又は整理ポストへの割当ては、次の

各号に定めるところによる。 

（１）・（２）（略） 

（新設） 
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口数の減少に関する役員会決議を行った場合 

（ｆ）  監査証明府令第３条第１項の監査報告書又は

中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は

半期報告書について、次のいずれかに該当した場

合 

イ 法第２４条第１項又は第２４条の５第１項

に定める期間の最終日を超えてもなお内閣総

理大臣等に提出していない場合において、当該

最終日から起算して８日目の日までに提出で

きる見込みのない旨の開示を当該最終日まで

に行っているとき。 

ロ 法第２４条第１項又は第２４条の５第１項

に定める期間の最終日を超えてもなお内閣総

理大臣等に提出していない場合において、当該

最終日から起算して８日目の日までに提出で

きる見込みのない旨の開示を、当該最終日以降

に行ったとき。 

ハ 当該最終日から起算して８日目の日までに

内閣総理大臣等に提出しなかったとき。 

 （ｇ）  上場不動産投資信託証券の発行者が、不動産

投信特例第１２条第２項第９号ａ前段若しくは

同号ｂ前段に該当する場合又はこれらに該当す

ると認められる相当の事由があると本所が認め

る場合 

 （ｈ）  不動産投信特例第１２条第２項第１０号に該

当するおそれがあると本所が認める場合 

 （ｉ）  上場不動産投資信託証券の発行者が不動産投

信特例第１２条第２項第１１号から第１４号ま

でに規定する投資信託約款の変更又は規約の変

更に関する取締役会決議又は決定（投資証券の発

行者にあっては、役員会決議）を行った場合 

 （ｊ） 不動産投信特例第１２条第２項第１６号に該

当するおそれがあると本所が認める場合 

（ｋ）  不動産投信特例第９条第２項第１７号（不動

産投資信託証券の不正発行の場合を除く。）に該
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当するおそれがあると本所が認める場合 

 ｂ 整理ポストへの割当て 

不動産投信特例第１２条第１項各号又は第２項

各号に該当する場合（同条第１項第３号ａの(ａ)

のうち不動産投信特例取扱い９．(１)ａに規定する

合併による解散の場合及び投資法人の存立時期が

満了となる場合、同条第２項第１５号のうち受益証

券に係る投資信託契約が終了となる場合並びに同

項第１７号のうち不動産投資信託証券の不正発行

の場合を除く。）には、当該不動産投資信託証券を

整理ポストに割り当てる。 

 

 

（３）～（５）（略） 

 

（監理ポスト、整理ポストへの割当期間） 

第４条 前条に規定する銘柄の監理ポスト又は整理ポ

ストへの割当期間は、次の各号に定めるところによ

る。 

（１）・（２）（略） 

（２）の２ 不動産投資信託証券については、次のとお

りとする。 

 ａ 監理ポストへの割当期間 

    監理ポストへの割当期間は、次の(ａ)

から(ｄ)までに定める日から本所が不動

産投信特例第１２条第１項各号又は第２

項各号に該当するかどうかを認定した日

までとする。 

 （ａ） 前条第２号の２ａの(ａ)から(ｃ)まで、(ｅ)

及び(ｉ)の場合 

本所が上場不動産投資信託証券の発行者から

書面による報告を受けた日の翌日 

 （ｂ） 前条第２号ａの(ｄ)の場合 

    不動産投信特例取扱い８．(７)ａに規定する猶

予期間の最終日の翌日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）～（５）（略） 

 

（監理ポスト、整理ポストへの割当期間） 

第４条 前条に規定する銘柄の監理ポスト又は整理ポ

ストへの割当期間は、次の各号に定めるところによ

る。 

（１）・（２）（略） 

（新設） 
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 （ｃ） 前条第２号の２ａの（ｆ）の場合            

同(ｆ)イに該当した場合は、当該最終日の翌日

とし、同(ｆ)ロに該当した場合は、当該開示を行

った日の翌日とし、同(ｆ)ハに該当した場合は、

当該８日目の日の翌日とする。 

（ｄ） 前条第２号の２ａの(ｇ)、(ｈ)、（ｊ）及び(ｋ)

までの場合 

本所が必要と認めた日 

 ｂ 整理ポストへの割当期間 

整理ポストへの割当期間は、本所が当該不動産投

資信託証券の上場廃止を決定した日の翌日から不動

産投信特例取扱い９．(２)に定める期間（原則とし

て１か月）とする。 

 

（３）～（５）（略） 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）～（５）（略） 

２ （略） 

 
付  則 

 この改正規定は、平成１６年 ８月２７日から施行す

る。 
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呼値に関する規則の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 

（空売りの区分） 

第５条 業務規程第１４条第１項第２号に規定する空

売りである旨は、有価証券の空売りに関する内閣府令

第３条各号に掲げる取引であるか否かの別を区分し

て明らかにしなければならない。ただし、次の各号に

掲げる有価証券で新たに上場された銘柄(本所がその

都度指定する銘柄を除く。)のうち、上場日の直前に

日本証券業協会に登録されていた銘柄以外の銘柄（以

下｢直接上場銘柄｣という。）の上場後最初の約定値段

（以下「初値」という。）の決定前その他本所が適当

と認める場合については、この限りでない。 

 

 

（１） 本所若しくは国内の他の証券取引所に上場され

ている株券（投資信託受益証券を除く。）の発行者

以外の者が発行する株券（投資信託受益証券を除

く。） 

（２） 投資信託受益証券（国内の他の証券取引所に上

場されている銘柄を除く。） 

 

（気配表示による呼値の特別周知） 

第９条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第１項の気配表示は、当該呼値を表示した時から本

所が適当と認める時間（直接上場銘柄の初値の決定前

における当該直接上場銘柄については本所が適当と

認める時間）を経過するごとに、次の各号に定める値

幅以内の値段（直接上場銘柄（初値の決定前に限る。）

における当該直接上場銘柄、営業を承継させる人的分

割（分割する会社の株主に対し分割に際して発行する

株式の全部又は一部の割当を行う会社の分割をい

う。）が行われる銘柄（本所がその都度指定する銘柄

（空売りの区分） 

第５条 業務規程第１４条第１項第２号に規定する空

売りである旨は、有価証券の空売りに関する内閣府令

第３条各号に掲げる空売りであるか否かの別を区分

して明らかにしなければならない。ただし、本所又は

国内の他の証券取引所に上場されている株券の発行

者以外の者が発行する株券で新たに上場された銘柄

(本所がその都度指定する銘柄を除く。)のうち、上場

日の直前に日本証券業協会に登録されていた銘柄以

外の銘柄（以下｢直接上場銘柄｣という。）の上場後最

初の約定値段（以下「初値」という。）の決定前その

他本所が適当と認める場合については、この限りでな

い。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

（気配表示による呼値の特別周知） 

第９条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第１項の気配表示は、当該呼値を表示した時から本

所が適当と認める時間（直接上場銘柄の初値の決定前

における当該直接上場銘柄については本所が適当と

認める時間）を経過するごとに、次の各号に定める値

幅以内の値段（直接上場銘柄（初値の決定前に限る。）

における当該直接上場銘柄、営業を承継させる人的分

割（分割する会社の株主に対し分割に際して発行する

株式の全部又は一部の割当を行う会社の分割をい

う。）が行われる銘柄（本所がその都度指定する銘柄
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を除く。以下「人的分割銘柄」という。）の当該株式

の割当に係る権利落後（業務規程第２８条第１号の規

定により売買の停止を行う場合にあっては、売買を再

開した後）最初の約定値段（以下「権利落後始値」と

いう。）の決定前における当該人的分割銘柄及び上場

廃止の基準に該当し整理ポストに割り当てられた銘

柄のうち、本所がその都度指定した銘柄に係る指定後

最初の約定値段の決定日（当該約定値段の決定前に限

る。）までにおける当該銘柄については、本所が板呼

値の状況等を勘案してその都度定める値幅の値段）を

もって更新することができる。 

 

（１）～（５） （略） 

５ （略） 

 

 

を除く。以下「人的分割銘柄」という。）の当該株式

の割当に係る権利落後（業務規程第２８条第１号の規

定により売買の停止を行う場合にあっては、売買を再

開した後）最初の約定値段（以下「権利落後始値」と

いう。）の決定前における当該人的分割銘柄及び監理

ポスト及び整理ポストに関する規則第３条又は第５

条の規定に基づき整理ポストに割り当てられた銘柄

のうち、本所がその都度指定した銘柄に係る指定後最

初の約定値段の決定日（当該約定値段の決定前に限

る。）までにおける当該銘柄については、本所が板呼

値の状況等を勘案してその都度定める値幅の値段）を

もって更新することができる。 

（１）～（５） （略） 

５ （略） 

 

 
付  則 

 この改正規定は、平成１６年 ８月２７日から施行す

る。 
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呼値の制限値幅に関する規則の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 

（株券の制限値幅） 

第２条 （略） 

２ 次の各号に掲げる銘柄については、前項の規定は適

用しない。 

（１） 次のａ又はｂに掲げる有価証券で新たに上場さ

れた銘柄（本所がその都度指定する銘柄を除く。）

のうち、上場日の直前に日本証券業協会に登録され

ていた銘柄（以下「店頭経由銘柄」という。）以外

の銘柄（以下「直接上場銘柄」という。）の上場後

最初の約定値段（以下「初値」という。）の決定前

における当該直接上場銘柄 

ａ 本所又は国内の他の証券取引所に上場されて

いる株券（投資信託受益証券を除く。）の発行者

以外の者が発行する株券（投資信託受益証券を除

く。） 

ｂ 投資信託受益証券（国内の他の証券取引所に上

場されている銘柄を除く。） 

（２）（略） 

（３） 上場廃止の基準に該当し整理ポストに割り当

てられた銘柄のうち、本所がその都度指定した銘

柄に係る指定後最初の約定値段の決定日までにお

ける当該銘柄 

 

３ 前２項の規定にかかわらず、新株券、新株引受権証

書及び優先出資引受権証書の呼値の制限値幅は、旧株

券の呼値の制限値幅と同一とする。 

４ 第１項及び前項の場合において、基準値段に呼値の

制限値幅を加えて得た値段について、当該値段におけ

る呼値の単位に満たない端数金額があるときは、これ

を切り上げるものとする。 

 

 

（株券の制限値幅） 

第２条 （略） 

２ 次の各号に掲げる銘柄については、前項の規定は適

用しない。 

（１） 本所又は国内の他の証券取引所に上場されてい

る株券の発行者以外の者が発行する株券で新たに

上場された銘柄（本所がその都度指定する銘柄を除

く。）のうち、上場日の直前に日本証券業協会に登

録されていた銘柄（以下「店頭経由銘柄」という。）

以外の銘柄（以下「直接上場銘柄」という。）の上

場後最初の約定値段（以下「初値」という。）の決

定前における当該直接上場銘柄 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

（３） 監理ポスト及び整理ポストに関する規則第３

条又は第５条の規定に基づき整理ポストに割り当

てられた銘柄のうち、本所がその都度指定した銘

柄に係る指定後最初の約定値段の決定日までにお

ける当該銘柄 

３ 前項の規定にかかわらず、新株券、新株引受権証書

及び優先出資引受権証書の呼値の制限値幅は、旧株券

の呼値の制限値幅と同一とする。 

４ 前２項の場合において、基準値段に呼値の制限値幅

を加えて得た値段について、当該値段における呼値の

単位に満たない端数金額があるときは、これを切り上

げるものとする。 
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別表    基準値段算出に関する表 

 

１．基準値段の算出については、次の算式による。 

（１）・（２）（略） 

（３）優先出資証券、投資信託受益証券及び投資証券 

第１号、第２号の規定は、優先出資証券、投資信

託受益証券及び投資証券について準用する。 

（４）（略） 

 

２．（略） 

 

 

 

別表    基準値段算出に関する表 

 

１．基準値段の算出については、次の算式による。 

（１）・（２）（略） 

（３）優先出資証券 

第１号、第２号の規定は、優先出資証券について

準用する。 

（４）（略） 

 

２．（略） 

 

 

 
付  則 

 この改正規定は、平成１６年 ８月２７日から施行す

る。 
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清算・決済規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（引渡有価証券） 
第２条 規程第８条に規定する売買の決済のため

に引き渡す有価証券は、次の各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 株券（新株引受権証書、優先出資証券、

優先出資引受権証書及び投資証券を含む。）

は、売買単位の券種の株券又は他の券種で各

株券の表示する株式数（優先出資及び投資口

の口数を含む。以下同じ。）の合計が売買単

位となるように組み合わせたものとする。 

（２） 投資信託受益証券は、売買単位の券種

であって、かつ、無記名式のものとする。 

（３）～（５） （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、株券（優先出資証

券及び投資証券を含む。以下この項において同

じ。）及び投資信託受益証券の売買の決済にお

いて、指定清算参加者が同意した場合には、非

清算参加者は、他の券種の株券又は投資信託受

益証券を引き渡すことができる。 
 

（非清算参加者の決済の繰延べの取扱い） 

第６条 非清算参加者は、株券及び転換社債型新

株予約権付社債券（業務規程第８条第３項第２

号に規定する転換社債型新株予約権付社債券を

いう。以下同じ。）の普通取引、立会外分売に

係る売買及び立会外取引特例第５条第２号に規

定する日に決済を行う立会外取引（それぞれの

取引に係る過誤訂正等のための売買を含む。）

に係る有価証券の引渡しについて、クリアリン

グ機構が必要と認めて証券決済未了を発生させ

てはならないと定める日においては、規程第１

２条に規定する繰延べを行うことができない。  

 

（引渡有価証券） 
第２条 規程第８条に規定する売買の決済のため

に引き渡す有価証券は、次の各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 株券（新株引受権証書、優先出資証券

及び優先出資引受権証書を含む。）は、売買

単位の券種の株券又は他の券種で各株券の表

示する株式数（優先出資の口数を含む。以下

同じ。）の合計が売買単位となるように組み

合わせたものとする。 

（２） 受益証券は、売買単位の券種であって、

かつ、無記名式のものとする。 

（３）～（５） （略） 

２  前項の規定にかかわらず、株券（優先出資証

券を含む。以下この項において同じ。）及び受

益証券の売買の決済において、指定清算参加者

が同意した場合には、非清算参加者は、他の券

種の株券又は受益証券を引き渡すことができ

る。 
 

（非清算参加者の決済の繰延べの取扱い） 

第６条 非清算参加者は、株券（株式会社証券保

管振替機構（以下「保管振替機構」という。）

が保管振替業において取り扱わない株券を除

く。）及び転換社債型新株予約権付社債券（業

務規程第８条第３項第２号に規定する転換社債

型新株予約権付社債券をいう。以下同じ。）（保

管振替機構が保管振替業において取り扱わない

転換社債型新株予約権付社債券を除く。）の普

通取引、立会外分売に係る売買及び立会外取引

特例第５条第２号に規定する日に決済を行う立

会外取引（それぞれの取引に係る過誤訂正等の

ための売買を含む。）に係る有価証券の引渡し
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２ 非清算参加者が前項に規定する取引以外の株

券等の売買に係る有価証券の引渡しの繰延べを

行った場合における当該繰延べに係る有価証券

の引渡しは、当該有価証券の引渡しを繰り延べ

た日から起算して５日目（新株引受権証書につ

いては２日目）の日（以下この条において「繰

延べに係る有価証券の引渡し期限」という。）

までに行うものとする。ただし、当該有価証券

の引渡しを繰り延べた日から繰延べに係る有価

証券の引渡し期限までの間に次の各号に掲げる

日が到来する場合の当該繰延べに係る有価証券

の引渡しは、指定清算参加者の承諾を受けたと

きを除き、当該各号に掲げる日の前日（当該各

号に掲げる日が休業日に当たるときは２日前の

日）までに行わなければならない。 

（１） 株主（優先出資者、受益者及び投資主

を含む。）の権利を確定するための基準日等

の日 

（２）・（３） （略） 

（４） 株券又は優先出資証券の発行者が営業

年度を１年とする法人である場合（商法（明

治３２年法律第４８号）第２９３条の５第１

項の規定により定款をもって営業年度中の一

定の日を定めている場合を除く。）において、

各営業年度の開始の日から起算して６か月を

経過した日 

 

 

（５） 利付転換社債型新株予約権付社債券の

利払期日の前日 

 

 

について、クリアリング機構が必要と認めて証

券決済未了を発生させてはならないと定める日

においては、規程第１２条に規定する繰延べを

行うことができない。                      

２ 非清算参加者が前項に規定する取引以外の株

券等の売買に係る有価証券の引渡しの繰延べを

行った場合における当該繰延べに係る有価証券

の引渡しは、当該有価証券の引渡しを繰り延べ

た日から起算して５日目（新株引受権証書につ

いては２日目）の日（以下この条において「繰

延べに係る有価証券の引渡し期限」という。）

までに行うものとする。ただし、当該有価証券

の引渡しを繰り延べた日から繰延べに係る有価

証券の引渡し期限までの間に次の各号に掲げる

日が到来する場合の当該繰延べに係る有価証券

の引渡しは、指定清算参加者の承諾を受けたと

きを除き、当該各号に掲げる日の前日（当該各

号に掲げる日が休業日に当たるときは２日前の

日）までに行わなければならない。 

（１） 株主（優先出資者、受益者を含む。）

の権利を確定するための基準日等の日 

 

（２）・（３） （略） 

（４） 株券又は優先出資証券（保管振替機構

が保管振替業において取扱わない株券又は優

先出資証券を除く。）の発行者が営業年度を

１年とする法人である場合（商法（明治３２

年法律第４８号）第２９３条の５第１項の規

定により定款をもって営業年度中の一定の日

を定めている場合を除く。）において、各営

業年度の開始の日から起算して６か月を経過

した日 

（５） 利付転換社債型新株予約権付社債券（保

管振替機構が保管振替業において取扱わない

転換社債型新株予約権付社債券を除く。）の

利払期日の前日 
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付  則 

この改正規定は、平成１６年 ８月２７日から

施行する。 
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制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（目的） 

第１条 この規則は、信用取引・貸借取引規程（以

下「規程」という。）第７条第２項及び第１０

条第２項の規定に基づき、制度信用銘柄及び貸

借銘柄の選定に関し、必要な事項を定める。 

 

（株券に係る制度信用銘柄の選定基準） 

第２条 株券（優先出資証券（協同組織金融機関

の発行する優先出資証券をいう。以下同じ。）

を含む。以下同じ。）が次の各号に適合する場

合は、既に制度信用銘柄に選定されているもの

を除きこれを制度信用銘柄に選定するものとす

る。 

（１）～（９） （略）         

２～４ （略） 

５ 第１項の規定にかかわらず、制度信用銘柄で

ない上場会社が、制度信用銘柄である上場会社

を吸収合併する場合又は制度信用銘柄である上

場会社を完全子会社とする株式交換を行う場合

における当該制度信用銘柄でない上場会社の株

券に対する合併又は株式交換の後最初の選定審

査においては、次の各号に適合するときに、こ

れを制度信用銘柄に選定するものとする。 

（１） 第１項第１号及び第５号から第９号に

適合する銘柄であるとき。 

（２） （略） 

６ 第１項の規定にかかわらず、制度信用銘柄の

株券の発行者が発行する新株が既に上場されて

いるか又は新たに上場されることになった場合

は、本所は当該新株を制度信用銘柄に選定する

ことができる。 

 

 

（目的） 

第１条 この規則は、信用取引・貸借取引規程第

７条第２項及び第１０条第２項の規定に基づ

き、制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関し、

必要な事項を定める。 

 

（制度信用銘柄の選定基準） 

第２条 上場株券（優先出資証券（協同組織金融

機関の発行する優先出資証券をいう。以下同

じ。）を含む。以下同じ。）が、次の各号に適

合する場合は、既に制度信用銘柄に選定されて

いるものを除きこれを制度信用銘柄に選定する

ものとする。 

（１）～（９） （略） 

２～４ （略） 

５ 第１項の規定にかかわらず、制度信用銘柄で

ない上場会社が、制度信用銘柄である上場会社

を吸収合併する場合又は制度信用銘柄である上

場会社を完全子会社とする株式交換を行う場合

における当該制度信用銘柄でない上場会社の株

券に対する合併又は株式交換の後最初の選定審

査においては、次の各号に適合するときに、こ

れを制度信用銘柄に選定するものとする。 

（１） 第１項第１号、第５号、第６号、第８号

及び第９号に適合する銘柄であるとき。 

（２） （略） 

６ 第１項の規定にかかわらず、制度信用銘柄の

株券の発行者が発行する新株が既に上場されて

いるか又は新たに上場されることになった場合

は、当該新株を制度信用銘柄に選定するものと

する。 
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（不動産投資信託証券に係る制度信用銘柄の選定

基準） 

第２条の２ 不動産投資信託証券（投資者の資金

を主として不動産関連資産に対する投資として

運用することを目的とする投資信託の受益証券

又は投資証券をいう。以下同じ。）が次の各号

に適合する場合は、既に制度信用銘柄に選定さ

れているものを除きこれを制度信用銘柄に選定

するものとする。 

（１） 上場受益権口数又は上場投資口口数が

２，０００口以上の銘柄であるとき。 

（２） 受益権又は投資口の分布状況が次のａ

及びｂに適合する銘柄であるとき。 

  ａ 大口受益者（所有する受益権口数の多い

順に１０名の受益者をいう。以下同じ。）

が所有する受益権の総口数又は大口投資主

（所有する投資口口数の多い順に１０名の

投資主をいう。以下同じ。）が所有する投

資口の総口数が、上場受益権口数又は上場

投資口口数の８０％以下であるとき。 

 ｂ 受益者数（大口受益者を除く。以下同じ。）

又は投資主数（大口投資主を除く。以下同

じ。）が３００人以上であるとき。 

（３） その銘柄について作成された最近の損

益及び剰余金計算書又は損益計算書におい

て、投資信託受益証券の場合には、投資信託

財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、

付属明細表並びに運用報告書に関する規則

（平成１２年総理府令第１３３号）第５１条

第３項により記載される「当期利益」を、投

資証券の場合には、投資法人の貸借対照表、

損益計算書、資産運用報告書、金銭の分配に

係る計算書及び付属明細書に関する規則（平

成１２年総理府令第１３４号）第５６条第３

項により記載される「当期利益」が計上され

ている銘柄であるとき。 

 

 

（新設） 
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（４） その銘柄の直前計算期間又は直前営業

期間の末日における資産総額が５０億円以

上、純資産総額が１０億円以上である銘柄で

あるとき。この場合において、不動産投資信

託証券に関する有価証券上場規程の特例の取

扱い（以下「不動産投信特例取扱い」という。）

３．（１）の規定は、資産総額及び純資産総

額の算定について準用する。 

（５） 第４条の規定による選定の日以後の日

に上場廃止となることが確実と認められる銘

柄以外の銘柄であるとき。 

（６） 上場廃止の基準に該当するおそれがあ

り監理ポストに割り当てられている銘柄及び

同基準に該当し整理ポストに割り当てられて

いる銘柄以外の銘柄であるとき。 

（７） 不動産投信特例取扱い８．（７）ａに

定める猶予期間内にある銘柄以外の銘柄であ

るとき。 

（８） 売買について規制措置がとられている

銘柄以外の銘柄であるとき。 
（９） その他制度信用銘柄として適当でない

と認められる銘柄以外の銘柄であるとき。 

２ 株券上場審査基準の取扱い２．（２）ａの（ｅ）

及び同ｄの規定は前項第２号に規定する大口受

益者が所有する受益権の総口数又は大口投資主

が所有する投資口の総口数及び受益者数又は投

資主数について、株券上場審査基準の取扱い２．

（６）ｄの規定は前項第３号に規定する利益の

額について、株券上場廃止基準の取扱い１．

（５）ｂの規定は前項第４号に規定する資産総

額及び純資産総額について、それぞれ準用する。

この場合において、株券上場審査基準の取扱い

２．（２）ａの（ｅ）及び同ｄの規定中「少数

特定者持株数」とあるのは「大口受益者が所有

する受益権の総口数又は大口投資主が所有する

投資口の総口数」と、「株主数」とあるのは「受
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益者数又は投資主数」と、「株主名簿」とある

のは「受益者名簿又は投資主名簿」と、「新規

上場申請者」とあるのは「上場不動産投資信託

証券の発行者」と、株券上場審査基準の取扱い

２．（２）ａの（ｅ）中「株主」とあるのは「受

益者又は投資主」と、株券上場審査基準の取扱

い２．（２）ｄ中「株式数」とあるのは「受益

権口数又は投資口口数」と、株券上場審査基準

の取扱い２．（２）ａの（ｅ）中「株式」とあ

るのは「受益権又は投資口」と、株券上場審査

基準の取扱い２．（２）ｄ中「株券」とあるの

は「不動産投資信託証券」と、「５０単位」と

あるのは「５０口」と、「株式の分布状況表」

とあるのは「不動産投資信託証券の分布状況表」

と、「株式の分布状況」とあるのは「受益券又

は投資口の分布状況」と、株券上場廃止基準の

取扱い１．（５）ｂ中「株主資本（純資産）」

とあるのは「純資産総額」と読み替えるものと

する。 

３ 審査対象計算期間又は審査対象営業期間後か

ら第４条第１項及び第３項（第４条第１項に係

るものに限る。）に定める日の属する月の前々

月の末日までに公募若しくは売出し又は数量制

限付分売を行われた上場不動産投資信託証券で

あって、当該期間内に当該公募若しくは売出し

の内容又は数量制限付分売の結果について証す

る書面を提出したものについて適用するものと

し、大口受益者が所有する受益権の総口数又は

大口投資主が所有する投資口の総口数及び受益

者数又は投資主数については、次の各号に定め

るところにより取り扱うものとする。この場合

において、最近の受益者名簿又は投資主名簿の

閉鎖時又は基準日における上場受益権口数又は

投資口口数に当該公募に係る受益権口数又は投

資口口数を加算した受益権口数又は投資口口数

を、最近の受益者名簿又は投資主名簿の閉鎖時
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又は基準日における上場受益権口数又は投資口

口数とみなすものとする。 

（１） 大口受益者が所有する受益権の総口数

又は大口投資主が所有する投資口の総口数に

ついては、上場不動産投資信託証券の発行者

が本所に提出した｢不動産投資信託証券の分

布状況表｣に記載された受益権口数又は投資

口口数に、当該公募若しくは売出し又は数量

制限付分売により増減した受益権口数又は投

資口口数を加減した受益権口数又は投資口口

数に基づき算出した大口受益者が所有する受

益権の総口数又は大口投資主が所有する投資

口の総口数を最近の受益者名簿又は投資主名

簿の閉鎖時又は基準日における大口受益者が

所有する受益権の総口数又は大口投資主が所

有する投資口の総口数とみなすものとする。 

（２） 受益者数又は投資主数については、上

場不動産投資信託証券の発行者が本所に提出

した｢不動産投資信託証券の分布状況表｣に記

載された受益者数又は投資主数に、当該公募

若しくは売出し又は数量制限付分売に係る受

益者数又は投資主数（数量制限付分売につい

ては、本所が認めた人数）を加算した受益者

数又は投資主数を最近の受益者名簿又は投資

主名簿の閉鎖時又は基準日における受益者数

又は投資主数とみなすものとする。 

４ 第１項の規定にかかわらず、不動産投資信託

証券に関する有価証券上場規程の特例（以下「不

動産投信特例」という。）第４条第２項の規定

の適用を受けて上場される投資証券（同項にお

いて定める行為の当事者の発行する投資証券が

制度信用銘柄である場合に限る。）に対する最

初の選定審査においては、次の各号に適合する

ときに、これを制度信用銘柄に選定するものと

する。 

 （１） 第１項第１号及び第９号に適合する銘
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柄であるとき。 

 （２） 投資口の分布状況が、上場後最初に終

了する営業期間の末日までに第５条の２第１

項第２号の規定に該当しない見込みのある銘

柄であるとき。 

５ 第１項の規定にかかわらず、制度信用銘柄で

ない上場投資法人(本所に上場している投資証

券(投資者の資金を主として不動産関連資産に

対する投資として運用することを目的とする投

資証券をいう。)の発行者である投資法人をい

う。以下同じ。)が、制度信用銘柄である上場投

資法人を吸収合併する場合における当該制度信

用銘柄でない上場投資法人の投資証券に対する

合併後最初の選定審査においては、次の各号に

適合するときに、それを制度信用銘柄に選定す

るものとする。 

（１） 第１項第１号及び第５号から第９号ま

での各号に適合する銘柄であるとき。 

（２） 投資口の分布状況が、合併後最初に終

了する営業期間の末日までに第５条の２第１

項第２号の規定に該当しない見込みのある銘

柄であるとき。 

６ 第１項の規定にかかわらず、制度信用銘柄の

不動産投資信託証券の発行者が発行する新不動

産投資信託証券が既に上場されているか又は新

たに上場されることになった場合は、本所は当

該新不動産投資信託証券を制度信用銘柄に選定

することができる。 

 

（株券に係る貸借銘柄の選定基準） 

第３条 制度信用銘柄である株券のうち地場銘柄

（九州・山口及び沖縄に本社又は主要事業所を

有する銘柄をいう。以下同じ。）が、次の各号

に適合する場合は、既に貸借銘柄に選定されて

いるものを除きこれを貸借銘柄に選定するもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借銘柄の選定基準） 

第３条 制度信用銘柄である株券のうち地場銘柄

（九州・山口及び沖縄に本社又は主要事業所を

有する銘柄をいう。以下同じ。）が、次の各号

に適合する場合は、既に貸借銘柄に選定されて

いるものを除きこれを貸借銘柄に選定するもの

とする。 
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 （１）～（３） （略） 

 （４） 各銘柄の決算期を含む月の翌々月の末

日からさかのぼって原則として６か月間にお

ける売買高が次のａ又はｂに適合する銘柄で

あるとき。 
   ａ 本所の市場における月平均売買高（当

該銘柄の市場内売買の売買高合計の月割

高をいう。この号、第７項第３号ａ、第

３条の２第１項第４号及び同条第６項第

３号ａにおいて以下同じ。）が５単位以

上であるとき。 

ｂ （略） 

（５）・（６） （略） 

（７） 第４条の規定による選定の日以後の日

に上場廃止となることが確実と認められる銘

柄以外の銘柄であるとき。        

（８）～（１２） （略） 

２～７ （略） 

 

（不動産投資信託証券に係る貸借銘柄の選定基

準） 

第３条の２ 制度信用銘柄である不動産投資信託

証券が次の各号に適合する場合は、既に貸借銘

柄に選定されているものを除きこれを貸借銘柄

に選定するものとする。 

（１） 上場後６か月間を経過している銘柄で

あるとき。 

（２） 上場受益権口数又は上場投資口口数が

１万口以上の銘柄であるとき。 

（３） 受益権又は投資口の分布状況が次のａ

及びｂに適合する銘柄であるとき。 

 ａ 大口受益者が所有する受益権の総口数又

は大口投資主が所有する投資口の総口数

が、上場受益権口数又は上場投資口口数の

７５％以下であるとき。 

  ｂ 受益者数又は投資主数が、１，０００人

 （１）～（３） （略） 

 （４） 各銘柄の決算期を含む月の翌々月の末

日からさかのぼって原則として６か月間にお

ける売買高が次のａ又はｂに適合する銘柄で

あるとき。 
   ａ 本所の市場における月平均売買高（当

該銘柄の市場内売買の売買高合計の月割

高をいう。以下同じ。）が５単位以上で

あるとき。 

 

 

ｂ （略） 

（５）・（６） （略） 

（７） 次条の規定による選定の日以後の日に

上場廃止となることが確実と認められる銘柄

以外の銘柄であるとき。       

（８）～（１２） （略） 

２～７ （略） 

 

 

 

（新設） 
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以上であるとき。 

（４） 各銘柄の計算期間又は営業期間の末日

を含む月の翌々月の末日からさかのぼって原

則として６か月間における売買高が次のａ又

はｂに適合する銘柄であるとき。 

  ａ 本所の市場における月平均売買高が５口

以上であるとき。 

 ｂ 本所及び国内の他の証券取引所に上場さ

れている不動産投資信託証券について、本

所及び当該他の証券取引所における月平均

売買高の合計が１０口以上であるとき。 

（５） 第２条の２第１項第３号に適合する銘

柄であるとき。 

（６） 資産総額及び純資産総額が第２条の２

第１項第４号に適合する銘柄であるとき。 

（７） 第４条の規定による選定の日以後の日

に上場廃止となることが確実と認められる銘

柄以外の銘柄であるとき。 

（８） 上場廃止の基準に該当するおそれがあ

り監理ポストに割り当てられている銘柄及び

同基準に該当し整理ポストに割り当てられて

いる銘柄以外の銘柄であるとき。 

（９） 不動産投信特例取扱い８．（７）ａに

定める猶予期間内にある銘柄以外の銘柄であ

るとき。 

（１０） 売買又は信用取引について規制措置

がとられている銘柄以外の銘柄であるとき。 

（１１） 貸不動産投資信託証券調達可能量か

らみて貸借銘柄として適当でないと認められ

る銘柄以外の銘柄であるとき。 
（１２） その他貸借銘柄として適当でないと

認められる銘柄以外の銘柄であるとき。 

２ 株券上場審査基準の取扱い２．（２）ａの（ｅ）

及び同ｄの規定は前項第３号に規定する大口受

益者が所有する受益権の総口数又は大口投資主

が所有する投資口の総口数及び受益者数又は投
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資主数について、株券上場審査基準の取扱い２．

（６）ｄの規定は前項第５号に規定する利益の

額について、株券上場廃止基準の取扱い１．

（５）ｂの規定は前項第６号に規定する資産総

額及び純資産総額について、それぞれ準用する。

この場合において、株券上場審査基準の取扱い

２．（２）ａの（ｅ）及び同ｄの規定中「少数

特定者持株数」とあるのは「大口受益者が所有

する受益権の総口数又は大口投資主が所有する

投資口の総口数」と、「株主数」とあるのは「受

益者数又は投資主数」と、「株主名簿」とある

のは「受益者名簿又は投資主名簿」と、「新規

上場申請者」とあるのは「上場不動産投資信託

証券の発行者」と、株券上場審査基準の取扱い

２．（２）ａの（ｅ）中「株主」とあるのは「受

益者又は投資主」と、株券上場審査基準の取扱

い２．（２）ｄ中「株式数」とあるのは「受益

権口数又は投資口口数」と、株券上場審査基準

の取扱い２．（２）ａの（ｅ）中「株式」とあ

るのは「受益権又は投資口」と、株券上場審査

基準の取扱い２．（２）ｄ中「株券」とあるの

は「不動産投資信託証券」と、「５０単位」と

あるのは「５０口」と、「株式の分布状況表」

とあるのは「不動産投資信託証券の分布状況表」

と、「株式の分布状況」とあるのは「受益券又

は投資口の分布状況」と、株券上場廃止基準の

取扱い１．（５）ｂ中「株主資本（純資産）」

とあるのは「純資産総額」と読み替えるものと

する。 

３ 審査対象計算期間又は審査対象営業期間後か

ら第４条第１項及び第３項（第４条第１項に係

るものに限る。）に定める日の属する月の前々

月の末日までに公募若しくは売出し又は数量制

限付分売を行われた上場不動産投資信託証券で

あって、当該期間内に当該公募若しくは売出し

の内容又は数量制限付分売の結果について証す
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る書面を提出したものについて適用するものと

し、大口受益者が所有する受益権の総口数又は

大口投資主が所有する投資口の総口数及び受益

者数又は投資主数については、次の各号に定め

るところにより取り扱うものとする。この場合

において、最近の受益者名簿又は投資主名簿の

閉鎖時又は基準日における上場受益権口数又は

投資口口数に当該公募に係る受益権口数又は投

資口口数を加算した受益権口数又は投資口口数

を、最近の受益者名簿又は投資主名簿の閉鎖時

又は基準日における上場受益権口数又は投資口

口数とみなすものとする。 

（１） 大口受益者が所有する受益権の総口数

又は大口投資主が所有する投資口の総口数に

ついては、上場不動産投資信託証券の発行者

が本所に提出した｢不動産投資信託証券の分

布状況表｣に記載された受益権口数又は投資

口口数に、当該公募若しくは売出し又は数量

制限付分売により増減した受益権口数又は投

資口口数を加減した受益権口数又は投資口口

数に基づき算出した大口受益者が所有する受

益権の総口数又は大口投資主が所有する投資

口の総口数を最近の受益者名簿又は投資主名

簿の閉鎖時又は基準日における大口受益者が

所有する受益権の総口数又は大口投資主が所

有する投資口の総口数とみなすものとする。 

（２） 受益者数又は投資主数については、上

場不動産投資信託証券の発行者が本所に提出

した｢不動産投資信託証券の分布状況表｣に記

載された受益者数又は投資主数に、当該公募

若しくは売出し又は数量制限付分売に係る受

益者数又は投資主数（数量制限付分売につい

ては、本所が認めた人数）を加算した受益者

数又は投資主数を最近の受益者名簿又は投資

主名簿の閉鎖時又は基準日における受益者数

又は投資主数とみなすものとする。 
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４ 第１項の規定にかかわらず、不動産投信特例

第４条第２項の規定の適用を受けて上場される

投資証券（同項において定める行為の当事者の

発行する投資証券が貸借銘柄である場合に限

る。）に対する最初の選定審査においては、次

の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選

定するものとする。 

 （１） 第１項第２号、第１１号及び第１２号

に適合する銘柄であるとき。 

 （２） 投資口の分布状況が、上場後最初に終

了する営業期間の末日までに第６条の２第１

項第２号の規定に該当しない見込みのある銘

柄であるとき。 

５ 第１項の規定にかかわらず、貸借銘柄でない

上場投資法人が、貸借銘柄である上場投資法人

を吸収合併する場合における当該貸借銘柄でな

い投資法人の投資証券に対する合併後最初の選

定審査においては、次の各号に適合するときに、

これを貸借銘柄に選定するものとする。 

（１） 第１項第２号及び第７号から第１２号

までの各号に適合する銘柄であるとき。 

（２） 投資口の分布状況が、合併後最初に終

了する営業期間の末日までに第６条の２第１

項第２号の規定に該当しない見込みのある銘

柄であるとき。 

６ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の証券

取引所に上場されていた若しくは上場されてい

る不動産投資信託証券（以下「他市場上場不動

産投資信託証券」という。）又は日本証券業協

会に登録されていた不動産投資信託証券（以下

「店頭登録不動産投資信託証券」という。）に

対する上場後最初の選定審査においては、次の

各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定

するものとする。 

 （１） 国内の他の証券取引所における上場の

日又は日本証券業協会における登録の日から
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本所における上場の日までの期間が６か月を

超えている銘柄であるとき。 

 （２） 第１項第２号、第３号、第５号及び第

７号から第１２号までの各号に適合する銘柄

であるとき。 

 （３） 当該銘柄の上場日を含む月の前月の末

日からさかのぼって原則として６か月間にお

ける売買高が、次のａ又はｂに掲げる銘柄の

区分に従い、当該ａ又はｂに適合する銘柄で

あるとき。 

ａ 他市場上場不動産投資信託証券 

   他の証券取引所のいずれかにおける月平

均売買高が１０口以上であるとき。 

ｂ 店頭登録不動産投資信託証券 

   月平均売買高（日本証券業協会が公表し

た当該銘柄の売買高合計の月割高をいう。）

が、１０口以上であるとき。 

 

（選定の時期） 

第４条 第２条及び第２条の２の規定による制度

信用銘柄の選定並びに第３条及び第３条の２の

規定による貸借銘柄の選定は、毎月１回、各銘

柄の決算期（不動産投資信託証券にあっては、

計算期間又は営業期間の末日）を含む月の翌月

から起算して６か月目の月の初日（初日が休業

日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。）

に行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定は、当該各号

に定める日に行う。 

（１） 第２条第１項及び第２条の２第１項の

規定に適合する新規上場銘柄の制度信用銘柄

の選定 

当該銘柄が上場された日 

（２） （略） 
（３） 第２条第４項及び第２条の２第４項の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（選定の時期） 

第４条 前２条の規定による制度信用銘柄及び貸

借銘柄の選定は、毎月１回、各銘柄の決算期を

含む月の翌月から起算して６か月目の月の初日

（初日が休業日に当たるときは、順次繰り下げ

る。以下同じ。）に行う。 

 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定は、当該各号

に定める日に行う。 

（１） 第２条第１項の規定に適合する新規上

場銘柄の制度信用銘柄の選定 

 

当該銘柄が上場された日 

（２） （略） 
（３） 第２条第４項の規定による制度信用銘
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規定による制度信用銘柄の選定並びに第３条

第５項及び第３条の２第４項の規定による貸

借銘柄の選定 

   当該銘柄が上場された日 

（４） 第２条第５項及び第２条の２第５項の

規定による制度信用銘柄の選定並びに第３条

第６項及び第３条の２第５項の規定による貸

借銘柄の選定 

合併又は株式交換により発行される株券又

は投資証券が上場された日 

（５） 第３条第７項及び第３条の２第６項の

規定による貸借銘柄の選定 

   当該銘柄の上場後最初の約定値段が決定さ

れた日（国内の他の証券取引所と同時に新規

上場された銘柄は、他の証券取引所で約定値

段が決定された場合を含む。以下同じ。）の

翌日（休業日に当たるときは、順次繰り下げ

る。） 

（６） 第２条第６項及び第２条の２第６項の

規定による制度信用銘柄の選定 

ａ 新株券又は新不動産投資信託証券が既に

上場されている場合 

当該新株券又は新不動産投資信託証券の

発行者が発行する株券又は不動産投資信託

証券を制度信用銘柄に選定した日 

ｂ 新株券又は新不動産投資信託証券が新た

に上場されることとなった場合 

当該新株券又は新不動産投資信託証券が

上場された日 

３ 第１項の制度信用銘柄の選定及び貸借銘柄の

選定（決算期の末日（不動産投資信託証券にあ

っては、計算期間又は営業期間の末日。以下同

じ。）の３日前（休業日を除外する。以下日数

計算について同じ。）の日（決算期の末日が休

業日に当たるときは決算期の末日の４日前の

日）以後に上場された銘柄のうち、上場後最初

柄の選定及び第３条第５項の規定による貸借

銘柄の選定 

 

   当該銘柄が上場された日 

（４） 第２条第５項の規定による制度信用銘

柄の選定及び第３条第６項の規定による貸借

銘柄の選定 

 

合併又は株式交換により発行される株券

が上場された日 

（５） 第３条第７項の規定による貸借銘柄の

選定 

当該銘柄の上場後最初の約定値段が決定

された日（国内の他の証券取引所と同時に新

規上場された銘柄は、他の証券取引所で約定

値段が決定された場合を含む。以下同じ。）

の翌日（休業日に当たるときは、順次繰り下

げる。） 

（６） 第２条第６項の規定による制度信用銘

柄の選定 

ａ 新株が既に上場されている場合 

 

当該新株の発行者が発行する株券を制度

信用銘柄に選定した日 

 

ｂ 新株が新たに上場されることとなった場

合 

当該新株が上場された日 

 

３ 第１項の制度信用銘柄の選定及び貸借銘柄の

選定（決算期の末日の３日前（休業日を除外す

る。以下日数計算について同じ。）の日（決算

期の末日が休業日に当たるときは決算期の末日

の４日前の日）以後に上場された銘柄のうち、

上場後最初の同項に定める日において上場後最

初の選定審査を行うものに係る選定を除く。）
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の同項に定める日において上場後最初の選定審

査を行うものに係る選定を除く。）並びに第２

項第２号及び第５号の制度信用銘柄の選定及び

貸借銘柄の選定は、これらの規定に定める日の

ほか、その翌日からその３か月目の月の応当日

までの間にそれぞれ行うことができる。 

 

（制度信用銘柄である株券の選定取消基準） 

第５条 制度信用銘柄である株券が、次の各号の

いずれかに該当する場合は、制度信用銘柄の選

定を取り消すものとする。 

（１）～（４） （略） 

２ （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず、第２条第６項の

規定により制度信用銘柄に選定された新株が第

１項第１号又は第２号に該当する場合は、制度

信用銘柄の選定の取消しは行わない。 

 

（制度信用銘柄である不動産投資信託証券の選定

取消基準） 

第５条の２ 制度信用銘柄である不動産投資信託

証券が、次の各号のいずれかに該当する場合は、

制度信用銘柄の選定を取り消すものとする。 

（１） 上場受益権口数又は上場投資口口数が

２，０００口に満たない銘柄であるとき。 

（２） 受益権又は投資口の分布状況が次のａ

又はｂのいずれかに該当する銘柄であると

き。 

  ａ 大口受益者が所有する受益権の総口数又

は大口投資主が所有する投資口の総口数

が、上場受益権口数又は上場投資口口数の

８０％を超えるとき。 

 ｂ 受益者数又は投資主数が、１５０人に達

しないとき。 

（３） 上場廃止が決定された銘柄であるとき。 

（４） その他制度信用銘柄として適当でない

並びに第２項第２号及び第５号の制度信用銘柄

の選定及び貸借銘柄の選定は、これらの規定に

定める日のほか、その翌日からその３ヶ月目の

月の応当日までの間にそれぞれ行うことができ

る 

 

 

（制度信用銘柄の選定取消基準） 

第５条 制度信用銘柄が、次の各号のいずれかに

該当する場合は、制度信用銘柄の選定を取り消

すものとする。 

（１）～（４） （略） 

２ （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず、第２条第７項の

規定により制度信用銘柄に選定された新株が第

１項第１号又は第２号に該当する場合は、制度

信用取引銘柄の選定の取消しは行わない。  

 

 

 

（新設） 
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と認められる銘柄であるとき。 

２ 株券上場廃止基準の取扱い１．（１）ｃの規

定は、前項第１号に規定する上場受益権口数又

は上場投資口口数について、株券上場廃止基準

の取扱い１．（２）ｅの規定は前項第２号ｂに

規定する受益者数又は投資主数について、それ

ぞれ準用する。この場合において、株券上場廃

止基準の取扱い１．（１）ｃ中「上場株式数」

とあるのは「上場受益権口数又は上場投資口口

数」と、「２，０００単位」とあるのは「２，

０００口」と、「減少に関する株主総会決議に

ついての書面による報告」とあるのは「減少が

確定した旨の上場受益証券の発行者からの書面

による報告又は減少に関する投資主総会の決議

についての上場投資法人からの書面による報

告」と、株券上場廃止基準の取扱い１．（１）

ｃ及び（２）ｅの規定中「上場会社」とあるの

は「不動産投資信託証券の発行者」と、株券上

場廃止基準の取扱い１．（２）ｅ中「株主数」

とあるのは「受益者数又は投資主数」と、「株

式」とあるのは「受益権又は投資口」と、「株

主名簿」とあるのは「受益者名簿又は投資主名

簿」と、「株主」とあるのは「受益者又は投資

主」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、第２条の２第６

項の規定により制度信用銘柄に選定された新不

動産投資信託証券が第１項第１号又は第２号に

該当する場合は、制度信用銘柄の選定の取消し

は行わない。 

 

（貸借銘柄である株券の選定取消基準） 

第６条 上場銘柄のうち地場銘柄である貸借銘柄

である株券が、次の各号のいずれかに該当する

場合は、貸借銘柄の選定を取り消すものとする。 

 （１）～（４） （略） 

２・３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借銘柄の選定取消基準） 

第６条 上場銘柄のうち地場銘柄である貸借銘柄

が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸

借銘柄の選定を取り消すものとする。 

 （１）～（４） （略） 

２ ・３ （略） 
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（貸借銘柄である不動産投資信託証券の選定取消

基準） 

第６条の２ 貸借銘柄である不動産投資信託証券

が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸

借銘柄の選定を取り消すものとする。 

（１） 上場受益権口数又は上場投資口口数が

１万口に満たない銘柄であるとき。 

（２） 受益権又は投資口の分布状況が次のａ

又はｂのいずれかに該当する銘柄であると

き。 

  ａ 大口受益者が所有する受益権の総口数又

は大口投資主が所有する投資口の総口数

が、上場受益権口数又は上場投資口口数の

８０％を超えるとき。 

  ｂ 受益者数又は投資主数が、６００人に達

しないとき。 

（３） 上場廃止が決定された銘柄であるとき。 

（４） その他貸借銘柄として適当でないと認

められる銘柄であるとき。 

２ 株券上場廃止基準の取扱い１．（１）ｃの規

定は、前項第１号に規定する上場受益権口数又

は上場投資口口数について、並びに株券上場廃

止基準の取扱い１．（２）ｅの規定は、前項第

２号ｂに規定する受益者数又は投資主数につい

て、それぞれ準用する。この場合において、株

券上場廃止基準の取扱い１．（１）ｃ中「上場

株式数」とあるのは「上場受益権口数又は上場

投資口口数」と、「２，０００単位」とあるの

は「１万口」と、「減少に関する株主総会決議

についての書面による報告」とあるのは「減少

が確定した旨の上場受益証券の発行者からの書

面による報告又は減少に関する投資主総会の決

議についての上場投資法人からの書面による報

告」と、株券上場廃止基準の取扱い１．（１）

ｃ及び（２）ｅの規定中「上場会社」とあるの

 

 

 

（新設） 
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は「不動産投資信託証券の発行者」と、株券上

場廃止基準の取扱い１．（２）ｅ中「株主数」

とあるのは「受益者数又は投資主数」と、「株

式」とあるのは「受益権又は投資口」と、「株

主名簿」とあるのは「受益者名簿又は投資主名

簿」と、「株主」とあるのは「受益者又は投資

主」と読み替えるものとする。 

 

（株券に係る選定取消基準の特例） 

第７条 第５条第１項及び第６条第１項の規定に

かかわらず、株券の制度信用銘柄又は貸借銘柄

が第５条第１項第２号又は第６条第１項第２号

に該当するときは、原則として該当した決算期

の翌日から起算して１か年目の日（決算期の変

更により当該１か年目の日が当該銘柄の株券の

発行者の決算期に当たらないときは、当該１か

年目の日後最初に到来する決算期）までの期間

（以下この条において「猶予期間」という。）

を通じてこれらの規定に該当したと認められる

場合を除き、制度信用銘柄又は貸借銘柄の選定

の取消しは行わない。 

２ 株券上場廃止基準の取扱い１．(２)ｄ、ｉ、

ｊ、ｋ及びｌの規定は、第５条第１項第２号及

び前第６条第１項第２号に該当し猶予期間に入

った制度信用銘柄又は貸借銘柄について準用す

る。 

 

（不動産投資信託証券に係る選定基準の特例） 

第７条の２ 第５条の２第１項及び第６条の２第

１項の規定にかかわらず、制度信用銘柄又は貸

借銘柄が第５条の２第１項第２号又は第６条の

２第１項第２号に該当するときは、原則として

該当した計算期間又は営業期間の末日の翌日か

ら起算して１か年目の日（計算期間又は営業期

間の変更により当該１か年目の日が上場不動産

投資信託証券の計算期間又は営業期間の最終日

 
 
 
 
 
 
 
 
（選定取消基準の特例） 
第７条 第５条第１項及び第６条第１項の規定に

かかわらず、制度信用銘柄又は貸借銘柄が第５

条第１項第２号又は第６条第１項第２号に該当

するときは、原則として該当した決算期の翌日

から起算して１か年目の日（当該銘柄の株券が

機構取扱株券である場合であって、決算期の変

更により当該１か年目の日が当該株券の発行者

の決算期に当たらないときは、当該１か年目の

日後最初に到来する決算期）までの期間（以下

「猶予期間」という。）を通じてこれらの規定

に該当したと認められる場合を除き、制度信用

銘柄及び貸借銘柄の選定の取消しは行わない。 

２ 株券上場廃止基準の取扱い１．(２)ｄ、ｉ、

ｊ、ｋ及びｌの規定は、第５条第１項第２号及

び前第６条第１項第２号に該当し、猶予期間に

入った制度信用銘柄又は貸借銘柄について準用

する。 

 

 

（新設） 
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に当たらないときは、当該１か年目の日後最初

に到来する計算期間又は営業期間）までの期間

（以下この条において「猶予期間」という。）

を通じてこれらの規定に該当したと認められる

場合を除き、制度信用銘柄又は貸借銘柄の選定

の取消しは行わない。 

２ 株券上場廃止基準の取扱い１．(２)ｄ、ｉ、

ｊ及びｌの規定は、第５条の２第１項第２号又

は第６条の２第１項第２号に該当し猶予期間に

入った銘柄について準用する。この場合におい

て、株券上場廃止基準の取扱い１．(２)ｄ及び

ｌの規定中「少数特定者持株数」とあるのは「大

口受益者が所有する受益権の総口数又は大口投

資主が所有する投資口の総口数」と、株券上場

廃止基準の取扱い１．(２)ｄ、ｉ及びｌの規定

中「上場会社」とあるのは「上場不動産投資信

託証券の発行者」と、株券上場廃止基準の取扱

い１．(２)ｄ、ｉ及びｊの規定中「株主名簿」

とあるのは「受益者名簿又は投資主名簿」と、

株券上場廃止基準の取扱い１．(２)ｄ、ｊ及び

ｌの規定中「上場株式数」とあるのは「上場受

益権口数又は上場投資口口数」と、株券上場廃

止基準の取扱い１．(２)ｄ中「株式数」とある

のは「受益権口数又は投資口口数」と、株券上

場廃止基準の取扱い１．(２)ｄ及びｉの規定中

「株式」とあるのは「受益権又は投資口」と、

株券上場廃止基準の取扱い１．(２)ｄ中「大株

主上位１０名及び役員」とあるのは「大口受益

者又は大口投資主」と、「大株主上位１０名又

は役員」とあるのは「大口受益者又は大口投資

主」と、株券上場廃止基準の取扱い１．(２)i、

ｊ及びｌの規定中「株主数」とあるのは「受益

者数又は投資主数」と、株券上場廃止基準の取

扱い１．(２)ｌ中「株式数」とあるのは「受益

権口数又は投資口口数」と、「株式の分布状況

表」とあるのは「不動産投資信託証券の分布状
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況表」と、「株主」あるのは「受益者又は投資

主」と、株券上場廃止基準の取扱い１．(２)ｊ

中「株式分割」とあるのは「受益権の分割又は

投資口の分割」と読み替えるものとする。 

 

（選定取消しの時期） 

第８条 第５条第１項第１号若しくは第４号、第

５条の２第１項第１号若しくは第４号、第６条

第１項第１号若しくは第４号又は第６条の２第

１項第１号若しくは第４号に該当した場合の制

度信用銘柄又は貸借銘柄の選定の取消しは、本

所がその都度定める日に行う。 

２ 第７条及び前条に規定する猶予期間を通じて

第５条第１項第２号、第５条の２第１項第２号、

第６条第１項第２号又は第６条の２第１項第２

号に該当したと認められる場合の制度信用銘柄

又は貸借銘柄の選定の取消しは、当該猶予期間

の最終日の属する月の翌月から起算して５か月

目の月の初日に行う。ただし、第７条第２項及

び前条第２項において準用する株券上場廃止基

準の取扱い１．(２)ｊ並びに第７条第２項にお

いて準用する株券上場廃止基準の取扱い１．

(２)ｋに定める決議を行った銘柄のうち、本所

が当該５か月目の月の初日に選定取消しを行う

ことが適当でないと認めた銘柄については、本

所がその都度定める日とする。 

３ 第５条第１項第３号、第５条の２第１項第３

号、第６条第１項第３号又は第６条の２第１項

第３号に該当した場合の制度信用銘柄又は貸借

銘柄の選定の取消しは、当該銘柄の上場廃止が

決定された日の翌日に行う。 

 

（選定又は選定取消しの資料） 

第９条 第２条から第３条の２までの規定による

選定及び第５条から第６条の２までの規定によ

る選定の取消しは、選定の日又は選定取消しの

 

 

 

 

 

（選定取消しの時期） 

第８条 第５条第１項第１号若しくは第４号又は

第６条第１項第１号若しくは第４号に該当した

場合の制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定の取消

しは、本所がその都度定める日に行う。 

 

 

２ 猶予期間を通じて第５条第１項第２号又は第

６条第１項第２号に該当したと認められる場合

の制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定の取消し

は、当該猶予期間の最終日の属する月の翌月か

ら起算して５か月目の月の初日に行う。ただし、

前条第２項において準用する株券上場廃止基準

の取扱い１．(２)ｊ及びｋに定める決議を行っ

た銘柄のうち、本所が当該５か月目の月の初日

に選定取消しを行うことが適当でないと認めた

銘柄については、本所がその都度定める日とす

る。 

 

 

 

３ 第５条第１項第３号又は第６条第１項第３号

に該当した場合の制度信用銘柄又は貸借銘柄の

選定の取消しは、当該銘柄の上場廃止が決定さ

れた日の翌日に行う。 

 

 

（選定又は選定取消しの資料） 

第９条 第２条及び第３条の規定による選定並び

に第５条第１項及び第６条第１項の規定による

選定取消しは、選定の日又は選定取消しの日に
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日における現況による。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

規定による選定又は選定の取消しについては、

当該各号に掲げる資料によるものとする。 

 （１） 第２条第１項第２号及び第５項第２号、

第２条の２第１項第２号及び第５項第２号、

第３条第１項第３号及び第６項第２号、第３

条の２第１項第３号及び第５項第２号、第５

条第１項第２号、第５条の２第１項第２号、

第６条第１項第２号並びに第６条の２第１項

第２号 

有価証券報告書等又は上場有価証券の発

行者の会社情報の適時開示等に関する規則

の取扱い 11．ａの規定により提出される株

式の分布状況表等若しくは不動産投信特例

取扱いの７．（６）の規定により提出され

る上場不動産投資信託証券の分布状況表等 

 

 

 

（２） 第２条第１項第３号及び第４号、第２

条の２第１項第３号及び第４号、第３条第 1

項第５号及び第６号並びに第３条の２第１項

第５号及び第６号 

有価証券報告書等 

 

（３） 第２条第４項第２号、第２条の２第４

項第２号、第３条第５項第２号及び第３条の

２第４項第２号 

  有価証券上場規程第３条第３項第１号ｂ

の規定により提出される「上場申請日以後

における株式分布状況に関する予定書」又

は不動産投信特例第３条第５項の規定によ

り提出される「上場申請日以後における投

資口の分布状況に関する予定書」 
  （削る） 

おける現況による。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

規定による選定又は選定の取消しについては、

当該各号に掲げる資料によるものとする。 

 （１） 第２条第１項第２号及び第４項第２号

並びに第３条第１項第３号及び第６項第２号 

     

 

 

 

 

上場会社から提出される有価証券報告書

（新規上場申請者が国内の他の証券取引所

に上場されている株券の発行者又は日本証

券業協会に登録されている株券の発行者以

外である場合には、上場申請のための有価証

券報告書）又は上場有価証券の発行者の会社

情報の適時開示等に関する規則の取扱い 11．

ａの規定により上場会社から提出される株

式の分布状況表等   

（２） 第２条第１項第３号及び第４条並びに

第３条第 1 項第 5 号及び第６号 

    

 

上場会社から提出される有価証券報告書

等 

（３） 第２条第４項第２号及び第３条第５項

第２号 

    
 有価証券上場規程第３条第３項第１号ｂ

の規定により提出される「上場申請日以後

における株式分布状況に関する予定書」 
 

 

 

  （４） 第５条第１項第２号及び第６条第１
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付  則 

 

この改正規定は、平成１６年 ８月２７日から

施行する。 

項第２号 

    第１号に掲げる資料のほか、株券上場廃

止基準の取扱い１．(２)ｂの規定により上

場会社から提出される株式の分布状況表等 
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制度信用取引に係る権利の処理に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（配当落調整額） 

第２条 正会員は、制度信用取引を行っている銘

柄につき配当（中間配当（商法第２９３条の５

第１項に規定する金銭の分配をいう。）、投資

信託の受益証券の収益分配及び投資証券の金銭

の分配を含む。以下同じ。）が付与された場合

は、当該銘柄の発行者の株主（優先出資者、受

益者及び投資主を含む。以下同じ。）に付与さ

れる配当金額から配当所得に対する源泉徴収税

額（税法上配当収入とみなされる金額に対する

源泉徴収税額を含む。）相当分を控除した額（以

下「配当落調整額」という。）の金銭を当該銘

柄の発行者の配当受領株主確定日現在制度信用

取引に係る金銭の貸付けを受けている顧客（以

下「信用買顧客」という。）に支払い、制度信

用取引に係る株券（優先出資証券（協同組織金

融機関の発行する優先出資証券をいう。以下同

じ。）、投資信託の受益証券及び投資証券を含

む。以下同じ。）の貸付けを受けている顧客（以

下「信用売顧客」という。）から徴収する。 
２ 前項の規定による金銭の授受は、当該銘柄の

発行者が配当の交付を開始した日（以下「配当

交付日」という。）以後遅滞なく行うものとす

る。 
 

（新株引受権等） 

第４条 正会員は、制度信用取引を行っている銘

柄につき、新株引受権（優先出資引受権及び新

受益権を引き受ける権利を含む。以下同じ。）、

株式分割等による株式を受ける権利（新株券を

追加して発行する株式分割（優先出資分割、受

益権の分割及び投資口の分割を含む。以下同

じ。）による株式（優先出資、受益権及び投資

（配当落調整額） 

第２条 正会員は、制度信用取引を行っている銘

柄につき配当（中間配当（商法第２９３条の５

第１項に規定する金銭の分配をいう。）を含む。

以下同じ。）が付与された場合は、当該銘柄の

発行者の株主（優先出資者を含む。以下同じ。）

に付与される配当金額から配当所得に対する源

泉徴収税額（税法上配当収入とみなされる金額

に対する源泉徴収税額を含む。）相当分を控除

した額（以下「配当落調整額」という。）の金

銭を当該銘柄の発行者の配当受領株主確定日現

在制度信用取引に係る金銭の貸付けを受けてい

る顧客（以下「信用買顧客」という。）に支払

い、制度信用取引に係る株券（優先出資証券（協

同組織金融機関の発行する優先出資証券をい

う。以下同じ。）を含む。）の貸付けを受けて

いる顧客（以下「信用売顧客」という。）から

徴収する。 

 
 
２ 前項の規定による金銭の授受は、当該銘柄の

発行会社が配当金の交付を開始した日（以下「配

当交付日」という。）以後遅滞なく行うものと

する。 
 

（新株引受権等） 

第４条 正会員は、制度信用取引を行っている銘

柄につき新株引受権（優先出資引受権を含む。

以下同じ。）、株式分割等による株式を受ける

権利（新株券（優先出資証券を含む。以下同じ。）

を追加して発行する株式分割（優先出資分割を

含む。以下同じ。）による株式（優先出資を含

む。以下同じ。）を受ける権利、会社分割によ
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口を含む。以下同じ。）を受ける権利、会社分

割による株式を受ける権利及び制度信用取引を

行っている銘柄（投資信託の受益証券を除く。

以下同じ。）の発行者が他の銘柄の発行者に吸

収合併されるとき（吸収合併される発行者の株

式１株（優先出資証券及び投資証券の場合には

１口。以下この項において同じ。）に対して１

株を超える数の新株式が割り当てられ、旧株券

と新株券の双方が上場されることとなるときに

限る。）において、吸収合併される発行者の株

式に対して新株式の割り当てを受ける権利（以

下「発行者の吸収合併により株式を受ける権利」

という。）をいう。以下同じ。）又は株主割当

の方法で発行される新株予約権の引受権（以下

「新株予約権の引受権」という。）が付与され

た場合は、別表「引受権価額算出に関する表」

により算出した当該新株引受権、株式分割等に

よる株式を受ける権利又は新株予約権の引受権

の価額（以下「引受権価額」という。）に相当

する額の金銭を当該銘柄の新株引受権、株式分

割等による株式を受ける権利又は新株予約権の

引受権の割当期日現在の信用買顧客に支払い、

信用売顧客から徴収する。 
２ （略） 
３ 前２項の規定にかかわらず、権利落後に制度

信用取引を継続する場合において、買付価格又

は売付価格から引受権価額を差し引いた額が１

円未満となる銘柄については、これが１株（優

先出資証券、投資信託の受益証券及び投資証券

の場合には１口）当たり１円となるよう、その

差額を信用買顧客に支払い、信用売顧客から徴

収する。 

 
（金銭の授受の日） 

 
第６条 前２条の規定による金銭の授受（計算上

る株式を受ける権利及び制度信用取引を行って

いる銘柄の発行者が他の銘柄の発行者に吸収合

併されるとき（吸収合併される発行者の株式１

株に対して１株を超える数の新株式が割り当て

られ、旧株券と新株券の双方が上場されること

となるときに限る。）において、吸収合併され

る発行者の株式に対して新株式の割り当てを受

ける権利（以下「発行者の吸収合併により株式

を受ける権利」という。）をいう。以下同じ。）

又は株主割当の方法で発行される新株予約権の

引受権（以下「新株予約権の引受権」という。）

が付与された場合は、別表「引受権価額算出に

関する表」により算出した当該新株引受権、株

式分割等による株式を受ける権利又は新株予約

権の引受権の価額（以下「引受権価額」という。）

に相当する額の金銭を当該銘柄の新株引受権、

株式分割等による株式を受ける権利又は新株予

約権の引受権の割当期日現在の信用買顧客に支

払い、信用売顧客から徴収する。 
 
 
 
 
２ （略） 
３ 前２項の規定にかかわらず、権利落後に制度

信用取引を継続する場合において、買付価格又

は売付価格から引受権価額を差し引いた額が１

円未満となる銘柄については、これが１株（優

先出資証券の場合には１口）当たり１円となる

よう、その差額を信用買顧客に支払い、信用売

顧客から徴収する。 

 
 

（新株引受権価額に相当する額の金銭の授受の

日） 

第６条 第２条の規定による引受権価額に相当す
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処理を含む。）の日は、当該銘柄の権利付売買

最終日における売買の決済日の翌日（休業日に

当たるときは、順次繰り下げる。）とする。 
 

 
付  則 

この改正規定は、平成１６年 ８月２７日から

施行する。 
 
 
別表 引受権価額算出に関する表  
  
（注）１．～４． （略） 
５． 経過配当金（経過収益分配金及び

経過金銭分配金を含む。）は、次の

算式により算出した金額とする。た

だし、配当起算日が商法第２９３条

の５第１項の規定により当該銘柄の

発行会社が定めた一定の日の翌日と

なる場合においては、次の算式中｢期

首の日｣は「会社が定めた一定の日の

翌日」と、会社の分割の場合におい

ては、「権利付最終決済日」は「分

割会社株券の権利付最終決済日」と、

投資信託の受益証券及び投資証券で

ある場合においては、「３６５」は

「直前計算期間又は営業期間の日

数」と読み替える。 
 

 

 

   

   

６．～１０． （略） 
 

る額の金銭の授受（計算上の処理を含む。）の

日は、当該銘柄の権利付売買最終日における売

買の決済日の翌日（休業日に当たるときは、順

次繰り下げる。）とする。 
 
 
 
 
 
 
別表 引受権価額算出に関する表  
  
（注）１．～４． （略） 
５． 経過配当金は、次の算式により算

出した金額とする。ただし、配当起算

日が商法第２９３条の５第１項の規

定により当該銘柄の発行会社が定め

た一定の日の翌日となる場合におい

ては、次の算式中｢期首の日｣は「会社

が定めた一定の日の翌日」と、会社の

分割の場合においては、「権利付最終

決済日」は「分割会社株券の権利付最

終決済日」と読み替える。 
      
 
 

 

       

       

 

 

 

 

６．～１０． （略） 
 

 
 

 

（直前事業年度に係る配当金額

－配当所得源泉徴収税額） 

経過日数（期首の日から権利

付最終決済日までの日数） 
× 

３６５ 
× 

（直前事業年度に係る配当金額

－配当所得源泉徴収税額） 

経過日数（期首の日から権利

付最終決済日までの日数） 
× 

３６５ 
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委託保証金の代用有価証券からの除外についての一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

１ 国内の証券取引所に上場されている株券（外

国証券を含む。）が、その上場されている国内

のすべての証券取引所において当該証券取引所

の定める上場廃止の基準に該当した場合には、

該当した日の翌日（休業日に当たるときは、順

次繰り下げる。以下同じ。）から、日本証券業

協会に登録されている株券（店頭管理銘柄とし

て登録されているものを除く。）が、日本証券

業協会により登録を取り消されることとなった

場合（国内の証券取引所に上場されることとな

る場合を除く。）には、登録を取り消されるこ

ととなった日の翌日から、当該株券及び当該株

券（当該投資信託受益証券を除く。）の発行者

の発行する社債券を、発行日決済取引に係る委

託保証金及び信用取引に係る委託保証金の代用

有価証券から除外する。 
 
２ （略） 
 

付  則 

 この改正規定は、平成１６年 ８月２７日から

施行する。 
 

１ 国内の証券取引所に上場されている株券（優

先出資証券、投資信託受益証券、投資証券及び

外国証券含む。）が、その上場されている国内

のすべての証券取引所において当該証券取引所

の定める上場廃止の基準に該当した場合は、該

当した日の翌日（休業日に当たるときは、順次

繰り下げる。以下同じ。）から、日本証券業協

会に登録されている株券（店頭管理銘柄として

登録されているものを除く。）が、日本証券業

協会により登録を取り消されることとなった場

合（国内の証券取引所に上場されることとなる

場合を除く。）には、登録を取り消されること

となった日の翌日から、当該株券及び当該株券

（当該投資信託受益証券を除く。）の発行者の

発行する社債券を、発行日決済取引に係る委託

保証金及び信用取引に係る委託保証金の代用有

価証券から除外する。 
２ （略） 
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日経３００株価指数連動型上場投資信託の受益証券に関する有価証券上場規程、 
業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例の施行規則の一部改正新旧対照表  

 
新 旧 

日経３００株価指数連動型上場投資信託の受益証券に

関する有価証券上場規程、業務規程及び信用取引・貸借

取引規程の特例の施行規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、日経３００株価指数連動型上場

投資信託の受益証券に関する有価証券上場規程、業

務規程及び信用取引・貸借取引規程の特例（以下「受

益証券特例」という。）に基づき、本所が定める事

項並びに受益証券特例の解釈及び運用に関し、必要

な事項を定める。 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

日経３００株価指数連動型上場投資信託の受益証券に

関する有価証券上場規程、業務規程、信用取引・貸借取

引規程並びに受託契約準則の特例の施行規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、日経３００株価指数連動型上場

投資信託の受益証券に関する有価証券上場規程、業

務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則

の特例（以下「受益証券特例」という。）に基づき、

本所が定める事項並びに受益証券特例の解釈及び運

用に関し、必要な事項を定める。 

 

（同時呼値の順位） 

第１４条 業務規程施行規則第６条（第２号を除く。）

の規定は、受益証券特例第１８条第１項第２号ｂに規

定する同時に行われた呼値及び行われた時間の先後

が明らかでない呼値の順位について準用する。この場

合において、業務規程施行規則第６条中「規程第１０

条第２項第２号ｂ」とあるのは「受益証券特例第１８

条第１項第２号ｂ」と、「株券、新株予約権証券及び

新株予約権権付社債券等」とあるのは「受益証券」と、

「規程第１０条第４項」とあるのは「受益証券特例第

１８条第３項」と読み替えるものとする。 

 

（売買の中断） 

第１５条 業務規程施行規則第８条の規定は、受益証券

特例第１８条第２項及び同第１９条第１項第２号に

規定する売買が中断された場合について準用する。こ

の場合において、業務規程施行規則第８条中「規程第

１０条第３項及び同第１２条第２項第２号」とあるの

は「受益証券特例第１８条第２項及び同第１９条第１

項第２号」と、「規程第２８条第２号、第３号及び第
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（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４号」とあるのは「受益証券特例第２３条」と

読み替えるものとする。 

 

第１６条 削 除                  

 

（約定値段を定める場合の合致数量） 

第１７条 業務規程施行規則第１０条（第３号を除く。）

の規定は、受益証券特例第１９条第２項第３号ｂに規

定する本所が定める他方の呼値の数量について準用

する。この場合において、業務規程施行規則第１０条

中「規程第１２条第３項第３号ｂ」とあるのは「受益

証券特例第１９条第２項第３号ｂ」と、「株券、新株

予約権証券及び新株予約権権付社債券等」とあるのは

「受益証券」と、「規程第１２条第２項第１号、第２

号及び第４号」とあるのは「受益証券特例第１９条第

１項第１号、第２号及び第４号」と、「株券」とある

のは「受益証券」と、「規程第１２条第２項第３号」

とあるのは「受益証券特例第１９条第１項第３号」と

読み替えるものとする。 

 

（気配表示） 

第１８条 業務規程施行規則第１１条の規定は、受益証

券特例第１９条第４項かっこ書、同第３０条の規定に

より読み替えて適用する業務規程第３１条第１項か

っこ書並びに同第３４条第１項かっこ書に規定する

気配表示について準用する。この場合において、業務

規程施行規則第１１条中「規程第１２条第２項第４号

及び第５項かっこ書、同第３１条第１項かっこ書並び

に同第３４条第１項かっこ書」とあるのは「受益証券

特例第１９条第４項かっこ書、同第３０条の規定によ

り読み替えて適用する業務規程第３１条第１項かっ

こ書並びに同第３４条第１項かっこ書」と、「呼値に

関する規則第９条」とあるのは「日経３００株価指数

連動型上場投資信託の受益証券に関する有価証券上

場規程、業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約準則の特例の施行規則第２１条において準用す

る呼値に関する規則第９条」と読み替えるものとす

る。 

 

（売買立会終了時の約定値段を定める売買における値

幅） 

第１９条 業務規程施行規則第１２条の規定は、受益証

券特例第１９条第４項に規定する本所が定める値幅

について準用する。この場合において、業務規程施行

規則第１２条中「規程第１２条第５項」とあるのは「受

益証券特例第１９条第４項」と読み替えるものとす

る。 

 

（呼値の制限値幅） 

第２０条 呼値の制限値幅に関する規則第２条第１項

（ただし書を除く。）及び第３項並びに同第５条の規

定は、受益証券特例第２０条第３項に規定する本所が

定める呼値の値幅について準用する。この場合におい

て、呼値の制限値幅に関する規則第２条第１項中「株

券」とあるのは「受益証券」と、同条第３項中「前２

項」とあるのは「日経３００株価指数連動型上場投資

信託の受益証券に関する有価証券上場規程、業務規

程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例

の施行規則第２０条において準用する呼値の制限値

幅に関する規則第２条第１項」と、同第５条中「第２

条、第２条の２及び第３条」とあるのは「日経３００

株価指数連動型上場投資信託の受益証券に関する有

価証券上場規程、業務規程、信用取引・貸借取引規程

及び受託契約準則の特例の施行規則第２０条におい

て準用する呼値の制限値幅に関する規則第２条第１

項及び第３項」と、｢全部又は一部の銘柄｣とあるのは

「受益証券」と読み替えるものとする。 

２ 前項において準用する呼値の制限値幅に関する規

則第２条第１項及び第３項に規定する呼値の制限値

幅の基準値段は、前日（休業日に当たるときは、順次
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰り上げる。以下同じ。）の当該受益証券の最終値段

（次条において準用する呼値に関する規則第１３条

の規定により気配表示された最終気配値段を含む。

以下同じ。）とし、前日に約定値段（次条に

おいて準用する呼値に関する規則第１３条

の規定により気配表示された気配値段を含

む。以下同じ。）がない場合は、本所がその都度

定める。ただし、受益証券特例第２２条第１項の規定

により定める受益証券の収益分配落の期日の基準値

段は、収益分配落となる日の前日の当該受益証券の最

終値段から当期収益分配金額（当期収益分配金額が確

定していない場合は本所がその都度定める金額）を差

し引いた値段とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、本所又は国内の他の証券

取引所に上場されている受益証券以外の受益証券で

新たに上場された受益証券（以下「新規上場受益証券」

という。）の上場日における呼値の制限値幅の基準値

段は、当該受益証券の上場日前日の受益権一口当たり

の信託財産純資産額とする。 

 

（呼値に関する事項） 

第２１条 呼値に関する規則第２条、同第３条、同第４

条（第１項を除く。）、同第７条、同第８条（第１項

第１号を除く。）及び同第９条（第１項第１号、第３

項及び第４項第２号から第５号を除く。）の規定は、

受益証券特例第２０条第４項に規定する本所が定め

る事項について準用する。この場合において、呼値に

関する規則第３条中「業務規程第２８条」とあるのは

「受益証券特例第２３条」と、同第４条中「売買シス

テムによる売買以外の売買」とあるのは「受益証券」

と、「業務規程第１２条第２項」とあるのは「受益証

券特例第１９条第１項」と、同第８条中「業務規程第

１２条第２項」とあるのは「受益証券特例第１９条第

１項」と、同第９条中「第1項」とあるのは「日経３

００株価指数連動型上場投資信託の受益証券に関す
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

る有価証券上場規程、業務規程、信用取引・貸借取引

規程及び受託契約準則の特例の施行規則第２１条に

おいて準用する呼値に関する規則第９条第１項」と、

「次の各号」とあるのは「次」と、「値段（直接上場

銘柄の上場日（初値の決定前に限る。）における当該

直接上場銘柄並びに監理ポスト及び整理ポストに関

する規則第３条又は第５条の規定に基づき整理ポス

トに割り当てられた銘柄のうち、本所がその都度指定

した銘柄に係る指定後最初の約定値段の決定日（当該

約定値段の決定前に限る。）までにおける当該銘柄に

ついては、本所が板呼値の状況等を勘案してその都度

定める値幅の値段）」とあるのは「値段（日経３００

株価指数連動型上場投資信託の受益証券に関する有

価証券上場規程、業務規程、信用取引・貸借取引規程

及び受託契約準則の特例の施行規則第１３条第２号

の規定に基づき整理ポストに割り当てられた銘柄の

うち、本所がその都度指定した銘柄に係る指定後最初

の約定値段の決定日（当該約定値段の決定前に限る。）

までにおける当該銘柄については、本所が板呼値の状

況等を勘案してその都度定める値幅の値段）」と、｢株

券｣とあるのは「受益証券」と読み替えるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、新規上場受益証券の上場

後の初値の約定値段の決定前における最初の気配値

段は、当該受益証券の上場日前日の受益権一口当たり

の信託財産純資産額とする。 

 

（収益分配落の期日） 

第２２条 受益証券特例第２２条に規定する収益分配

落とする期日は、次の各号に定める日とする。 

（１）当日決済取引 

   収益分配金を受ける者を確定するための基準日

（以下｢受益者確定日｣という。）の翌日。ただし、

その決済を翌日に繰り延べる売買については、受益

者確定日（受益者確定日が休業日に当たるときは、

受益者確定日の前日）とする。 
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（２）普通取引 

   受益者確定日の３日前の日（受益者確定日が休業

日に当たるときは、受益者確定日の４日前の日）と

する。 

 

（売買の停止） 

第２３条 受益証券特例第２３条の規定により行う売

買の停止は、次の各号に定めるところによる。 

（１） 受益証券特例第２３条第１号に掲げる場合の売

買の停止は、受益証券又は委託会社に関し、受益証

券特例第６条第１項の事実又は同条第２項の事項

に関する情報が生じている場合において、本所が必

要と認めた時から、当該情報の真偽及び内容に関す

る発表等が行われたことを本所が確認した後３０

分を経過した時（監理ポスト若しくは整理ポストへ

の割当て事由に該当する場合又はそのおそれがあ

ると認める場合は、本所が取引ポスト割当ての決定

に関する発表を行った後３０分を経過した時）まで

とする。ただし、当該銘柄を整理ポストに割り当て

ることとした場合その他本所が停止の継続を適当

と認めた場合は、停止期間を延長することができ

る。 

（２） 受益証券特例第２３条第２号に掲げる売買の停

止は、本所がその都度必要と認める期間とする。 

 

（過誤訂正等のための売買の承認申請） 

第２４条 受益証券特例第２５条の規定により本所の

承認を受けようとする会員は、本所が定める様式によ

り申請を行うものとする。 

 

 

付  則 
この改正規定は、平成１６年 ８月２７日から施行す

る。 
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受益証券の制度信用取引に係る権利の処理に関する規則の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 

（目的）  （目的）  

第１条 この規則は、日経３００株価指数連

動型上場投資信託の受益証券に関する有価

証券上場規程、業務規程及び信用取引・貸

借取引規程の特例（以下「受益証券特例」

という。）第３３条の規定に基づき、受益

証券の制度信用取引に係る収益分配金請求

権その他の権利の処理に関して必要な事項

を定める。  

 
 
付  則 

 この改正規定は、平成１６年 ８月２７日から施行す

る。 

 

第１条 この規則は、日経３００株価指数連

動型上場投資信託の受益証券に関する有

価証券上場規程、業務規程、信用取引及び

貸借取引規程並びに受託契約準則の特例

（以下「受益証券特例」という。）第３３

条の規定に基づき、受益証券の制度信用取

引に係る収益分配金請求権その他の権利

の処理に関して必要な事項を定める。  
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立 会 外 取 引 に 関 す る 業 務 規 程 、 信 用 取 引 ・ 貸 借 取 引 規 程 
及 び 受 託 契 約 準 則 の 特 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 新 旧 対 照 表 

 
新 旧 

（単一銘柄取引の値段） 

第４条 立会外取引特例第６条第３項第１号に規定す

る本所が定める値段は、次の各号に定める値段とす

る。 

（１）・（２）（略） 

２ （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず、立会外取引特例第５条

第１号に規定する日に決済を行う取引について、普通

取引における規程第２５条第１項の規定により定め

る配当落等の期日、同第２６条の規定により定める転

換条件の変更期日若しくは行使条件の変更期日又は

同第２６条の２の規定により定める期中償還請求権

に係る権利落として売買を行う期日から、当該期日か

ら起算して５日目（休業日を除外する。以下日数計算

について同じ。）の日（利付転換社債型新株予約権付

社債券の売買について、規程第８条第４項に定める場

合には、当該期日から起算して６日目の日とする。）

以降の普通取引の売買立会の始めの約定値段が決定

される時までにおける値段は、本所がその都度定め

る。 

 
４ （略） 

 

（呼値に関する事項） 

第５条 立会外取引特例第６条第７項に規定により、立

会外取引の呼値に関し本所が定める事項は、次の各号

に定める事項とする。 

（１）・（２）（略） 

（３） 呼値の制限 

正会員は次のａ及びｂに掲げる銘柄について、

上場後最初の約定値段が決定されるまでは、呼値を

行ってはならない。 

（単一銘柄取引の値段） 

第４条 立会外取引特例第６条第３項第１号に規定す

る 本所が定める値段は、次の各号に定める値段とす

る。 

（１）・（２）（略） 

２ （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず、立会外取引特例第５条

第１号に規定する日に決済を行う取引について、普通

取引における規程第２５条第１項の規定により定め

る配当落等の期日、同第２６条の規定により定める転

換条件の変更期日若しくは行使条件の変更期日又は

同第２６条の２の規定により定める期中償還請求権

に係る権利落として売買を行う期日から、当該期日か

ら起算して５日目（休業日を除外する。以下日数計算

について同じ。）の日（利付転換社債型新株予約権付

社債券（機構非取扱転換社債型新株予約権付社債券を

除く。）の売買について、規程第８条第４項に定める

場合には、当該期日から起算して６日目の日とする。）

以降の普通取引の売買立会の始めの約定値段が決定

される時までにおける値段は、本所がその都度定め

る。 

４ （略） 

 
（呼値に関する事項） 

第５条 立会外取引特例第６条第７項に規定により、立

会外取引の呼値に関し本所が定める事項は、次の各号

に定める事項とする。 

（１）・（２）（略） 

（３） 呼値の制限 

正会員は次のａ及びｂに掲げる銘柄について、

上場後最初の約定値段が決定されるまでは、呼値を

行ってはならない。 
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ａ 次の（ａ）又は（ｂ）に掲げる有価証券で新た

に上場された銘柄（本所がその都度指定する銘柄

を除く。）のうち、上場日の直前に日本証券業協

会に登録されていた銘柄以外の銘柄 

（ａ） 本所又は国内の他の証券取引所に上場され

ている株券（投資信託受益証券を除く。）の発

行者以外の者が発行する株券（投資信託受益証

券を除く。） 

（ｂ） 投資信託受益証券（国内の他の証券取引所

に上場されている銘柄を除く。） 

ｂ （略） 

 
 

ａ 次の（ａ）又は（ｂ）に掲げる有価証券で新た

に上場された銘柄（本所がその都度指定する銘柄

を除く。）のうち、上場日の直前に日本証券業協

会に登録されていた銘柄以外の銘柄 

（ａ） 本所又は国内の他の証券取引所に上場され

ている株券（優先株を除く。）の発行者以外の

者が発行する株券（優先株を除く。） 

 
（ｂ） 優先株（国内の他の証券取引所に上場され

ている銘柄を除く。） 

ｂ （略） 

 

付  則 
この改正規定は、平成１６年 ８月２７日から施行す

る。 
 

 

 




